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要   約 

1. ハッターラ改修の意義 

モロッコ国の農業形態は、アトラス山脈を境に大きく東西 2 つに分けられ、主として天水や河川

水を利用した農業地帯である西部に対し、東部の半乾燥地は洪水流出や、ハッターラ（Khettara）

と呼ばれる地下水路により灌漑されている農業地帯である。ハッターラは、古くから村落住民に

よって水利権などが定められ、費用負担、役務提供を含む維持管理システムを確立してきたが、

近年、長期にわたる干ばつの影響による流量の低下、砂漠化の進行や都市部への人口流出等から

ハッターラ農村そのものの維持が困難になってきている。 

1967年のセンサスによればTafilalet地域には約570箇所のハッターラが存在し、総延長約2,900 km

に達していた。その後 1970 年代にかけて降水量の減少、またポンプ灌漑の導入により 160 箇所

のハッターラが完全に涸渇し、放棄されてきた。ORMVA/TF の調査では現在使用されているハッ

ターラは 410 箇所としているが、その内の 191 箇所のハッターラについては流量が認められるが、

残りの 219 箇所のハッターラについては特に 1997 年から継続する干ばつの影響により、流量が

著しく減少または涸渇した状況にある。調査対象地域においては最近の降雨の減少で主要作物で

ある小麦、の生産量はこの 10 年間で半減している。これらの問題の根本には渇水年の継続によ

る地下水位の低下があり、ハッターラ水源量の確保が重要且つ緊急の課題となっている。 

一方でモロッコ国政府も水資源開発及び利用効率の向上のために、近代的水利施設の建設を推進

してきている。大規模ダムや大規模洪水転流堰およびその水路網、井戸ポンプがそれに当たり、

これらの施設は増大する水需要量に応えるべく配置され、利用可能量の増加を可能とした。しか

し地表水の貯留を目的とした施設は降水量の年変化の影響を大きく受けるとともに、干ばつが継

続すると貯水量が減少し安定供給が困難となる。また洪水灌漑もいわば雨待ちの灌漑であり、年

によって灌漑時期、灌漑面積、頻度が大きく変動する。個々のハッターラはダム、揚水ポンプ等

の他の水源に比べて水量は少ないが、総量は年間総水量に換算すると 35Mm3となる。これは同地

域に建設されている Hassan Addakhill ダムの 2002 年の実績放流量 26Mm3を大きく上回るもので

ある。 

ハッターラの水資源としての有利性として、①干ばつの影響が比較的小さい、②年間を通じて安

定した水の供給が得られる、③動力費用を必要とせず、水利用者組合によって自主的に維持管理

が実施されている、④表流水のような表面蒸発がなく、水資源の保全が可能である等の点が挙げ

られる。こうしたハッターラの水資源としての有利性を生かし、農業生産と農村集落の生活に不

可欠な水を安定的に供給する施設としての機能の保全、ハッターラ水の有効利用は、地域におけ

る農村部の生産・生活の維持および発展にとって極めて重要であると認識される。 

また、ハッターラの改修による利用可能水量の増加と安定供給は、農業生産性の向上により貧困
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撲滅に寄与すると同時に、水不足により荒廃が進む当該地において灌漑農地の保全を促し、砂漠

化の防止や社会問題化しつつある都市部への人口流出を抑制することにも繋がるなど、環境保全

面または社会的側面からもハッターラ改修の意義は大きい。 

さらに、ハッターラと同様の伝統的地下水取水施設は中近東をはじめ世界に分布しているが、多

くの国で地下水位の低下や近代的灌漑施設の発達により、消滅、または利用されなくなってきて

いる。モロッコ国においても多くのハッターラを唯一維持し続けているのは、Tafilalet 地域のみ

であり、歴史的・文化的遺産としても本地域における伝統灌漑施設としてのハッターラの保存が

重要となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 調査の目的および経緯 

ハッターラ改修・農村開発のマスター・プラン策定を目的とし、2002 年 10 月 14 日、同国 Tafilalet

地域開発公社（ORMVA/TF）と国際協力機構（JICA）は本調査のスコープ・オブ・ワーク（S/W）

に調印した。調査の目的は以下のとおりである。 

1) 伝統的な灌漑施設であるハッターラを利用した持続的なハッターラ改修・農村開発計

画（マスター・プラン）を策定する。 

2) 選定地区におけるハッターラ改修計画を策定する。 

3) 計画策定および実証調査の実施を通じて ORMVA/TF 職員に計画策定手法および事業

実施・監理技術を移転する。 

4) 実証調査の実施を通じて対象地域の農村住民に事業実施技術を移転する。 

本報告書はフェーズ 1 のハッターラ改修・農村開発計画（マスター・プラン）、ハッターラ改修

計画の策定、フェーズ 2 の実証調査および最終マスター･プランの成果を取りまとめたものであ

る。 
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3. モロッコ国の農業開発戦略 

モロッコ国の 1991 年から 1999 年の GDP における成長率は 1.9％であったが、第 1 次産業部門の

GDP の成長率はマイナス 0.8％であった。このようなマイナス成長は農村部の貧困層の増加、近

年の干ばつに理由があるとされている。1990 年代前半までモロッコ国は貿易自由化や国営企業の

改革を通じて市場経済への統合を目指し、安定的で良好な経済成長を達成した。一方で、これら

の政策は貧富の格差を拡大し、農村部の貧困層は 1990/91 年の 18%から 1998/99 年の 27％に増加

した。このような貧困の拡大を反省し、モロッコ国開発 5 カ年計画（2000-2004）が 2000 年 7 月

に国会で承認された。本 5 ヵ年計画の中では、農村部における貧困削減が強調されており、具体

的には、1) 農村インフラに関連するプログラムを加速し、2004 年までに農村部の人口の 60～70％

が裨益するようにすること、2) 農村部の最貧困層をターゲットに総合的な、そして参加型の農村

開発を実施することが述べられている。 

また農業農村開発・海洋漁業省は 2020 年までに農村地域での貧困撲滅を目指すことを目標とし

た「2020 年農村開発戦略（2020 Rural Development Strategy：1999 年 12 月）」を発表しており、こ

の中で、以下の戦略的な内容を定めている。 

- 国内食糧自給および輸出強化のための農業生産性の強化、 
- 農業関連の雇用と収入の増加、 
- 農業副収入および農業外収入のための雇用多様化の創出、 
- 環境的な退化の防止、 
- 農村部の男性および女性のための教育と職業教育の改善、 
- 農村の生活の質および福祉に関連するサービスの改善、および 
- 開発機会やインフラ整備の地域間および地域内の不均衡の是正 

モロッコ国における農業・農村開発にかかる中央政府官庁は農業農村開発・海洋漁業省である。

地方レベルでは同省に 40 の県農業事務所（DPA）と 9 つの地域開発公社（ORMVA）があり、地

方レベルでの農業・農村開発を担当している。ORMVA は大規模灌漑施設の運営と地域農民への

農業支援サービスの提供を担っている。本調査のカウンターパート機関である ORMVA/TF は

Tafilalet 地域を管轄する地域開発公社である。 

4. 調査地域の概要 

モロッコ国は 16 の州に区分されており、各州は県（Province または Prefecture）に分割されてい

る。ORMVA/TF 管轄の Tafilalet 地域は Errachidia 県の全域と隣接する Figuig 県の Beni-Tadjit 郡が

含まれる。 

ORMVA/TF の管轄対象地区は、西経 5°17′～2°17′、北緯 30°17′～33°04′に位置し、北

側は高アトラス山脈がそびえ、その南には Errachidia および Boudenib 方向に拡がる標高 1,000～

1200m 前後の広い平坦地が広がる。更に南側は、Todrha-Ferkla 川および Gheris 川等によって形成
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される沖積低地が広がる地帯となり、これと高アトラスからほぼ南北方向に流れる Ziz 川の堆積

地が重なり、Jorf-Erfoud～Rissani が位置する標高 600～800m の広大な Tafilalet 平野となる。主な

帯水層は鮮新世～第四紀帯水層であるが、岩盤中帯水層が重要な地域もある。 

年間降水量は 50～200mm、平均気温は 7℃～35℃に達する。年間降水量は年によって大きく変化

し、過去 20 年の経年変動は、1989 年前後・1993-1995 年に豊雨期、また 1982-83 年前後および 1997

年前後から現在に至るまで干ばつ期をむかえている。 

調査対象地域内の水系は Guir 川、Gheris・Ziz 川および Maider 川流域に 3 つに大別される。流域

面積は、Guir 川水系：約 13,400km2、Gheris/Ziz 川水系：約 20,200km2、Maider 川水系：約 12,000km2

である。年による流出量の変動は雨量と同様に大きく 1980～85 年および 2000 年以降の流出量は

干ばつの影響を受けて極めて小さいものとなっている。地下水位は 1997 年以降、継続する渇水

の影響で地下水位は徐々に低下していく傾向が見られる。 

調査対象地域の土壌は比較的肥沃である。土性区分では砂質部分が多い壌質砂土（Loamy Sand）

から埴壌土（Clay Loam）が多い。調査対象地域で報告されている問題土壌は 1) 塩類土壌、2) 石

灰質土壌である。塩類土壌に関しては、塩類濃度の高い灌漑水を長年使用した結果と考えられて

いる。一方、石灰質土壌に関しては、土層の浅い土壌において炭酸カルシウムがたまり、表土が

硬くなる現象が認められている。 

5. Tafilalet 地域の農業および社会インフラ整備 

ORMVA/TF 管轄の Tafilalet 地域は 7.7 百万 ha の土地面積を有するが、52％以上の地域が農業に適

さない土地であり、灌漑農業を行っている地域は僅か 0.8%に過ぎない。一方、Errachidia 県にお

ける農家一戸あたりの平均農地面積はモロッコ国平均の 5.78 ha に対し 1.41 ha に過ぎず、5ha 以

上農地を保有している農家数は 10%程度である。 

Tafilalet 地域における主要農業生産物は、樹木作物（ナツメヤシ、オリーブ、リンゴ等）、穀類（コ

ムギ、大麦、トウモロコシ）、飼料作物（アルファアルファ）、マメ科作物、野菜、その他（ヘン

ナおよびクミン）である。最近の降雨の減少で上記作物の生産量はリンゴを除くと著しく減少し

ている。また牧畜に関してはヒツジ、ヤギおよびラクダを草地で広範囲に放牧する方式と、ウシ

やヒツジを小規模に飼育する方式に大別され、後者がハッターラ農村地区で行われている。肉の

年間生産量は 7,100 トンであるが、この他にヒツジのドーマン種、養蜂および養鶏などが組合を

通じて小規模に飼育されている。これらの活動は本地域の新規の収入創出活動として位置づけら

れている。 

上水道施設は ONEP （Office National de l’Eau Potable）により整備されてきており、都市部で 80%

を超える給水率となっている。村落部では 40%程度の給水率まで達成されている。ONEP による

給水施設の整備は積極的に進められており、給水率は 2007 年に 97％まで引き上げるとする 5 ヶ
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年計画が策定されている。電力供給事業については、ONE (Office National de l’Electricite)が施設の

建設を行っている。電気普及率は都市部 86%、農村部 50%である。ONE は ONEP と共同して政

策的に電力と飲料水施設の同時普及を推進してきており、飲料水同様、近年普及状況の改善が図

られている。Errachidia 県における道路は、国道（593.9 km）、県道（491.3 km）、地方道路（802.0 

km）に区分され、舗装率は各々90%、62%、10%であり、主要道路を外れるとほとんどが未舗装

の地方道路となる。 

総合病院または地域病院に属する医療施設は都市部に点在するのみであり、農村部においては、

ほとんど存在しない。保健所についても、各村に 1 箇所程度整備はされているものの、ハッター

ラ地区から距離的に離れている場合が多く、十分な保健医療サービスを受けられないのが現状で

ある。教育施設としては、小学校 566 校（生徒数 98,158 人）、中学校 49 校（生徒数 32,407 人）、

高等学校 19 校（13,556 人）が存在しており、農村部においても、ほぼ全村落に小学校が整備さ

れている。一方で、中学校の設置箇所数は小学校の 10 分の 1 以下であり、整備が遅れている。

特に女生徒については、文化・宗教的な習慣からも居住している村落外の学校に通うことに抵抗

を示す人も多く、中等教育への低進学率の大きな原因となっている。 

モロッコ国における 1998 年の貧困層の割合は 19.0％（530 万人）であり、1991 年の 13.1％（340

万人）よりも上昇した。農村部での貧困層の割合は 1991 年の 18.0%から 1998 年の 27.1％と貧困

層が著しく増加した。Tafilalet 地域はモロッコ国内で最も貧困層の割合が高く、29％となってい

る。貧困が原因となり、1 世帯から 1～2 人程度が住居地区外へ出稼ぎに出ている。出稼ぎ先は、

モロッコ国内の大都市が 68％で最も多く、海外が 20％程度存在する。Tafilalet 地方内の中小都市

で働くケースは全体の 10％程度に過ぎない。 

6. ハッターラおよびハッターラ農村の現況 

下表にハッターラの概要を示す。 

ハッターラの概要 

ゾーン 
ハッターラ

数 
水量の確認された

ハッターラ 1 
合計流量 2 

(lit/sec) 
平均流量 
(lit/sec) 

総延長 
(m) 

平均延長 
(m) 

A 137 74 359  4.5  221,351  1,616  

B 24 20 179  8.9  32,178  1,341  

C 8 8 93  11.6  46,650  5,831  

D 69 24 270  12.8  384,403  5,571  

E 25 14 96  6.9  159,722  6,389  

F 44 10 25  2.3  215,550  4,899  

G 103 41 73  2.0  252,580  2,452  

合 計 410 191 1,094  5.7  1,312,434  3,201  
注： 1水量の確認されたハッターラは 1999 年の ORMVA/TF によるインベントリー調査および JICAによるインベ

ントリー調査結果で流量が確認されたハッターラ数を示す。 
 2流量は 2005 年 2 月～7 月に観測された流量を示す。 
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ハッターラによって集水・導水された水は飲料水、洗濯等の生活用水あるいは家畜用水として利

用された後、受益地において灌漑用水として利用される。ハッターラの水を利用している灌漑区

域は水盤灌漑方式により灌漑されている。ハッターラの配水管理は水利権に基づく時間給水によ

るローテーション灌漑である。 

本調査地域のハッターラ流量は 0～50lit/sec の範囲にある。ハッターラ地区の 36％が 2lit/sec 以下

であり、平均は 5.7 lit/sec（2005 年 2～7 月）と水量は少ない。灌漑用水量としての指標である単

位面積当たりの水量をみると、ハッターラ地区の 36％が 0.20 lit/sec/ha 以下、0.40 lit/sec/ha 以下が

58％であり、平均は 0.25 lit/s/ha となっている。 

ハッターラの維持管理、また水利用上の問題点として特に以下の点が挙げられる。 

1) ハッターラの維持管理は伝統的水利権者組織により実施されているが、農業収益が小

さく、維持管理費の負担ができないハッターラ農村では維持管理不足により流量が減

少している。 

2) 改修に伴い、隣接するハッターラへの影響が不明確であり、水利権を始めとした農村

社会の慣習に与える影響が無視できない。またハッターラ取水域上流のポンプ灌漑の

影響を大きく受ける地区が存在する。 

3) 灌漑水路の大半が土水路のままであるため搬送ロスが大きく、灌漑用水として利用可

能量を減少させている。 

4) 水盤灌漑は土壌面蒸発が大きく、圃区内の不均一な湛水深に起因した灌漑効率の低い

灌漑方法であり、水の有効利用を妨げている。 

ハッターラ地区をはじめとする農村部にはアソシエーションと呼ばれる住民による自発的組織

（NGO）が多く存在する。アソシエーションは 1958 年に制定されたアソシエーション法ダヒー

ル 1-58-376 号に則って設立され、各組織が設定した目的、活動内容に従って農村地域におけるイ

ンフラ開発、社会開発、文化事業等を行っている。しかし、そのほとんどが 2002 年以降に設立

されたものであり、外部組織（政府、NGO 等）への資金要請を行う以外に、実質的な活動を行っ

ていないのが現状である。調査地域では ORMVA/TF が管轄する 26 本のハッターラを対象とした

Khettara Association El Amal が存在するのみである。 

7. 農業・農村支援サービス 

ORMVA/TF は Tafilalet 地域の灌漑地区における灌漑施設の開発・管理および農業・畜産技術の向

上・普及を主な活動としており、同時に、水資源開発、農業開発にかかる関係機関との調整役を

果たしている。また ORMVA/TF は灌漑用水の分配・管理・技術指導活動の一環として、農民主

体によって建設されたハッターラの改修事業に対し、技術的および財政的支援を行っている。 
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また ORMVA/TF は農村女性に対しての支援に対して力を入れている。支援策は、「農村女性を対

象とした収入創出活動の促進」、「農村女性ための各種トレーニングや支援」、「ヒツジ（ドーマン

種）飼育のための女性協同組合育成・強化」、「女性活動センターの設置」、および「識字教育」

を中心に行われている。ORMVA/TF 管轄の Tafilalet 地域では 207 の農業共同組合が存在する。農

業協同組合は資機材や家畜の供与等を通じで政府主導により形成されたものが多く、農産物（ヒ

ツジ、ナツメヤシ、養蜂等）の生産組合の多くは、組合活動のメリットを活用している状況には

至っていない。 

8. 環  境 

Tafilalet 地域の気候は極度に乾燥しており、年降水量は北部で 100～250mm、南部では 50mm 程度

とわずかであり、厳しい気候条件におかれている。1980 年代に入り、干ばつが続いており、砂漠

化の進行が深刻化している。一般に砂漠化の原因は、自然的要因によるものと、人為的な要因と

に分けられる。同地域で問題となっている砂漠化は、両要因が複合的に組み合わさって発生して

いるものと考えられる。Tafilalet 地域では、森林生態系の再生、水利施設の整備・改修、農家へ

の指導・普及等、侵食・堆砂対策、塩害対策等の対策が進められている。実施中の砂漠化防止プ

ログラムとしては、2001 年 6 月に策定された「砂漠化対策国家アクションプログラム」（Programme 

d’action National de Lutte Contre la Desertification）がある。 
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9. ハッターラ改修・農村開発マスタープラン 

上記 Tafilalet 地域の現状、ハッターラおよびハッターラ農村の問題点を踏まえ、マスター・プラ

ンの基本構想を以下に示す。 

(a) 410 箇所のハッターラおよび関連する農村を開発の対象とし、集落を基本単位としてハッ

ターラ改修と水利用・営農の両面から農村開発の構想を策定する。 

(b) 調査地域は絶対的にハッターラの水量が不足しており、農村開発を策定する上で水源の確

保が不可欠である。既存のポンプの共同化への移行、地下水涵養、地表水の開発を開発計

画に含める。 

(c) 開発計画は水源利用・開発、営農・普及計画、農民組織設立･強化、環境保全等、複数の

開発コンポーネントからなる。各関係機関の長期計画を十分考慮した計画の策定を行う。 

(d) 実施時期、効果発現期間、予算配分を考慮し、段階的に事業実施を行う。段階開発では事

業の効率性、緊急性、また貧困対策等の項目についても実施計画策定の指標とする。 

短期目標としてはハッターラの改修を進め、現状の改善に寄与する農業生産性、生活環境

の向上に必要となる水源確保を開発目標とする。中・長期目標として更なる農業生産性の

向上と持続的地下水利用を目指し、ハッターラの改修に加え、涵養施設の建設により地下

水供給の安定化を図る。 

(e) 「2020 年農村開発戦略（2020 Rural Development Strategy）」の原則を考慮し、プロジェク

ト・サイクル・マネジメントの中で ORMVA/TF、ハッターラ農村農民、および Association

（ローカル NGO）という 3 者が互いに協調しつつ、長期にわたりハッターラ改修および

農村開発を実施していくことが重要である。これら 3 者の各役割を効果的に推進できる

ような組織・制度の段階的な確立を提案する。農民の参加のためには、短期的にはハッ

ターラの改修や基礎インフラの確保を通じて、農村における生活基礎を確保することが

重要である。長期的には、自立を促すために小規

模ビジネス育成による農民の現金収入確保と多様

化を計画する。農民の参加のためには、短期的に

はハッターラの改修や基礎インフラの確保を通じ

て、農村における生活基礎を確保することが重要

である。長期的には、自立を促すために小規模ビ

ジネス育成による農民の現金収入確保と多様化を

計画する。 

 

事業のモニタリン
グ・評価

Association農民

ORMVA

事業の実施

計画策定

ハッターラ改修・農村開発
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11. プロジェクト目標およびマスター･プラン基本構想 

ハッターラ改修・農村開発計画の基本目標は「調査対象地域の農家所得の安定化と向上」とし、

以下の段階開発を提案している。 

1) 短期シナリオ（5 年）：ハッターラおよび灌漑水路の改修、水利用、営農改善、農民組織

育成を行うことにより、事業実施による効果の短期発現を達成する。また同時に地下水保

全、開発を目的とした調査・解析を行い、持続可能な地下水開発を計画する。水利用・営

農面では、ハッターラ灌漑地区における節水灌漑の導入について、地域の経済性向上を検

証した上で計画する。組織面では、伝統的ハッターラ水利権者組織が自発的に外部支援へ

アクセスできる能力の強化を図る。また、農村開発の一環として、収入向上活動の多様化、

女性組合の育成を行う。 

2) 中期シナリオ（6～10 年）：ハッターラ改修を継続すると同時に、涵養施設および小規模

貯水施設の建設を開始する。ポンプによる地下水利用は地下水涵養施設建設による地下水

位の上昇が確認されたことを条件に共同ポンプとして導入を検討する。農村組織面では、

水利権者間の協力体制を構築し、涵養施設および小規模貯水施設等にも対応可能な組織の

構築を目指す。さらに、調査対象地域の開発の均等化の視点から短期目標で確立した有望

な収入向上活動を調査対象地域の各村に拡大する。 

3) 長期シナリオ（11～20 年）：現在水量が極度に少ない、または涸渇しているハッターラに

ついての改修を対象とする。ハッターラの改修は基本的に地下水涵養効果が認められたハ

ッターラから順じ実施する。また、灌漑・営農面および組織面では中期目標で達成した節

水灌漑および組織強化に関して全地域での運用を図る。 

 

上記短期、中期、長期シナリオに基づき、マスター・プランを作成した。事業化コンポーネント

を次頁から示す。 
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ハッターラ改修に関係するコンポーネントの段階的開発 

年数 短期（5 年間） 中期（6～10 年） 長期計画（11～20 年） 

対象ハッターラ 130 本  (2 lit/sec ≦ Q) 219 本(Q=0 lit/sec) 

 （最大 600m の部分改修） （短期改修の未改修部の

改修） 
 

 緊急性のあるハッターラ 61 本(0 <Q<2 lit/sec)  

 
改修内容 

竪坑、横坑の改修 
小口径パイプの設置 

竪坑、横坑の改修 
小口径パイプの設置 

竪坑、横坑の改修 
共同ポンプ設置を行う。 

 
 
ハッター

ラ改修 
目標とする

改修率注） 
30% 30% － 

土水路区間のﾗｲﾆﾝｸﾞ化および分水口の改良 

目標：改修延長 L=116 km － － 

コンクリート水路区間の分水口の改良 

 
灌漑施設 

 
工事内容と

目標 

目標：改修延長 L=127 km － － 

普及方法 z 野菜や付加価値作物に対する試験研究 
z 上記改修地区に節水灌漑の展示圃場を設置 

z 既存の節水灌漑に対する補助金制度の継続 

水利用・

営農 

 

 
普及目標 節水灌漑の普及率を 10%とする 

点滴灌漑：5%（最小目標）, 畝間灌漑：5% 

展示圃場の設置は年間 2 箇所/ Ksar 程度とする。 

10 年間の計画実施実績を踏

まえ普及上の課題を検討し

普及率を設定する。 

ハッターラ

改修 
z 伝統的水利権者組織に対する外部からの支援窓口（アソ

シエーション）の創設 
（各ハッターラ地区 (Ksar) に 1 つ） 

z アソシエーションに求められる組織運営技術の習得 

z 伝統的水利権者組織およびアソシエーションの共同に

よる事業実施能力の強化 

z ハッターラ改修機材協

同管理組合の立ち上げ 

（各 ORMVA/TF 支所管轄

地に最低 1 つ） 

z ハッターラの補助水源

を目的とした共同ポンプ

組合(Cooperative)の設立 

（設立目標数は上記共同

ポンプ利用計画に合わせ

て設定） 

 
 
農民組織

強化 

節水灌漑 z 点滴灌漑協同組合(Cooperative)の設立、普及 
（目標設立数は上記点滴灌漑普及率を考慮して設定） 

内容 設計と一部有望計画の実施 既存計画の実施および新

計画の策定 
新計画の設計・実施  

水源涵養

施設 実施目標 2～3 事業 6 事業程度 事業継続 

 

一方、1) 農村インフラ（上水道、電気、道路、教育・保健施設等）整備、2) 所得向上活動、3) 営

農（節水灌漑以外）、および 4) 農地荒廃の抑制対策（植林計画）については、ハッターラの段階

的開発とは関係なく、また、地域の均等な開発の視点から、別々に進行されていくことを提案す

る。ハッターラ改修に関連しない各コンポーネントの段階的開発は以下のとおりである。 
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ハッターラ改修に関連しないコンポーネントの段階的開発 

年数 短期（5 年間） 中期（6～10 年） 長期計画（11～20 年）

上 水 道

（ONEP） 
地方給水プログラムに従

って、2007 年までに対象

地域における給水率 97％
を達成。 

－ 

電気（ONE） 未 電 化 地 区

(Ksar/Douar)111 ヶ 所 を

2005 年までに電化。 

－ 

道路 
(県道路局) 

継続実施 

教育施設 
(県教育局) 

継続実施 

 
農村イン

フラ整備 

保 健 施 設

（ 県 保 健

局） 

2004 年までに更に 21 ヶ

所の村落保健施設の建

設・改修を開始。 

巡回医療サービスの拡充

－ 

対象 z 農業：野菜や付加価値作物の栽培、 
z 畜産：ヒツジ、ヤギおよび小動物家畜の飼育、 

z 小規模産業：機織もしくは農業産物加工 

 
所得向上

活動 

 
 

目標 z 寄与する対策の発掘。

z 女性の経済活動参加へ

の基礎となる識字教育

の拡充。 

z 所得向上事業の育成、組織化

による経済的便益の拡大。 

z マーケティング・ルートの確

立。 

z 女性が参加できる所得向上

事業に関する技術指導、資金

管理知識の普及。 

z 各 Ksar 毎に特産化（1
村 1 品運動の推進） 

 
実施内容 

z 環境 NGO への植林技術の普及 

z ハッターラ導水部および灌漑農地周辺への実証圃場の拡

充 

地下水涵養を目的とす

る、ハッターラ集水域へ

の植林地の拡大 

 
 
農地荒廃

抑制 

( 植 林 計

画) 

実施規模 150ha 程度（現時点において水量が確認されているハッター

ラ、および砂漠化の影響度の高い地域から植林を進める）。 
地下水涵養施設、共同ポ

ンプの設置により水量

が回復したハッターラ

も含めた全域を対象。 

農業技術 ORMVA/TF の試験場における基礎技術の開発 

ナツメヤシ z 展示圃場や加工機械を通じた技術普及 
z 組合を通じた生産物販売の強化 

生活改善 z ハッターラ農村における水質維持やゴミ処理に関する啓

蒙活動 
 

 
営農・普

及（節水

灌漑を除

く） 

市場・流通 簡易農産加工器具の普及 村落集荷施設の建設 

 

ハッターラ改修・農村開発計画において ORMVA/TF は事業実施主体であるだけでなく、計画全

体の管理責任者として大きな役割を担うこととなる。ORMVA/TF の管理面での役割は、1) 計画
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見直し、2) ハッターラ・データベース更新、3) 事業モニタリング・評価、4) 予算確保、5) 事業

ネットワークの強化、および、6) 知的財産の蓄積・拡充と多岐に亘る。 

開発各段階における ORMVA/TF の役割 

年数 短期（5 年間） 中期（6～10 年） 長期計画（11～20 年） 

ﾏｽﾀｰ･ﾌﾟﾗﾝ

の見直し 
中期・長期計画の見直し 長期計画の見直し 必要に応じた見直し 

ﾊｯﾀｰﾗ等・ﾃﾞ

ｰﾀﾍﾞｰｽ更新

z ハッターラ・データベースの更新の継続 
z 上記データによる年次計画の見直し 
z 地下水位データ蓄積 

事業ﾓﾆﾀﾘﾝ

ｸﾞ・評価 
z 各事業のモニタリング・評価結果による年次計画へのフィードバック 
z 年次計画の見直し 

予算確保 z マスター・プランおよび年次計画に基づいた予算の確保 
z 必要に応じ、各計画のドナーや国際機関への働きかけ 

ネットワー

クの強化 
z 事業を通じたアソシエーションの育成 
z 有望アソシエーションとの連携強化 

- 

 
ORMVA/TF

の役割 

知的財産の

蓄積・拡充

ハッターラ農業等に関す

る他国の経験の蓄積 
ハッターラ農業に関する情報の国際社会への発信 

 

伝統的水利権者組織に代表されるハッターラ地区の農民は、ハッターラ改修事業に対する外部組

織からの支援を得るため、アソシエーションの設立を通じて組織の政府登録を行う。アソシエー

ションはハッターラ改修事業の実施にあたり、外部支援組織への支援要請、事業の実施管理、

ORMVA/TF との共同モニタリング活動を伝統的水利権者組織と協力しながら行っていく。 

 

 

開発段階に応じた各農民組織の役割 

 

年数 短期（5 年間） 中期（6～10 年） 長期（11～20 年） 
ハッターラ改修

事業 
ハッターラ改修事業に対する労働提供、建設費用一部負担 
 

ハッターラ維持

管理 
伝統的水利慣行に基づく維持管理作業の継続 
 

ハッターラ

農民（伝統的

水利権者組

織） 
節水灌漑 z 節水灌漑技術の導入検討 

z 点滴灌漑協同組合(Cooperative)の設立 
z 点滴灌漑施設の共同建設・運営管理 

ハッターラ改修

事業 
z 外部組織に対する支援要請 
z 改修事業の実施管理 
 

モニタリング・

評価 
ORMVA/TFとの共同モニタリングの実施および

計画へのフィードバック支援 

他のアソシエーショ

ンとの連携・共同事業

の実施支援（ハッター

ラ改修用機材協同管

理組合、共同ポンプ組

合の設立支援 等） 
節水灌漑 z 節水灌漑技術の知識普及 

z 点滴灌漑協同組合（Cooperative）設立支援 

ハッターラ

／農村開発

アソシエー

ション* 
 

農村開発事業 z 農村生活改善事業、所得向上活動の実施支援 
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12. 事業計画 

本事業による事業量を下表に示す。 

ハッターラおよび灌漑水路の改修事業量 

 ハッターラ改修延長（m） ｺﾝｸﾘｰﾄ水路（m） 
（分水口改良を含む） 

 短期計画 中期計画 合  計 短期計画 
ゾーン A 18,457 16,687 35,144 55,412 
ゾーン B 4,685 2,924 7,609 10,153 
ゾーン C 4,245 5,835 10,080 6,740 
ゾーン D 12,150 19,396 31,546 19,706 
ゾーン E 6,600 18,945 25,545 4,760 
ゾーン F 3,410 6,704 10,114 3,580 
ゾーン G 7,548 11,184 18,732 15,822 
合  計 57,095 81,675 138,770 

（30%） 
116,172 

 
 ハッターラ総延長 462,567 

（100%） 
灌漑水路総延長 242,868 

 

 

涵養施設事業量 

短期計画 中期計画 

1) 小規模涵養池（Hannabou 地区） 1) 地形的窪地造成：Gheris 川支線（Ferkla Soufla） 

2) 洪水灌漑（Boudenib 地区） 2) 小規模涵養池（Sifa 地区） 

6) 洪水分散堰 Gheris 川支線（Ferkla Soufla） 3) 大規模涵養池（Fezzou 地区（Alnif）） 

 4) 大規模涵養池（Ahassia 地区（Alnif）） 

 5) 涵養ダム Tanguerfa 地区（Goulmima, Ferkla Soufla）

 6) 洪水分散堰 Gheris 川支線（Ferkla Soufla） 

 

営農・水管理、農民組織強化 

 短期計画 中期計画 

営農・水管理 1) 節水灌漑 10%（点滴灌漑 5%（最小目標）：150ha、畝間灌漑 5%：150ha）

 2)トレーニング・普及： 水管理 
 デモンストレーション・ファーム 
 収入向上活動 

農民組織強化 3) セミナー、トレーニング 

 

植林計画 

 短期計画 中期計画 

植林 1) ﾊｯﾀｰﾗ掛りの農地の防砂林（植林面積 150ha） 
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事業費を下表に示す。 

事業費総括表 

 （単位 DH’000） 
 短期計画 中期計画 合  計 
I. 建設費    

ハッターラ改修費 77,850 112,250 190,100 
灌漑水路改修費 39,150 - 39,150 
涵養施設費 33,600 165,840 199,440 
植林 850 850 1,700 
建設費合計 151,450 278,940 430,390 

II. 政府事業監理費 4,560 8,370 12,930 
III. 調査設計・施工監理費 9,210 22,190 31,400 
IV. 予備費(Physical) 16,530 30,960 47,490 
V. 予備費(Price) 7,660 38,350 46,010 

合  計 189,410 378,810 568,200 
点滴灌漑施設 （補助金） 30,000 30,000 60,000 

注：涵養施設の建設費は施設全体の工事費からなり、表面水灌漑施設に供する建設費を含む。 

 

 

事業実施スケジュール（短期・中期計画） 

  短期計画（5 年） 中期計画（5 年） 

No  改 修 工 事 年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ハッターラ改修工事           

 130 ハッターラ (流量 ≧2 lit/sec)           

 61 ハッターラ (流量< 2 lit/sec)           

2. 灌漑水路改修工事           

3. 地下水涵養施設建設           

4. 植林計画           

5. 節水灌漑施設 （点滴灌漑） 

 
          

 

13. 事業評価 

経済分析では水量の増加に伴う作付面積の増加から、収量の増加を便益として行った。算出した

経済便益と経済費用を基に割引率 10％を用いて計算した純便益と便益・費用比率(B/C)および経

済内部収益率(EIRR)は下記の通りである。 

経済内部収益率（EIRR）は 12.2%であり、純便益は DH22.6 百万である。 

ORMVA/TF は点滴灌漑普及に際し、技術的支援、また住民によ

る補助金申請に関わる支援を行う。

150 ha の植林を 10 年間で実施する。 
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経済評価結果 (割引率 10％) 

  （’000DH） 
経済便益 NPV 経済費用 NPV 

農業生産量の増加: 投資費用 
ハッターラの改修から. 39,100 ハッターラの改修 101,300
水路の改修から  32,000 灌漑水路の改修 26,900
事業実施しない場合の減少分 37,600 経年費用の減少: 

収量の増加 (既存地区) 30,000 ハッターラの O&M - 10,300
 灌漑水路の O&M - 800
経済便益の合計 139,700 経済費用の合計 117,100
純便益: 22,600 
B/C 1.2 
EIRR: 12.2 

 

（農家経済分析） 

事業実施後には灌漑農地は現況の平均 0.8ha から 0.16 ha 増加し、0.96 ha となる。この条件を典型

的な農家とし、現況と「事業を実施した」場合の農家経済を比較した。下表に示した「事業を実

施した」場合はハッターラの灌漑での農家の収入は平均で DH 15,400 となり、現在より DH 10,000

上昇する。農民の視点から見た便益はハッターラの灌漑システムに対する維持管理に対する負担

が減少することであり、この負担減は他の活動に従事することが可能となり、結果として収入の

向上の可能性を増大させることが期待される。 

 

コムギ 野菜 マメ ｱﾙﾌｧﾙﾌｧ
ナツメヤシ
/オリーブ

合計

現況

灌漑面積 [ha] 0.50 0.05 0.02 0.14 0.12
純収入 [DH] 1,380 1,110 90 630 2,160 5,400
事業実施

灌漑面積 [ha] 0.49 0.13 0.07 0.13 0.20
純収入 [DH] 2,030 4,730 480 890 7,280 15,400
差

純収入 [DH] 650 3,620 390 260 5,120 10,000

農家経済分析の結果

（財務価格）

 

（財政上のインパクト） 

マスタープランは 10 年間で 191 箇所のハッターラについて DH292 百万の投資額を必要とし、前

半 5 年間では毎年 DH28.9 百万が、後半 5 年間では毎年 DH29.6 百万が必要となる。ORMVA/TF

でハッターラ改修にかけている費用は毎年 DH5 百万程度であり、同程度の額が 2006 年以降も継

続可能である。この条件からは全事業費 20％程度が自己資金で調達可能であり、残り 80％に関

しては他のドナーや国際機関からのローンを借入れる必要がある。 
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マスター・プラン評価 

評価項目 内     容 

効率性 

z 経済評価の結果､支出(経済費用)がDH117百万に対し､便益(経済便益)がDH140百万で､B/Cは 1.2､経済内

部収益率は 12.2%と算定されており､投入に対する十分な経済的便益が期待できる｡ 

 

 

 

 

 

有効性 

z ハッターラ改修・農村開発の目標は「農家所得の安定化と向上」である｡ハッターラの水量増加、水利用

効率、営農技術の改善により、農家所得は確実に向上且つ安定化し、農村地域における貧困撲滅に大き

く寄与する。 

z 農家経済分析の結果から平均的な農家の農業生産による年間純収入は､DH5,400 から DH15,400 へと

10,000DH の増加が見込まれる。 

インパクト 

z 本マスタープランの実施は、上位計画にあたる｢開発 5 ヶ年計画｣、「2020 年農村開発戦略」中の貧困軽

減､農村生活の質の向上などへの貢献が期待される。 

z 長期的には､地域経済活動の活性化､就学率の向上､住民の定住促進､環境保全などの社会面でのインパク

トも期待できる｡ 

妥当性 

z ｢開発 5 ヶ年計画｣、「2020 年農村開発戦略」は農村部の貧困撲滅を目標とし、農業生産性の強化、農業

関連の雇用と収入の増加、農業副収入および農業外収入のための雇用多様化の創出、開発機会やインフ

ラ整備の地域間および地域内の不均衡の是正を戦略的な目標としている。Tafilalet 地域は最も貧困層の割

合が高い地域であり､本マスタープランの目標は､上記国家目標の方向性に合致している｡ 

z 本計画の対象である地域農家は､ハッターラの水供給量の減少により､農産物収入は年々減少し出稼ぎ者

からの仕送りに頼り､ポンプ揚水への依存度を高めざるを得ない状況にある｡そのような状況下で､ハッ

ターラ供給水量の改善や所得向上のための支援への､農家の期待は大きい｡ 

自立発展性 

z 事業主体である ORMVA/TF はマスタープランで提案された事業を遂行する能力を十分有する。 

z ハッターラは住民によって自発的に建設、維持管理されてきた伝統的灌漑施設であり、その利用形態お

よび維持管理活動は、当該地域に根付いた慣習法によって規定・管理されてきた。本マスタープランで

は、このような地域の習慣、慣習法に沿った事業内容を提案していることから、事業の持続性について

は高い。 

z 現地の状況､関係者の能力を考慮し、段階的に開発目標を定めている。これは計画の長期的な安定性の確

保に寄与する｡ 

z 地域農民の目に見える形での所得向上活動が含まれており､農民のインセンティブを持続できるもので

ある｡ 

z 経済内部収益率は 12.2%と算定されており､持続性が確保できるだけの経済的便益が発現する｡ 

 

B/C=1.2 
EIRR (経済内部収益率)=12.2% 
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14. ハッターラ改修工事計画 

ハッターラ改修工事計画は改修のモデルとして妥当な地区を選定し、マスター・プランで計画し

たハッターラ農村全体に対する改修の規模、事業実施コンポーネントの有効性、妥当性について

詳細に検討することを目的とした。 

マスター・プランで計画している事業内容に対し、以下の有効性、妥当性が指摘される。 

(1) ハッターラおよび灌漑水路改修 

 ハッターラの改修便益は水量増加と維持管理労力の削減からなるが、地下構造物のため改

修費用が大きく、改修費用が便益を上回るケースも検証されている。この点から特に漏水

抑制を効率的に達成できる区間の改修を行うことが要求される。 

 灌漑水路の改修は改修費用が安価であり、且つ漏水抑制効果が確実に発現することからハ

ッターラの改修に比べ費用対効果に優れる。このためマスター･プランで計画していると

おり灌漑水路（1 次水路）の改修を短期 5 年間に完了する計画は妥当性が非常に高いと判

断される。 

(2) 営農・節水灌漑 

 節水灌漑（点滴灌漑）については、単位面積当たりの施設費を軽減するため、2～3 ヘク

タールの農地を集約的に使用することが必要と考えるが、現況農地は細分化が進んでいる

ため、点滴灌漑協同組合(Cooperative)の設立による灌漑施設の共同利用および水利権の調

整が必要である。 

 付加価値作物である野菜については灌漑の間断日数の短縮化が収量の増加、品質向上に不

可欠であり、ORMVA/TF による営農技術の普及が強く望まれる。家畜用の飼料作物であ

るアルファルファ、また Alnif 地区でのヘンナ、クミンの作付面積の増加等、現地農民の

経験・知識に基づく作付計画の維持も持続可能な農業を行うために必要である。 

(3) 維持管理組織 

ハッターラの改修事業に関連する各農民組織が将来期待される役割を果たしていくため

には、マスタープランで提案している以下の組織強化項目を段階的に実施していくことが

必要であると確認された。 

① 伝統的水利権者組織の制度面強化（アソシエーション登録） 

② アソシエーション運営技術の習得 

③ 伝統的水利権者組織とアソシエーションの共同によるハッターラ改修事業の実施を

通じた実施能力の向上 
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15. 結論および勧告 

（結  論） 

1) マスター・プランでは改修計画を短期（5 年）、中期（6～10 年）、長期計画（11～20 年）

に区分している。また本調査地区の 410 箇所のハッターラの改修は、大きな区分として、

水量が確認されたハッターラ 191 箇所と、渇水の影響によって水量が確認されないハッタ

ーラ 219 箇所の 2 つに類別している。前者については短期、中期の 10 年間に改修を実施

する計画とする。後者については涵養施設を追加建設する等により地下水位が上昇し、ハ

ッターラの水量の回復を確認した後、改修計画を作成する。 

2) 灌漑施設改修は、水路のライニングおよび分水口の改修による水利用効率の改善を目標と

して実施する。ハッターラ改修に比べ経済性（費用対効果）に優れるため、短期 5 年間に

おいて 1 次水路全路線の改修を実施する。 

3) 営農・水利用計画では野菜・付加価値作物の栽培試験および節水灌漑についての試験研

究・普及、農民管理圃場での水管理に関するプログラムの促進、品質向上を目途とする栽

培技術導入、市場・流通面での支援を行う。また所得向上対策として、農業、畜産、小規

模産業分野の育成を行う。農民組織育成・強化ではハッターラの維持管理、改修農村生活

環境の改善を目的とした支援を行う。 

4) 全体 410 箇所のハッターラに共通した水量の増加を期するには涵養施設の建設が有効で

あるが、一方で地形・気象条件から、多くのハッターラに地下水を供給できる涵養施設に

適した建設地は限られることから、裨益するハッターラとの位置関係、また水理地質条件

から費用対効果を検証した上で建設を実施する。 

（勧  告） 

事業実施地域は各々気象、水文条件、地理条件等により水資源量が異なるほか、ポンプによる過

剰揚水により地下水保全が困難な地域が多く存在する。これら自然条件、人的条件の特異性を考

慮し、最適な事業を実施するために以下を勧告する。 

1) 事業の進行に合わせ、適宜モニタリング・評価を行い、計画へのフィードバックを行

う。これを基に 3 年に 1 度程度マスター・プランの見直しを行う。技術的に不確定な

点が生じた場合は実証調査により検証を行い、適宜マスター・プランを更新する。 

2) 地下水保全を目的として、過剰揚水の規制、共同ポンプ井戸への移行、また補助金政

策の強化を含め節水灌漑（点滴灌漑、畝間灌漑）の導入を促進する。 

3) 節水灌漑（点滴灌漑）の導入は農民による初期投資が必要であり、補助金制度の活用

が普及に大きく関わるものである。他の政府機関と協力し補助金制度の活用を促進す
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る支援を積極的に行う。 

4) 水資源の利用率向上を目的とし、地表水（洪水）の利用促進や地下水涵養施設の建設

を実施する。地下水の流動は水理地質構造に左右され、詳細な調査を行なった場合に

おいても地下水の利用効果の判定は困難である。このため施設計画は表面水（貯留水

または洪水）利用を前提に計画し、2 次的効果として涵養効果を見込むことを計画上

の基本とすることを提案する。 

5) ハッターラ・インベントリーはハッターラ改修計画を策定する上で基礎となる情報で

あることから、定期的にデータの更新を行う。本調査において 30 箇所のハッターラ

において流量観測を継続している。調査終了後についても継続して流量観測を行い、

長期的なハッターラ水量の変動予測等の基礎データの収集に努めることとする。 

6) 調査では各種マニュアル（ハッターラ改修、水利用、営農・普及、組織育成・強化）

を策定している。これらマニュアルの公開、加筆、更新を随時行うと同時に、住民へ

の配布を行い知識の共有化を促進する。 

7) ハッターラ農村地域では、限られた水資源を効率的に利用して農業生産高を上げると

いった方策以外に農業所得の向上を図る手段は極めて限られている。事業計画では農

家所得の向上活動として小動物家畜の飼育、農産物加工、また野菜や付加価値作物の

栽培を提案しているが、これら簡便な技術と小規模な投資によって実現可能な事業を

創出、支援することが必要である。 

8) 伝統的水利権者組織、アソシエーションは、ハッターラ改修事業の実施にあたり、外

部支援組織への支援要請、事業の実施管理、ORMVA/TF との共同モニタリング活動を

行うと同時に、またハッターラ地区の農民に対し、節水灌漑技術の導入、普及に向け

た支援を積極的に行う必要がある。ORMVA/TF はこれら伝統的水利権者組織、アソシ

エーションに対し、技術的、また経済的支援を実施することが継続的な事業の実施に

不可欠である。 

9) ハッターラは農民が長年維持してきた施設であることから、改修は農民、また伝統的

水利権者組織の意向に沿った形で実施することが必要である。このためには改修の計

画段階から農民が参加し、随時事業に関わる必要がある。ORMVA/TF はこの点に常に

留意し、農民との対話を通じ、最適な改修事業を実施する。また農民は節水灌漑の導

入を強く希望している。各ハッターラの特徴を考慮し、各農村に合った施設を提案し

ていくことが必要である。事業費については自国予算で全て賄うことは困難であり、

積極的に外国機関に資金協力を要請する。 
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10) 本事業は参加型アプローチの枠組みにおいて実施される。また同事業は Tafilalet 地域

のコミュニティの生活条件の向上および改善のため、人間開発国家イニシアティブ

（INDH：2005 年に国王モハメッド 6 世により公表された国家的なイニシアティブ。

都市と地方の格差是正を目指し、人間開発、貧困削減に重点を置きつつ、各種の政策

表明を行っている。）とも一体化したものとする。 
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第 1 章 緒論 

1.1 序言 

本報告書は 2002 年 10 月 14 日、国際協力機構（JICA）とモロッコ国 Tafilalet 地域開発公社

（ORMVA/TF）との間で締結された実施細則（S/W）に従い作成された「モロッコ国東部アトラ

ス地域伝統灌漑施設（ハッターラ）改修・農村開発計画調査」に関わる最終報告書（案）である。

実施細則および協議議事録は添付資料 1-1、1-2 に示すとおりである。 

本報告書の内容は 2003 年 2 月から 2005 年 7 月にかけて、実施細則（S/W）第 4 項に沿い、フェ

ーズ 1 において予定された既存資料の収集、現地調査、概定マスター・プラン（M/P）の策定、

初期環境評価と、フェーズ 2 において予定された「ハッターラ改修計画」の策定、環境評価およ

び実証調査（V/S）と最終マスター・プラン策定の一連作業を取りまとめたものである。 

1.2 調査の背景 

モロッコ国の主要産業は農業と燐鉱石鉱業である。農業形態は、アトラス山脈を境に大きく東西

2 つに分けられる。主として天水や河川水を利用した農業地帯である西部に対し、東部の半乾燥

地は洪水、揚水ポンプやハッターラ（Khettara）と呼ばれる地下水路による灌漑農業地帯である。

ハッターラは、イランのカナート（Quanat）を起源とした伝統的な取水システムで、12 世紀頃に

進出してきたイスラム教徒によってモロッコに紹介されたようである。飲料水、家畜用水、生活

用水にも用いられ、灌漑農場ではナツメヤシ、オリーブ、コムギ、大麦、トマト、ニンジン、カ

ブ、ミント等を作付けしている。 

ハッターラは、古くから村落住民によって水利権などが定められ、費用負担、役務提供を含む維

持管理システムを確立していたが、近年は、砂漠化の拡大や都市部への人口流出等から従来の管

理方法では対応できなくなってきている。最近まで利用可能なハッターラは対象地域 Tafilalet 内

に 410 箇所存在するが、これらの半数のハッターラにおいて継続的な利用ができなくなる危機に

さらされている。 

長い歴史を持つ施設であり、それを保有する農村ごとに相当工夫されて維持されてきている。全

体的に見れば個々の損傷原因も異なり、農村ごとの資材力、労働力等によって対応処置が異なる。

またハッターラを利用する営農方法も農村ごとに工夫がある。これらについて今回の調査によっ

て整理分析し、体系的、科学的にとりまとめ合理的な整理方法や営農方法を確立することが期待

されている。 

1.3 ハッターラ改修の意義 

本地域は年間降雨量が 50～200mm と少ない上に年ごとに変動も大きく、降雨の場合も集中的に

降るなど極めて不安定である。さらに、近年の干ばつの継続は水資源量の減少をもたらし、灌漑
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農地の減少とともに砂漠化による農地の荒廃を進行させている。 

本地域においては、これまでワジの小規模な転流堰により農地に引き入れられた表流水やハッタ

ーラの水が飲料水あるいは灌漑用水として利用されてきた。これらの伝統的な水利施設による水

利用量は供給量の一部分であり、利用されなかった供給量は地下水の涵養に回されるという水利

用の循環システムが形成されていた。 

近年、水資源開発および利用効率の向上のために、近代的水利施設の建設が推進されてきた。大

規模ダムや大規模洪水転流堰およびその水路網、井戸ポンプがそれに当たり、これらの施設は増

大する水需要量に応えるべく配置され利用可能量の増加を可能とした。しかし、同時にダムによ

る洪水の全量貯留や井戸ポンプによる過剰取水は様々な影響も引き起こしている。 

Hassan Addakhill ダムは灌漑用水の安定供給、洪水被害防止、地下水涵養を目的として 1971 年に

Ziz川渓谷に有効貯水量 350Mm3の規模で建設され、総灌漑面積 27,900 haに対し計画流量140Mm3/

年を転流堰と水路網によって送水する大規模水利施設である。建設後の貯水量の変遷（図 1.3.1

参照）をみると、干ばつ期（1980 年～1991、1995 年～現在）には貯水量が大幅に低下し（有効

貯水量の 5～20％程度）、1997 年から継続する渇水期について 2001 年、2003 年におけるダム流入

量は 28～32Mm3（有効貯水量の 8～9%）に止まっている。その結果、ダムからの放流量は大幅に

規制されるとともに、放流期間や灌漑地区も限定され、2002 年の実績放流量は 26 Mm3と計画流

量の僅か 7%である。このように、地表水貯留施設は降雨量の年変化の影響を大きく受けるとと

もに、干ばつが継続すると貯水量が減少し安定供給が困難となる。また、広大な貯水面からの多

量の蒸発量（20 Mm3/年）は水資源の無効となるばかりか、下流域への肥沃土壌や地下水涵養量

の供給を減少させ、旧来の灌漑農地に影響を与えている。 

限られた水資源を可能な限り有効利用するため、洪水の大規模転流堰と水路網の整備も進められ

てきた。こうした大規模洪水灌漑施設は旧来の小規模な灌漑堰に比べて水資源の利用率向上を飛

躍的に高め、灌漑面積の拡大を実現した。しかし、洪水灌漑はいわば雨待ちの灌漑であり、年に

よって灌漑時期、灌漑面積、頻度が異なる。インベントリー調査によれば洪水灌漑の回数は 0 回

～5 回/年と回答されており、年間降雨量の多かった 1995/96 年、1989/90 年の Tadighoust における

洪水発生回数をみても 1～3 回程度（図 1.3.1 参照）と推定される。 

井戸ポンプは井戸掘削とポンプ設置のための費用さえ調達できれば、容易に水を得ることができ

る水利施設である。しかし、近年の干ばつの継続による地下水涵養量の減少やポンプ揚水量の増

大による地下水位低下の問題が顕在化してきており、ハッターラにも影響を及ぼし水量の減少や

消失の原因の一つとなっている。例えば、Tinjdad の井戸ポンプ灌漑地区のように地下水位の低下

とポンプの更新といった悪循環を招くなど、地下水の供給可能量と利用量のバランスが崩れつつ

ある。 
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こうした近代的水利施設と対象的なのが伝統的な灌漑施設であるハッターラである。干ばつが継

続している現在でも少量ではあるものの一定水量（ハッターラ 1 箇所当たり平均 5.7lit/sec）が恒

常的に流れ、オアシスを形成し、飲料水、洗濯用水、家畜用水、灌漑用水と多目的に利用されて

いる。流量が確認されたハッターラは本調査地域において 191 箇所存在し、個々のハッターラは

他の水源に比べて水量が少ないが、総量は 1,100 lit/sec と見積もられ、年間総水量に換算すると

35 Mm3となる。これは 2002 年の Hassan Addakhill ダムの実績放流量 26 Mm3を上回る。 

(1) ハッターラの水資源としての有利性からの改修の意義 

ハッターラは他の水資源と対比すると、以下のような水資源としての有利性が挙げられ、これら

を生かし、農業生産と農村集落の生活に不可欠な水を安定的に供給する施設としての機能の保全

は、本調査地域における農村部の生産・生活の維持及び発展にとって不可欠の課題である。 

① 地下水を水源としているため、長期的には干ばつの影響を受けるものの、地表水に比べ直

接的な影響は小さい。 

② 少量ながら年間を通じて安定して供給される。 

③ 飲料水等の多目的にも利用されている。 

④ 自然流下により導水されるため、井戸ポンプのように動力費用を必要としない。 

⑤ 地下水利用であるため、表流水のような表面蒸発がなく水資源の保全が可能である。 

⑥ 慣行水利権に基づく水利用が定着しており、堅固な維持管理体制を有する。 

⑦ 灌漑用水としての利用は水利権に基づいて秩序をもって実施され、伝統的な水利権者組織

によって自主的、自立的に維持管理が実施されている。 

(2) 農業生産等の向上による貧困撲滅面からのハッターラ改修の意義 

Tafilalet 地域は貧困層の割合が 29%とモロッコ国の平均値の 19%よりも高く、出稼ぎ等の農業外

収入により生活が維持できているのが現状である。ハッターラ農村における貧困撲滅への基本的

なアプローチは収入の柱である農業収入の増大にある。ハッターラの改修による利用可能水量の

増加と安定供給は、灌漑可能面積の増加をもたらし、農業生産高、農業収入の増大に繋がる。 

(3) 砂漠化防止に寄与する環境保全面からのハッターラ改修の意義 

本調査地区内に存在が確認されているハッターラ 410 本の内、継続的な利用が困難となっている

半数のハッターラでは農地（オアシス）が消滅したり、水量が減少しているハッターラでは灌漑

農地が縮小したりしている。こうした状況は砂漠化の進行を招き、農地が荒廃するハッターラが

多く生まれている。この意味で、ハッターラの農地（オアシス）は砂漠化とのせめぎ合いの最前

線に位置していると言え、ハッターラ改修による灌漑農地の保全、復元それ自体が砂漠化防止そ
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のものと言える。 

(4) 定住化による農村社会の維持からのハッターラ改修の意義 

ハッターラはこれを維持管理するための伝統的水利組合を基礎とした農村集落を形成してきた。

こうした集団的システムは現在も営々と受け継がれ、ハッターラの水管理が継続されている。枯

渇したハッターラでは住民の離村による農村集落の消失という現象も現れている。つまり、ハッ

ターラの改修によるハッターラ農村の維持は本地域における定住化を保障するものであり、ひい

ては社会問題化しつつある都市部への人口流出を抑制することにも繋がる。 

(5) 伝統灌漑施設を保存する歴史・文化面からのハッターラ改修の意義 

ハッターラと同様の伝統的地下水取水施設は中近東をはじめ世界に分布しているが、多くの国で

地下水位の低下や近代的灌漑施設の発達により、消滅したり、利用されなくなっている。モロッ

コ国においても、1970 年代に総流量 3,200 lit/sec で約 20,000 ha の農地を灌漑していたといわれる

マラケシュ近郊のハウズ(Haouz)平原の 606 本のハッターラが、今ではほぼ全て枯渇してしまって

いる。したがって、モロッコ国で多くのハッターラを維持し続けているのは、唯一 Tafilalet 地域

となっており、歴史的・文化的遺産としても本地域における伝統灌漑施設のハッターラの保存が

重要となっている。 

1.4 調査の目的および調査対象地域 

調査対象地域は南アトラス東部 Tafilalet 地域内部に位置し、ハッターラによる導水の灌漑を主と

する地区を対象に、以下の事柄を目的として調査を行う。 

(1) 伝統的な灌漑施設であるハッターラを利用した持続的なハッターラ改修・農村開発計

画（M/P）を策定する。 

(2) 選定地区におけるハッターラ改修計画を策定する。 

(3) 計画策定および実証調査の実施を通じて Tafilalet 地域開発公社職員に計画策定手法お

よび事業実施・管理技術を移転する。 

(4) 実証調査の実施を通じて対象地域の農村住民に事業実施技術を移転する。 

調査対象地域は ORMVA/TF によって、現在 7 ゾーンに分類されている。それらの地名、ORMVA/TF

の管轄支局または出張所等を下表に示す。 
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ORMVA/TF の管轄支局または出張所 

ゾーン名 地名（Commune） 
ORMVA/TF 管轄、支局（Sub-Division: 
SD）または出張所（CMV） 

関係河川 

A Goulmima、Tinjdad Goulmima (SD) Gheris 川流域 

B Beni-Tadjit、Gourrama Beni-Tadjit (SD), 
Gourrama (CMV)、Rich(SD) 

Guir 川流域 

C Boudenib Boudenib (CMV)、Errachidia 
(SD)Errachidia (SD) 

Guir 川流域 

D Fezna、Jorf、Arab-Sabbah-Gheris Erfoud (SD) Gheris 川右岸 

E Sifa Erfoud (SD) Gheris 川右岸 

F Rissani、Taouz Erfoud (SD) Ziz 川下流域 

G Alnif Erfoud (SD) Maider 川流域 

注：各ゾーンの位置を巻頭の調査対象地域位置図に示す。 

 

1.5 調査の範囲 

本調査はフェーズ 1 とフェーズ 2 に区分される。 

(1) フェーズ 1：マスター・プラン・スタディ（M/P） 

マスター・プラン調査期間は、2003 年 2 月より 2003 年 11 月までの 10 箇月間である。 

調査対象地域である Tafilalet 地域について、気象水文・地下水・水利地質の現況、灌漑農業・農

村社会の情勢、地域社会・環境の状況等の現況を整理分析する。ここでは特にハッターラについ

てのインベントリー調査、農業・農村社会についての訪問調査を実施し、ハッターラの構造機能・

維持管理、集落・農家組織・農作形態の特徴と問題点を多角的に診断する。これらを考慮してハ

ッターラ、水利施設の改修等により水資源の維持や有効利用を促進し、農産物の増産と地域農民

の増収を図るハッターラ改修・農村開発計画のマスター・プランを策定する。この開発計画では、

ORMVA/TF が基本作成した全体農村開発計画に基づき、対象地域の施設・集落を技術的側面、経

済性および環境への影響も考慮に入れて検討する。以上の検討を行った上でフェーズ 2 における

調査地区を選定し、実証調査の方針、地区、内容、実施計画を概略策定する。フェーズ 1 の終了

時に調査団、専門家講師によるハッターラ改修計画、維持管理計画についての第 1 回セミナーを

開催している。 

(2) フェーズ 2：実証調査および最終マスター・プラン策定 

実証調査および最終マスター・プラン策定期間は、2004 年 1 月より 2005 年 10 月までの 22 箇月

間である。 

フェーズ 1 調査の結果で選定された地区について、ハッターラ改修・農村開発計画に必要な調査
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を実施し、ハッターラ改修計画を策定する。また選定地区において「モ」国側関係機関の主導で

環境影響評価を行い、これについて調査団は必要な指導・助言を行う。ハッターラ改修工事計画

は改修のモデルとして妥当な地区を選定して開発計画を詳細に検討することによりハッターラ

410 箇所に対する改修の妥当性を検討するために実施したものである。 

選定地区ではモデルサイト地区を協議・選定し実証調査を行う。この実証調査を効果的に実施す

るため、調査中にはモニタリング、中間評価を行い、これを反映して事業内容、目標および達成

指標の見直しを行い、開発計画策定手法やモニタリング評価手法を体系化し、調査終了時以降に

持続的に活用できる資料とする。 

フェーズ 2 の終了時に、調査団と専門家講師による水資源の効果的利用と環境配慮型農村開発を

テーマとした第 2 回セミナーを開催している。 

(3) 技術移転 

フェーズ 1 および 2 の現地調査を通じて、カウンターパートおよびその関連機関を対象に OJT や

上記セミナーによって技術移転を行った。 

1.6 調査の工程 

本調査は以下の工程で実施された。 

 

調査時期 平成14年度 平成 15 年度 平成 16 年度 
事 項 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
実施調査                            
現地調査                            
国内調査                            

                            
報告書                            

                            
年 次                            

                            
フェーズ                            

                            
調査時期 平成 17 年度                   
事 項 4 5 6 7 8 9 10 11 12                   
実施調査            DIc/R: インセプション・レポート案 
現地調査            Ic/R: インセプション・レポート 
国内調査            P/R: プログレス・レポート 

            It/R: 中間報告書 
報告書            Df/R: 最終報告書案 

            F/R: 最終報告書 
年 次                            

                            
フェーズ                            

 

DIc/R Ic/R P/R(1) It/R P/R(2) P/R(3) P/R(4)

第 1 年次 第 2 年次その 1 第 3 年次 第2年次その2 

フェーズ 1 フェーズ 2 

フェーズ 2 

Df/R F/R

第 4 年次 
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【フェーズ 1】農村開発計画（M/P）、ハッターラ改修工事計画案の策定 

第 1 年次 

国内作業 
2003 年 2 月 

現地調査に先立ち、既存資料の収集，整理，分析を行うとともに、全体調査の基本方

針、調査方法の検討を行い、ドラフト・インセプションレポートの取りまとめを行っ

た。 

第 1 次現地調査 
2003 年 2 月～3 月 

｢モ｣国側政府機関にドラフト・インセプション・レポートの説明、協議を行い合意を

得た。技術移転に関し技術移転内容、方法について協議を行い、現地調査結果を踏ま

えインセプション・レポートを作成した。 

第 2 年次（その 1） 

第 2 次現地調査 
2003 年 5 月下旬～ 
10 月下旬 
 

第 1 次現地調査で決定した調査項目について現地調査を行い、調査結果をプログレス

レポート（1）に取りまとめた。（2003 年 8 月上旬）またオマーン国の乾燥地農業、水

資源に関わる政策、制度について視察を実施した。（2003 年 7 月中旬） 
第 2 次現地調査の成果としてハッターラ改修・農村開発計画（M/P）を策定するととも

に、ハッターラ改修工事計画の対象となる優先地区の選定、実証調査内容の検討を行

い、これらをインテリム・レポート（案）に記載した。また第 2 次現地調査の完了時

に広報/啓発セミナーを開催した。 

第 1 次国内作業 
2003 年 10 月下旬～ 
11 月下旬 

国内支援委員会を通じ、概定した農村開発計画（M/P）、ハッターラ改修工事計画の優

先地区、実証調査の方針・内容について検討し、インテリム・レポートを作成した。

【フェーズ 2】優先地区の補足調査、実証調査の実施と最終報告書の取りまとめ 

第 2 年次（その 2） 

第 3 次現地調査 
2004 年 1 月下旬～ 
2004 年 3 月中旬 

｢モ｣国側政府機関にインテリム・レポートの提出、説明、協議を行い、選定地区の調

査方針、内容について合意を得た。 
優先地区についてハッターラ改修工事計画を取りまとめると同時に、引き続き選定し

た地区の実証調査を開始した。現地調査結果について取りまとめたプログレスレポー

ト（2）を｢モ｣国側（ORMVA/TF）と共催で説明・協議を行った。 
 

第 3 年次 

第 4 次現地調査 
2004 年 5 月中旬～ 
2005 年 3 月中旬 

第 3 次現地調査に引き続き、実証調査を実施した。実証調査の効果的な実施のため、

評価指標および体制に基づきモニタリングおよび中間評価を行い、事業内容や目標お

よび達成指標の見直しを行った。現地調査結果について取りまとめたプログレスレポ

ート（3）、（4）を調査の中間時、終了時に作成した。 
 

第 4 年次 

第 5 次現地調査 
2005 年 6 月上旬～ 
2005 年 7 月下旬 

第 4 次現地調査に引き続き、実証調査を実施した。第 1 次～5 次現地調査結果を踏まえ、

ハッターラ改修・農村開発計画（M/P）、ハッターラ改修工事計画についてドラフト・

ファイナル・レポート（案）に取りまとめを行った。また広報ツール、セミナーテキ

スト、マニュアル（案）を作成した。 

第 2 次国内作業 
2005 年 8 月中旬～ 
2005 年 9 月中旬 

国内支援委員会等を通じ、ドラフト・ファイナル・レポートの作成を行った。 

第 6 次現地調査 
2005 年 10 月中旬～ 
2005 年 10 月下旬 

｢モ｣国側政府機関に対し、ドラフト・ファイナル・レポートの説明・協議を行った。

また調査全体を通じて実施した｢モ｣国側カウンターパートへの技術移転に関し、実績、

成果等を取りまとめ、技術移転報告書を作成した。また第 2 回の広報/啓発セミナーを

開催した。 

第 3 次国内作業 
2005 年 12 月上旬～ 
2005 年 12 月中旬 

ドラフト・ファイナル・レポートに関する｢モ｣国側のコメントを検討し、必要な修正

を加え、ファイナル・レポートの取りまとめを行った。また広報ツール、セミナーテ

キスト、各種マニュアルの最終版を作成した。 
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第 2 章 農業セクター概観 

2.1 農業セクター 

モロッコ国の 2001 年の国内総生産（GDP）は 3,829 億 DH であり、国民 1 人あたりの GDP は 1,259

米ドルに相当する。GDP の 15.8%が第 1 次産業（農業、畜産および漁業）部門、30.9%が第 2 次

産業部門、38.1%が第 3 次産業部門による。モロッコ国の 1998 年から 2001 年までの国内総生産

の動向を示す。 

モロッコ国国内総生産（GDP）の動向 

（単位：百万 DH） 

 1998 1999 2000 2001 

第 1 次産業 59,211（17.2%） 52,905（15.3%） 49,570（14.0%） 60,546（15.8％）

第 2 次産業 108,669（31.6%） 110,552（32.0%） 112,867（31.9%） 118,238（30.9%）

第 3 次産業 128,891（37.5%） 132,713（38.4%） 141,142（39.9%） 145,974（38.1%）

公共部門 47,234（13.7%） 49,424（14.3％） 50,489（14.3％） 58,138（15.2％）

合計 344,005（100%） 345,594（100%） 354,068（100%） 382,897（100%）

出典：IMF 
注： （ ）内は各産業別のシェアを示す。 

 

モロッコ国の 1991 年から 1999 年の GDP における成長率は 1.9％であったが、第 1 次産業部門の

GDP における成長率はマイナスであり、－0.8％であった。このようなマイナス成長は農村部の

貧困層の増加、近年の干ばつに理由があるとされている1。経済に対する第 1次産業の寄与は 15.8%

と小さいが、モロッコ国の全人口の47%が農村地域に居住して農業に関連した仕事に就いている。

さらに、製造業、運輸業、サービス業は農業投入資機材の供給や農産物の加工・流通にも関係し

ている。したがって、農業・畜産を含む第 1 次産業部門はモロッコ国の経済の中で依然として重

要な役割を果たしていると言える。 

農業セクターに対する公共投資は 23 億 DH であり、全公共投資額の 10.4％を占めている。1998

年から 2001 年までの公共投資の動向は下記に示すとおりである。 

モロッコ国公共投資の動向 

 （単位：百万 DH） 

 1998 1999 2000 2001 

農業部門 1,878 2,234 1,160 2,284 

（シェア） （10.8%） （12.8%） （8.5%） （10.4%） 

合計 17,428 17,485 13,648 21,866 

出典：IMF 

                                                   
1  The World Bank, Project Appraisal Document for Rainfed Agriculture Development Project, May 2003. 
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上記に示すとおり農業部門は、輸送・通信部門に続く高い公共投資を受けている。一方で、公共

投資の 70％以上が大型灌漑施設への投資に回されており、貧困農村地域への投資が不足している

ことが指摘されている2。 

2.2 農業・農村開発政策 

1990 年代前半までモロッコ国は貿易自由化や国営企業の改革を通じて市場経済への統合を目指

し、安定的で良好な経済成長を達成した。一方で、これらの政策は貧富の格差を拡大し、農村部

の貧困層は1990/91年の18%から1998/99年の27％に増加した3。このような貧困の拡大を反省し、

モロッコ国開発 5 か年計画（2000-2004）が 2000 年 7 月に国会で承認された。本 5 ヵ年計画の中

では、農村部における貧困削減が強調されている。具体的には、1) 農村インフラに関連するプロ

グラムを加速し、2004 年までに農村部の人口の 60～70％が裨益するようにすること、2) 農村部

の最貧困層をターゲットに総合的な、そして参加型の農村開発を実施することが述べられている。 

農業・農村開発省は 1999 年 12 月に 2020 年までに農村地域での貧困撲滅を目指すことを目標と

した「2020 年農村開発戦略（2020 Rural Development Strategy）」を発表した。この目的達成のため

に、食糧生産といった農業分野だけの取り組みではなく、戦略的な目標を以下のように定めてい

る。 

- 国内食糧自給および輸出強化のための農業生産性の強化 

- 農業関連の雇用と収入の増加 

- 農業副収入および農業外収入のための雇用多様化の創出 

- 環境的な退化の防止 

- 農村部の男性および女性のための教育と職業教育の改善 

- 農村の生活の質および福祉に関連するサービスの改善 

- 開発機会やインフラ整備の地域間および地域内の不均衡の是正 

上記戦略的目標の達成において、以下の 3 つの原則を「2020 年農村開発戦略」では強調している。

1) 現場のニーズと一致した開発計画策定のための「地方分権」、2) 各セクターの協調を目指した

「総合」、3) 開発プロセスの中で効果的に各関係者が振る舞うための「参加」である。「地方分権」

の原則の中では、農業農村開発・海洋漁業省の権限を県や現地のオフィスへ委譲することを目指

している。「統合」の原則の中では、関連政府機関、民間企業、NGO および農民等の連携を強化

し、農村の課題に一体となって取り組むことを目指している。「参加」の原則の中では、農民は、

1) 開発プログラムの中でイニシアティブを発揮すること、2) 資金調達により近い立場で関与す

                                                   
2 The World Bank, Country Assistance Strategy of the World Bank, May 2001 
3 Statistical Office of Morocco , Statistical Year Book, 1999 
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るようになること、3) 農民が自分たちの取り組みに関してモニタリングと評価を行うことができ

るようになることを目指している。 

「参加」の原則においては、住民組織や NGO の重要性が強調されるとともに、これらの組織に

おいては、一部の国家レベルで活躍する NGO や団体を除き、低い技術レベルや実施能力の欠如

が問題点であるとしている。したがって、これら住民組織や NGO が行政機関や民間企業との真

のパートナーシップを組むために、能力の強化が重要課題であることが強調されている。 

2.3 農業・農村関連組織 

モロッコ国内で農業・農村開発にかかる中央政府官庁は農業農村開発・海洋漁業省（Ministère de 

l’Agriculture, du Développement Rural et des Pêches Maritimes：以下農業農村開発省）である。農業

農村開発省の組織図を図 2.3.1 に示す。農業農村開発省内で計画、農業技術開発および普及、農

民組織等に関連する主要な局としては経済計画局（Planning and Economic Affair：DPAE）、教育・

試験・研究局（Education, Research and Development Department : DERD）、作物生産局（Crop 

Production：DPVCTRE）、作物防除局（Crop Protection：DPV）、畜産局（Livestock：DE）および

農業公営企業・農民組織局（Public Administration Enterprises and Professional Organization：DEPAP）

がある。 

地方レベルでは農業農村開発省の傘下に 40 の県農業事務所（Provincial Directorate of Agriculture：

DPA）と 9 つの地域開発公社（Regional Authority for Agricultural Development :ORMVA）があり、

地方レベルでの農業・農村開発を担当している。DPA は主に小規模灌漑もしくは天水農業地域を

主に担当しており、一方、ORMVA は大規模灌漑地域を主に担当している。このため、DPA と

ORMVA では担当地域の重複がないようになっている。 

ORMVA は 9 地域（Doukkala、Gharb、Haouz、Loukkos、Ouarazazate、Souss-Massa、Tadla、Mouloya

および Tafilalet）にあり、大規模灌漑施設の運営と地域農民への農業支援サービスの提供を担っ

ている。法的には地域ごとに独立した公社として存在し、農業農村開発省の技術的な監督と財務

省からの財務面での監督を受けている。本調査のカウンターパート機関である ORMVA/TF は

Tafilalet 地域を管轄する ORMVA である。 
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第 3 章 調査対象地域の現況 

3.1 社会・経済状況 

3.1.1 位置、行政区分 

モロッコ国は 16 の州に区分されており、各州は県（Province または Prefecture）に分割されてい

る。県は大きく分けて都市部と農村部に分かれており、都市部は Minicipality または Urban 

Commune、農村部は Rural Commune と呼ばれ、行政区分の最小単位を形成している。 

一方、住民の生活する集落は Rural Commune をより細分化した地区（Douar または Ksar）が最

小単位である。これらの行政区分、地区の形成体系、およびそれを管轄する行政組織、行政官、

議会の関係については、以下の概念図で表すことができる。 

Minister of Interior
（内務大臣）

Wali
（州知事）

Governor
（県知事）

Super Caid

Caid
(Communes)

Bacha
(Municipality)

Mqdem Mqdem Mqdem Mqdem

Parliament
（国会）

Regional Assembly
（州議会）

Provincial Assembly
（県議会）

Rural Commune/
Municipality

（市・村議会）

Traditional Autonomy
（伝統的自治組織）

Central
Government

Region
(16州l)

Province
（県）

Cercle(s)
（郡）

Commune(s)（村）
/Municipality（市）

Douar、Ksar
（地区）

Administrative
Organ

Democratic
Assembly

 

モロッコ国における行政区分と行政機関、行政官、議会 

カウンターパート機関である ORMVA/TF 管轄の Tafilalet 地域は Errachidia 県の全域と隣接する

Figuig 県の Beni-Tadjit 郡が含まれている（図 3.1.1「調査対象地域行政区分図」参照）。 

既存のハッターラ 410 箇所がある調査対象地域に関連する行政区分（県、郡および村）は下記

のとおりである。 
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調査対象地域に関連する行政区分 
ゾーン 

（Zone） 
県 

（Province） 
郡 

（Cercle） 
市 

（Municipality） 
村 

（Rural Commune） 

Goulmima － 
Mellaab, Ferkla Soufla, Ferkla El Oulia, 
Tadighoust, Gheris Essoufli, Aghbalou 
N’Kerdous A Errachidia 

Assoul － Assoul, Ait Hani, Amellagou 
B Figuig Beni-Tadjit － Beni-Tadjit, Bouanane, Ain Chouater 
C Errachidia － Boudnib － 

－ Jorf － 
D Errachidia 

Erfoud － Fezna, Arab Sebbah Gheris 
E Errachidia Erfoud － Sifa, Arab Sebbah Ziz 

F Errachidia Rissani － Rissani, Essfalat, Beni M’Hamed Sijilmassa, 
Taouz 

G Errachidia Erfoud － Alnif, M’cissi, Hssia 

 

3.1.2 主要社会・経済指標 

調査対象地域のあるハッターラを利用している地区に関連する市／村（Minicipality／Rural 

Commune）における主要社会・経済指標は下表に示すとおりである。 

モロッコ国および調査対象地域における社会・経済指標比較 

モロッコ国全体 
項目 

都市部 農村部 
ハッターラ利

用市／村 
人口  13,407,835 12,665,882 262,797 
経済活動人口（％） 全体 32.2 30.1 24.3 
 （男性） 51.7 51.2 42.3 
 （女性） 17.3 9.3 6.8 
非識字率（％） 全体 37.0 75.0 60.0 
 （男性） 25.0 61.0 39.3 
 （女性） 49.0 89.0 79.5 
就学率（8～13才）（％） 全体 83.9 43.4 66.2 
 （男性） 87.5 59.6 81.5 
 （女性） 80.4 26.6 50.2 
結婚状況 未婚 N.A. N.A. 31.2 
(15歳以上人口における％) 既婚 N.A. N.A. 59.2 
 離婚／死別等 N.A. N.A. 9.6 
平均結婚年齢（才） 全体 29.0 26.2 23.9 
 （男性） 31.2 28.3 26.5 
 （女性） 26.9 24.2 21.3 

出典：“Recensement General de la Population 1994”, Direction de la Statistique 
「ハッターラ利用村数」については ADI の 2003 年調査結果による。 

上表によれば、調査対象地域における就学率はモロッコ全国の農村部平均より男女ともに高く、

非識字率が低い。これにも関わらず、経済活動人口は全国の農村部平均よりも低い値を示して

いる。これは、同地域における経済活動、雇用機会が他の農村地域に比べて少ないことが原因

であると考えられる。 
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3.2 自然条件 

3.2.1 地形・地質 

(1) 地形 

本調査対象地域は ORMVA/TF の管轄対象地域全域であり、Errachidia 県のほぼ全域と Figuig 県

の西側半分が属する。 

ORMVA/TF の管轄対象地区は、西経 5°17′～2°17′、北緯 30°17′～33°04′に位置し、北

側の WSW-ENE 方向に連なる高アトラス山脈は、流域内の最高峰が J.Aderdonz（標高 3,057m）、

J.Iouigharacene（標高 3,058m）で、そのピーク標高は南に向かうに連れ徐々に低くなり、山脈南

端付近で標高 2,000m 前後となる。 

高アトラス山脈の南端は急崖によって境され、この南には Errachidia および Boudenib 方向に拡

がる標高 1,000m 前後～1,200m 前後の広い平坦地が広がる。 

更に南側は、ほぼ東西方向に Todrha-Ferkla 川および Gheris 川等によって形成される沖積低地が

拡がる地帯となり、これと高アトラスからほぼ南北方向に流れる Ziz 川の堆積地が重なり、Jorf-

Erfoud～Rissani が位置する広大な Tafilalet 平野となる。標高は 600～800m 前後である。 

Tafilalet 平野を境にして西側はアンチ・アトラス山脈の J.Ougnate（標高 1,719m）、J.Gaiz（標高

1,425m）および Bou Gafer が高アトラスと対峙するように分布し、また東側はやはり高アトラス

および東方アトラス高原から南側に流れ出た Guir 川の下流に広大な Guir Hammada が広がる。

標高は 1,000m 前後である。これらの更に南側はサハラ砂漠地帯となる。 

なお、Tafilalet 平野の南東には、上記の Guir Hammada の西端を侵食して流出した河川群（Beida

川およびその支流）によって生産された砂が風によって巻き上げられ、観光地として有名な

Chebbi 砂丘群を形成している。調査地域の水系は大きく Guir 川、Gheris-Ziz 川および Maider 川

の 3 つに大別される。 

(2) 地質および水理地質 

調査地域の地形は前記のとおり高アトラス、Errachidia-Boudenib 盆、Todrha/Felkra-Gheris～

Tafilalet 平野、アンチ・アトラス、サハラと Guir Hammada に分けられるが、このような区分は

基本的には以下の基盤の地質の分布によるものである。 

・ 高アトラス山脈地域：ジュラ～三畳系および古生層を構成基盤の基本とし、白亜紀以前の造

山運動（ヘルシニア造山運動と呼ばれる）によって形成された褶曲断層山脈である。本山脈

の南端は南アトラス断層と呼ばれる構造線が存在し、直崖を形成して南側地区と区分される。 

・ Errachidia-Boudenib 盆：一般に白亜紀盆とも呼ばれるとおり、白亜系の石灰岩を主体とする
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水平層から構成される。 

・ Todrha/Felkra-Gheris～Tafilalet 平野：沈降盆地であり、基盤の上に沖積などの堆積物が堆積し

ている地域である。 

・ アンチ・アトラス山脈：古生層および先カンブリア系から構成され、多くの火成岩を含む。 

・ サハラ砂漠地帯および Guir Hammada 地域：安定地塊からなり、基本的に先カンブリア系を基

盤として、上位に古生層・中生層一部第三紀層などが水平層として載っている。 

表 3.2.1、3.2.2 に各流域の地質層序および各流域における水理地質分布とそれぞれの帯水層分布

を示す。 

いずれの流域においても基本的に、主帯水層は鮮新世～第四紀帯水層であるが、岩盤中帯水層

が重要な地域もある。特に Boudenib 地区では Senonien・Turonien の石灰岩が第四紀帯水層とお

互いに涵養しあい補いあっており、Tinejdad 周辺ではこれらの石灰岩を欠き、下位の

Infracenomanien 石灰岩が小規模な岩盤帯水層を形成している。また Maider 流域では古生層破砕

帯中に裂罅水が一部に分布する。 

調査地域の地質図は付図 3.2.1 に示すとおりである。 

 

3.2.2 気象・水文 

(1) 気象 

調査地域内の月別および年平均雨量（mm） 
観測所 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 年平均 

Amouguer 9 16 15 16 18 12 5 12 20 27 16 11 176

Tadighoust 12 19 11 16 12 5 1 7 13 21 23 15 142

Errachidia 12 20 9 11 10 9 5 4 7 21 18 19 107

Erfoud 5 8 4 4 4 3 1 2 6 7 6 6 51

Taouz 4 5 4 7 3 1 0 1 3 7 6 6 45

 
調査地域内の月別および年平均気温（℃） 

観測所 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 年平均

Amouguer 7 9 12 15 18 23 27 25 22 17 12 8 16

Tadighoust 8 11 15 18 23 28 32 30 26 20 14 10 20

Errachidia 7 10 13 17 21 26 29 29 24 18 12 8 18

Erfoud 10 13 17 20 24 29 33 29 28 22 15 11 21

Taouz 10 13 18 22 27 31 35 35 30 22 16 11 22
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調査地域内の月別および年平均雨量・気温は上表に示すとおりである。 

上表に示す観測所のうち Amougour は高アトラス山中にあり、Tadighoust･Errachidia は高アトラ

ス山地出口、Erfoud は Tafilalet 平野、Taouz は更に南方のアルジェリア国境近辺にあるものであ

り、それぞれの雨量および気温分布は地域内各地の代表的な値を示す。 

図 3.2.2 に調査地域全体の平均降雨量分布を示す。 

年間降水量は年によって大きく変化している。調査地域における過去 20 年の経年変動は図 3.2.3

によれば、1989 年前後・1993-1995 年に豊雨期、また 1982-83 年前後および 2000 年前後から現

在にいたるまで干ばつ期をむかえている。 

調査地域内の蒸発皿による月別および年平均蒸発量（mm） 

観測所 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 年平均

Amouguer 121 131 188 213 283 329 382 345 244 180 134 117 2668

Tadighoust 124 137 192 256 318 395 466 381 320 177 126 85 2977

SEMVA 59 89 149 196 246 303 339 301 228 158 83 53 2189

Taouz 201 266 393 485 594 646 666 667 509 384 263 196 5268

 

上表に、蒸発皿による調査地域内各地点の月別および年平均蒸発量を示す。年蒸発量は一般に

2,000～3,000mm と大きく、特に南部の Taouz では年平均 5,000mm を超える。Tadighoust および

Errachidia (SEMVA)はいずれも高アトラス出口付近に位置するものであるが、Errachidia (SEMVA)

は ORMVA/TF の実験圃場内にあり、樹木等の影響により蒸発量がやや低いものとなっている。 

湿度は比較的低く、Errachidia では平均湿度が 41％となっている。6 月～8 月は 30％以下で、11

月～2 月に 50％をやや上回る程度である。 

(2) 水文および地下水 

調査対象地域内の水系は Guir 川、Gheris･Ziz 川および Maider 川流域の 3 つに大別される。流域

面積は、Guir 川水系：約 13,400km2、Gheris・Ziz 川水系：約 20,200km2（Chebbi 砂丘地帯を合わ

せて約 21,300km2）、Maider 川水系：約 12,000km2 である。更に下表のようにこれらは幾つかの

支川流域もしくは地域に細分される。それぞれの流域に設置されている水文観測所を表 3.2.3 に

示す。ただし簡易観測所はいずれも河川水位が測定されているだけのものである。 

下表には、それぞれ細分した支川流域もしくは地域までの流域面積と、これまでの平均降雨量

から年間の総降雨量を算出し、載せている。 

主要な水文観測所における実測データより、年の平均流出量を示すと下表のとおりとなるが、
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年による変動は雨量と同様に大きく 1980～85 年および 2000 年以降の流出量は干ばつの影響を

受けて極めて小さいものとなっている。 

平均流出量 

流出量 Tazouguert TitN’Aissa BniYatti AitBouijane Meroutcha Tadighoust 

(m3/sec) 1.17 0.46 2.45 0.87 0.82 1.30 

(Mm3/年) 37 14 77 27 26 41 

 

流出量 F.Tillichit M’Zizel FoumZabeli BHAddakhil R.Erfoud L’Hmida 

(m3/sec) 2.20 1.96 4.43 8.84 2.72 0.90 

(Mm3/年) 69 62 140 279 86 28 

 

また、それぞれの地域には DRH によって観測井が設置され、毎月地下水位が測定されている

（表 3.2.4 参照）。それぞれの地域からいくつかデータを入手し、その結果を図 3.2.4～3.2.6 に示

す。 

これらの図から明らかに読み取れるように、干ばつの始まった 1982-83 年以降から大きな地下水

位の低下が始まり、数年低下状態が継続したのち 1988-89 年ぐらいから回復し始め、1990 年頃

にはもとの地下水位に近い状態となっている。ただし、Tinejdad 周辺ではこれらの水位の上下動

とは別に全体的な傾向として徐々に低下していく傾向が見られる。 

この様な時期的な地下水位の上下動、および全体的な低下傾向は特に主河川周辺低地において

明瞭であるが、これに比べて山地裾および中小規模支川沿いでは比較的地下水位が安定してい

る。DRH の観測井は 1997 年以降、月ごとの計測を止めたため、その後の地下水位変動がつかめ

ず、近年の干ばつの影響は把握できない。 

ORMVA/TF 管轄下の揚水機場のうち、Jorf 地区、Erfoud 地区および Rissani 地区において月ごと

の地下水位観測データが一部存在し、1995 年以降現在までのデータがある。これは図 3.2.7 に示

されるとおりである。これらのデータのうち、特に Jorf 地区のデータで、近年の干ばつによる

影響と見られる地下水位の低下が明瞭に読み取れる。 
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3.2.3 土壌 

調査対象地域の土壌は各流域からの堆積物を母材としており、比較的肥沃であり、表土部分が

深い（30 cm 以上）。土性区分では砂質部分が多い壌質砂土（Loamy Sand）から埴壌土（Clay 

Loam）が多い。調査対象地域に関連する CMV の概略土性区分による土壌分布は次表のとおり

である。 

調査対象地域の土壌分布 

 （単位：ha） 

No. CMV 壌質砂土 埴壌土 
石灰質土壌(砂質

もしくは粘土) 
合計 

2 703 Erfoud 77,935 29,975 11,990 119,900

7 704 Goulmima  データなし  

3 705 Rissani 417,627 198,870 46,403 662,900

1 706 Boudnib 353,625 70,725 47,150 471,500

13 707 Beni Tadjit 39,450 144,650 78,900 263,000

14 709 Bouanane  データなし  

9 712 Tinjdad 29,219 38,958 29,219 97,395

8 713 Tadighouste  データなし  

10 714 Assoul  データなし  

5 716 Merzouga  データなし  

4 717 Jorf 16,500 0 93,500 110,000

6 718 Alnif  データなし  

11 720 Kerdous 64,980 43,320 108,300 216,600

12 722 Mellaab 75,600 50,400 0 126,000

  Total 1,074,936 576,898 415,462 2,067,295

  (%) (52.0%) (27.9%) (20.1%) (100.0%)

出典： ORMVA/TF, Monographie Des CMV De L’ORMVA/TF, July 1997 

 

調査対象地域で報告されている問題土壌は 1) 塩類土壌、2) 石灰質土壌、である。塩類土壌に関

しては、土壌自身が塩類を持っていたのではなく、塩類濃度の高い灌漑水を長年使用した結果

と考えられている。一方、石灰質土壌に関しては、土層の浅い土壌において炭酸カルシウムが

たまり、表土が硬くなる現象が認められている。 
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3.3 水資源 

(1) 流域別の開発可能水源量 

本調査対象地域の水資源状況について 1994 年公共事業省水理総局（現在の水利庁）の調査結果

（ETUDE DU PLAN DIRECTEUR DE L’AMENAGEMENT DES EAUX DES BASSINS DU GUIR, 

ZIZ, RHERISS ET DRAA: VOLUME I, UNITES FIGUIG, GUIR-BOUANANE, ZIZ-RHERIS ET 

MAIDER）によれば図 3.3.1、3.3.2 のようなものとなっている。また各流域における水資源利用

量について整理し、表 3.3.1 に示す。ただし Maider 川流域においてはデータ量が少なく、具体的

な利用量については示されていないため上流域における推定流出量および以後に計測された下

流域の流出量から全体の水資源利用量を推定した。 

各流域における開発可能量は以下のとおりである。 

各流域の開発可能量 

流域区分 流域の開発可能水資源量 

Gheris･Ziz 川 

約 349Mm3/年の河川流出量のうち、92.5％が利用されている。このうち Ziz 川ではほぼ 100%

利用されており、更に利用可能な水資源量は Gheris 川流域の約 26Mm3/年で、これが開発可能

と考えられる。Gheris 川流域には Zone A, D, E の地下水位低下の著しい地域がある。同地域に

対し洪水灌漑の促進と地下水涵養を行うことが可能である。 

Guir 川 

約 188Mm3/年の河川流出量がある。このうち約 20%しか利用されておらず、下流への無効流

出量は 153 Mm3/年に達する。同流域に Zone B, C が位置し、地下水涵養、表面水開発のポテン

シャルは高い。 

Maider 川 

流出データの記録がない。流域全体の流出量を 49Mm3/年とし、灌漑等への水利用量 45Mm3/

年のうち 11Mm3/年が地下水によるものとすると残りの 34Mm3/年が表流水利用分である。し

たがって表流水利用率は約 70%で、今後利用可能な水資源量は 15Mm3/年となる。 

 

近年の渇水、またポンプ井戸の普及による地下水位低下によりハッターラの水量は減少傾向に

ある。またハッターラの維持管理に必要な労働力の確保も困難となってきており、410 箇所以上

あるハッターラの中で本調査で実施したインベントリー調査では水量が確認されているのは 191

箇所に止まる。 

(2) 現況利用水源 

Tafilalet 地域の水源および 2003-2004 年の取水実績を以下に示す。2003-2004 年の取水実績は、

同期間の Hassan Addakhil ダムへの流入量が近年 34 年間の平均値とほぼ一致することから、

Tafilalet 地域の平均的な気象条件下（降雨量）での水利用の実績結果として評価できる。 
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(a) ダム水源 

Hassan Addakhil ダムは東部アトラス地域の大規模水利施設として最初に建設されたダム

である。ダムは Ziz 川の Errachidia 市外上流の Foum-Ghiour（アラビア語で Ghior の口の

意味）に位置している。ダムの建設は 1965 年に発生した未曽有の洪水の発生がきっかけ

となっており、ダムの洪水量は 5,000 m3/sec に達する。ダムの受益面積は 27,900 ha であ

る。ダムの貯水容量は 350 Mm3 に達するが、貯水を開始した 1971 年から現在までの平

均貯水量は 71 Mm3であり、これはダム貯水容量の約 20%に止まる。2003-2004 年におい

てダムの貯水量は 80 Mm3 に達したが、計画された受益地への導水量は下表のとおり

57%に止まっている。 

Hassan Addakhil ダム導水量（2003-2004） 

受益地 実導水量

（Mm3） 
計画導水量

（Mm3） 
導水率（%） 

移転農地 8.3 10 83 

Ziz 川右岸 3.2 5 64 

Ziz 川左岸 19.7 35 56 

Tafilalet 平地 48.4 90 54 

合  計 79.6 140 57 

出典：Rapport de Gestion, ORMVA/TF 
 

(b) 取水堰 

Tafilalet 地域内には洪水取水、または流域外への導水を目的とした取水堰が多数建設さ

れている。特に大規模な施設として Mouley Brahim 堰、Lahmida 堰、Elbrouj 堰が挙げら

れる。前者の 2 堰は Gheris 川下流の Erfoud 西部に設けられており、Gheris 川の洪水を

Ziz 川流域の農地へ導水する機能を持つ。Elbrouj 堰は Ziz 川の Erfoud 北に建設されてお

り、下流の Ziz 川流域の農地への導水が行なわれている。2003-2004 年の取水実績は以下

のとおりであり、実導水量は計画導水量の 23%である。Gheris、Ziz、および Guir 川流域

の取水堰位置を図 3.3.3、3.3.4 に示す。 

主要 3 堰合計の導水量（2003-2004） 

受益地 農地面積（ha） 計画導水量

（Mm3） 
導水率（%） 

Ziz 川農地および移転農地 5,500 31 38 

Tafilalet 平地 22,400 76 15 

合  計 27,900 107 23 

出典：Rapport de Gestion, ORMVA/TF 
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主要 3 堰の導水量（2003-2004） 

堰名称 実導水量（Mm3） 導水率（%） 

Mouley Brahim 堰 8.1 29 

Lahmida 堰 2.1 8 

Elbrouj 堰 17.8 63 

合  計 28.0 100 

出典：Rapport de Gestion, ORMVA/TF 
 

(c) 地下水利用 

ORMVA/TF が所管する Tafilalet 地域における井戸数は、共同井戸 114 箇所、個人所有井

戸 6,700 箇所となっており、地下水は主に果樹、野菜への灌漑水として使用されている。

個人所有井戸からの年間揚水量は現地でのポンプ運転の聞き取り調査から、以下の計算

条件により算出し、約 22 Mm3と見積もられる。 

・ 6,700 の井戸のうち 60%が使用されている。（6,700 箇所×0.6=4,000 箇所） 

・ 揚水量を 5 lit/sec、日当り灌漑時間を 3 時間とする。 

・ 年間 100 日間運転を行う。 

揚水量=4,000×(0.005×3×3,600)×100÷1000,000=22 Mm3 

個人井戸からの取水は州政府の認可が必要であるが、認可を得た井戸数は 109 箇所（個

人所有井戸全体の 1.6%）に止まる。ORMVA/TF の建設した共同井戸を図 3.3.5 に示す。 

(d) ハッターラ利用 

ハッターラは 1970 年以降、ポンプの利便性、維持管理費の負担の困難さから徐々に減少

し、現在水量の確認できるハッターラは 190 箇所程度まで低下している。 

流量が確認できるハッターラであっても、インベントリー調査に基づくハッターラ流量

をみると、5.0 lit/sec 以下の小規模なものが 60％と圧倒的に多く（図 3.3.6）、平均流量は

5.9lit/sec と極めて少量である。最も水量の多いハッターラ Fougania でも 44.2 lit/sec に過

ぎない。 

また 1997 年以降継続する渇水によりハッターラの流量も年々減少しており、流量調査を

開始した 2001 年から現在までに合計流量は 1.2 m3/sec から 1.1 m3/sec 程度まで低下して

いる。この流量低下は降水量が小さく、且つハッターラの涵養流域の小さい Tafilalet 南

部のハッターラほど大きく、約 70%の流量の減少が見られる。2004 年から 2005 年にか

けて調査を行なったハッターラの年間利用水量は合計で約 31 Mm3と見積もられる。 
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(e) 上水（地下水利用） 

上水の水源として地下水が利用されている。上水供給量は以下のとおりである。 

計画上水供給量 

地  域 2000 年 2020 年 

 lit/sec Mm3/year lit/sec Mm3/year 

農 村 部 126 3.97 158 4.98 

都 市 部 234 7.38 359 11.32 

合   計 360 11.35 517 16.30 

出典： Elaboration du Schéma Directeur pour L’Améloiration de L’Approvisionnement en Eau Potable des 
Populations Rurals de la Province D’Errachidia (Ministere de L’Equipement, Janvier 2003) 

 

上記を取りまとめると以下のとおりとなる。 

調査対象地域における年間水源利用量 

区  分 施  設 利用量 備  考 

表面水利用 
（2003-2004） 

ダム貯留および洪水

取水 
108 Mm3 表面水利用ポテンシャル 

Ziz 川流域 ： 243 Mm3 

Gheris 川流域 ： 106 Mm3 
Guir 川流域 ： 188 Mm3 

合  計 ： 537 Mm3 

地下水利用 揚水井戸 22 Mm3 

 ハッターラ 31 Mm3 

 上水井戸*1 11 Mm3 

 合計 64 Mm3 

 

注*1：上水井戸からの揚水量は 2000 年における計画揚水量とした。 
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3.4 伝統的灌漑施設（ハッターラ） 

3.4.1 概要 

1967 年のセンサスによれば Tafilalet 地域には約 570 箇所のハッターラが存在し、総延長約 2,900 

km に達っしていた。その後 1970 年代にかけて降水量の減少、またポンプ灌漑の導入により 160

箇所のハッターラが完全に涸渇し、使用が放棄された。ORMVA/TF の調査では現在使用されて

いるハッターラは約 410 箇所としているが、その内の 191 箇所のハッターラについては流量が

認められるが、残りの 219 箇所のハッターラについては 1997 年から継続する干ばつの影響から、

流量が著しく減少または涸渇した状況にある。以下に本調査で行ったインベントリー調査結果

を基にハッターラの概要を示す。 

ハッターラの概要 

ゾーン ハッターラ数 水量の確認されたハッターラ 1 

A 137 80 

B 24 20 

C 8 8 

D 69 21 

E 25 14 

F 44 11 

G 103 37 

合 計 410 191 

注： 1 水量の確認されたハッターラは 1999 年の ORMVA/TF によるインベントリー調査お

よび JICA によるインベントリー調査結果で流量が確認されたハッターラ数を示す。 

 

上表から分かるようにインベントリー調査を行ったハッターラ 410 箇所についても、水量の確

認されているハッターラは 191 本で全体の約 47%を占めるのみであり、約半数は水量がない状

況である。表 3.4.1「各ゾーンのハッターラの特徴」にゾーン毎のハッターラ、水量評価を示す。 

3.4.2 ハッターラ施設 

(1) 構造 

ハッターラ施設は図 3.4.1「ハッターラ機能区分説明図」に示すとおり、ハッターラおよび下流

水路の機能、構造の点から 5 つの区間に分類される。 
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ハッターラ機能区分 

区間 区  間 機  能 

① 地下水涵養・取水域 ハッターラの取水域にあたる。 

② ハッターラ導水域 ハッターラの取水域下流の導水域にあたる。土被りは 2～18m に達す

る。土被りが 4～5m と小さい場合、オープン掘削を行い、コンクリー

トまたは石積みによるカルバートを設置している。 

③ 水路導水域 ハッターラの暗渠出口部から集落までの導水路として建設されてい

る。 

④ 生活用水取水域 地域住民の飲料水、生活用水、また家畜の水飲み場として利用されて

いる。 

⑤ 灌漑利用水域 灌漑水の導水路区間からなる。 

代表断面を図 3.4.2「ハッターラの代表断面」に示す。 

(2) 機能低下・被害状況 

現在使用されているハッターラの被害は図 3.4.1 の区間区分を考慮し以下のとおりである。 

ハッターラの機能低下・被害状況 

区間 区  間 ハッターラの機能低下・被害状況 

① 地下水涵養・取水域 - 土砂の流入の原因は降雨による竪坑内壁面の侵食、洪水の竪坑からの流入が

挙げられる。 

- 砂漠化が進行している地区においては砂が竪坑から進入するケースが多い。 

- ハッターラの集水部が河川の氾濫源に位置する場合、洪水によりハッターラ

の内壁が崩落する。 

② ハッターラ導水域 - 同上 

③ 水路導水域 - 水路壁高が現況地盤より低い場合、水路内へ土砂が崩落している。 

④ 生活用水取水域 - 飲料水と洗濯場が隣接し、衛生面で問題となるハッターラがある。 

⑤ 灌漑利用水域 - 幹線水路の殆どはコンクリート、または石積み水路が建設されているが、底

版から漏水が見られる。 

 

3.4.3 維持管理 

(1) 維持管理 

ハッターラの維持管理は伝統的水利権者組織により実施されている。基本的にハッターラ内の

堆積土砂の除去、竪坑の内壁保護である。堆積土の除去に必要な経費はハッターラの水利権保

有者により負担される。維持管理とは別にハッターラの集水量増加を目的とした母井戸の延長

についても水利権保有者により負担される。 

(2) 砂漠化の影響 

砂漠化の影響はゾーン D、E の Gheris 川下流（Jorf, Fezna, Monkara, Hannabou, Sifa 地区）、ゾー



- 24 - 

ン F の Ziz 川下流（Rissani, Taouz 地区）、またゾーン B の Bouanane 地区で顕著である。地域住

民はハッターラの竪坑の保護を地上 1m 程度まで嵩上げし、砂の侵入を防止する対策を実施する

ほか、15～30m 程度間隔に設置されている竪坑のうち、維持管理に大きな支障とならないこと

を考慮し、竪坑を閉塞または蓋を設置することにより砂漠化の影響を最小限に止める方策を採

っている。 

(3) 洪水の影響 

ハッターラ路線が河川に近接し且つ並行に設置してある箇所が多く存在する。洪水が発生した

場合､竪坑から洪水が土砂とともにハッターラに流入し、ハッターラ内部断面の崩落被害を与え

ている。現在採用されている方法はハッターラの竪坑周辺地盤を高く盛上げ洪水の侵入を防止

する方法、ハッターラ横坑、竪坑をコンクリート、石積みで補強し、洪水被害を抑制する方法

が採られている。また一部では、ハッターラ内部を掃除後、竪坑にフタをし、その上を砂礫で

被覆して洪水対策を採っている地区もある。 

3.4.4 ハッターラ改修の実態 

(1) 改修内容 

ハッターラの改修は大きく以下に区分される。（図 3.4.1 参照） 

ハッターラの改修内容 

区間 区  間 改 修 内 容 

① 地下水涵養・取水域 ハッターラ集水域の延長 
ハッターラ集水域のコンクリート保護（取水孔を同時に設置） 

② ハッターラ導水域 コンクリート、石積による暗渠化および竪坑の設置 

③ 水路導水域 コンクリートライニング、石積による開水路の設置（壁高 40～
120cm） 
開渠部の拡幅（60cm）、カバーの設置（内空高 120cm） 

④ 生活用水取水域 飲料水と洗濯場のコンクリートまたは石積みによる保護 
飲料水と洗濯場の分離 

⑤ 灌漑利用水域 幹線水路のコンクリートまたは石積みによる水路建設 

 

(2) 改修規模 

現在までに改修されたハッターラは以下のとおりである。 
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ORMVA/TF によるハッターラ改修事業 

年 地区 工事内容 数量 工事費

（DH） 
財源 

1995
～

2003 

Jorf, Alnif, Taouz, 
Beni-Tadjid, 
Goulmima 

- ハッターラ堆積土の浚渫、

水路整形 
ﾊｯﾀｰﾗ 62 本 12,200,000 FIDA 

2002
～

2004* 

12 地区 - ﾊｯﾀｰﾗの竪坑、横坑の改修 
- 灌漑水路の建設 

- 貯水槽建設 

ﾊｯﾀｰﾗ 12 本 6,113,452 日本国草の根無償資金

協力 

FIDA: Fond International pour le Developpement Agricole（国際農業開発基金） 
* 日本国の草の根無償資金協力で実施された改修工事を表 3.4.2「日本国草の根無償資金協力により改修され

たハッターラ」に示す。 

3.4.5 ハッターラ改修の問題点 

ハッターラ改修の目的および問題点は以下の項目に分類される。 

ハッターラ改修の目的および工法 

 改修の目的 工事内容 

1 集水部の延長または坑壁保護 集水部延長 
坑壁保護 

2 横坑からの漏水の抑制 横坑のライニング 

3 竪坑、横坑の坑壁崩壊の抑制 竪坑、横坑の保護 

4 砂漠化による砂のﾊｯﾀｰﾗへの侵入 竪坑の鉛直方向（上方）への延長 

5 ﾊｯﾀｰﾗ下流開水路からの漏水の抑制 水路のライニング 

6 ﾊｯﾀｰﾗ下流開水路の土砂流入の抑制 開水路の暗渠化 

7 洪水のハッターラ内への流入 竪坑の鉛直方向へのかさ上げ, 堤防の

設置 

8 飲料水取水部、洗濯場の衛生管理 コンクリート、石積み化 
洗濯排水の分離 

 

ハッターラ改修に関わる問題点総括 

項目 説   明 

技術・施工

面 
- 水理地質調査・解析が困難なため、ハッターラの取水部の延長による流量増加の検証が困難

である。 

経済面 - 財源の問題からハッターラ横坑のﾗｲﾆﾝｸﾞまたはｶﾙﾊﾞｰﾄ水路の建設延長が短く制限される。 
- 上記に関連し、改修の効果（水量の増加、維持管理の容易性）が計り難い。 

社会面 - 改修に伴い、隣接するハッターラへの影響が不明確であり、水利慣行権を始めとした農村社

会の慣習に与える影響が無視できない。またハッターラ取水域上流のポンプ灌漑の影響を大

きく受ける地区が存在する。 
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3.5 ハッターラの水利用 

3.5.1 概要 

ハッターラによって集水・導水された水は集落の近くで開渠の水路となり、飲料水、洗濯等の

生活用水あるいは家畜用水として利用された後、受益地（オアシス）において灌漑用水として

利用される。利用する順序は、基本的に飲料水（家畜の飲み水も含む）、洗濯用水、灌漑用水の

順であるが、水路と集落の位置関係によっては、灌漑用水路の途中に洗濯場が設置されている

ハッターラもある。 

ハッターラ灌漑地区では近年水量の減少が続いたこともあり、地区全体を灌漑することはでき

ていない。ハッターラの水量は年間を通じて得られているものの、夏季は冬季と比べて一般的

に水量が少なく、反対に作物の消費水量を規定する蒸発散量は大きいため、耕作面積は夏季に

は減少し冬季には増加する。 

一方、ハッターラの水量の不足を補うために水路沿いに井戸を掘り、ポンプ取水した地下水を

灌漑用水の水源として利用しているケースも見受けられる。 

3.5.2 生活用水 

本調査地域における生活用水源はハッターラの水、ONEP および地方給水プログラム

（PAGER）により給水されている水、住民が独自に開発した井戸水等に区分される。ONEP に

よる給水施設の整備は積極的に進められており、給水率は 12% (1982 年時点)から現時点で 82% 

(2003 年)に上昇し、2007 年には給水率を 97%まで引き上げるとする 5 か年計画も策定されてい

る。 

ハッターラの水を利用している集落にも共同給水栓が建設されている場合も少なくなく、使用

料金は従量制で 0.05DH /5lit 程度（プラスチック容器１個）が徴収されている。しかし、ハッタ

ーラの水質が悪化していても無料であるハッターラの水を利用している場合がみられる。 

ハッターラの水は同時に洗濯用水としても利用されており、下流で利用される灌漑用水の水質

悪化の原因ともなっている。 

3.5.3 灌漑システム 

(1) 灌漑施設 

ハッターラの水は緩勾配の小規模な開水路によって末端圃場の隅々まで送水・配水される。灌

漑用水路（水路幅、水路高 0.3m～0.5m 程度）は次のように区分できる。 

1 次水路：灌漑用水路の始点から末端圃場まで送水・配水する開水路の中の幹線級水路で、

コンクリートライニングされている部分と土水路の部分が混在する。 
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2 次水路：一次水路から接続する支線級の開水路で、大半は土水路のままである。 

圃場内水路：小区画に区切られた圃区に配水するための開水路で、すべて土水路である。 

灌漑水路の大半は土水路のままであるため、送水途中で多量の水が土中に浸透し、水の有効利

用を妨げている。 

灌漑用水路から末端圃場への分水地点には分水用のゲート等は設置されておらず、単に開水路

に欠口が作られているだけであり、個々の水利用者が鍬で土を積み上げることにより分水・閉

塞の操作をしている。こうした分水口からの漏水量も数が多いだけに無視できない。 

開水路の始点部に調整池が設置されているハッターラも多く、その規模はインベントリー調査

によれば平均的には長短辺 12m～19m、貯水深 0.5～1.2m 程度であり、その目的は次のとおりで

ある。 

(i) 一時貯留後、一気に貯留水を流すことにより単位時間当たりの送水量を増加させ、少な

い水量でも送水ロスを最小限にして、遠い圃場まで送配水を可能とする。 

(ii) 灌漑時間を短縮（例えば 24 時間→昼間の 12 時間のみ）する場合があり、夜間にハッタ

ーラ水を貯留し、無効放流を防ぐ。（送水時間と灌漑時間の時間差調整容量） 

(2) 灌漑方式 

ハッターラの水を利用している灌漑区域（オアシス）はすべて水盤灌漑方式により灌水されて

いる。水盤灌漑は圃区全体が湿潤となるため土壌面蒸発が大きく、また圃区内の湛水時間差や

不均一な湛水深に起因する根群域下方への浸透ロスも大きい灌漑効率の低い灌漑方法である。

そのため、湛水する区画を小さくして浸透損失の低減を図ったり、ナツメヤシへの灌水はその

根元だけに限るといった部分灌漑を行うなど、少ない水量を効率的に利用する節水的工夫も一

部で見られるが、水の利用効率向上への抜本的対策とは言い難い。 

(3) 配水スケジュール 

ハッターラの配水管理は水利権に基づく時間給水によるローテーション灌漑である。水利用は

水利権に基づき、ある周期日数における灌漑利用時間にて定められている。周期日数はハッタ

ーラにより異なり、インベントリー調査によれば 4 日から 26 日である。灌漑時間は原則として

24 時間であり、1 本のハッターラについて 1 ローテーションブロックが形成され、昼夜にわた

り完全なるローテーション灌漑が実施されている。実際の栽培作物に対する灌水のインターバ

ル（間断日数）は灌漑利用時間を分割利用したり、他の利用者と交換したりして、配水スケジ

ュールの調整が図られている。世襲による土地と水利権の相続のため、耕作地が分散したり、

水利用時間が細分化した結果、一層灌漑の効率が悪くなるという弊害も現れてきている。 
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3.5.4 用水量および圃場レベルの灌水量 

(1) 用水量 

インベントリー調査および流量観測によれば本調査対象地域のハッターラ水量は 0～50 lit/sec の

範囲にあり、水量が確認されたハッターラのデータを整理すると図 3.4.3 のとおりである。ハッ

ターラの 60％が 5 lit/sec 以下であり、20 lit/sec 以下が 95％以上を占め、平均は 5.7 lit/sec と水量

は少ない。灌漑用水量としての指標である単位面積当たりの水量をみると、ハッターラの 34％

が 0.2 lit/sec/ha 以下、0.4 lit/sec/ha 以下が 56％である。 

(2) 圃場レベルの灌水量 

各水利権所有者は、灌漑用水路を流下している一定量の水を自らの圃場に定められた水利権周

期日数と時間に取水し、各区画に順番に回し、ほぼ同じ水深（50～100mm）になるよう配水す

る。しかし、栽培作物の消費水量は蒸発散量（例えば、夏季が 5～6mm/日に対して冬季は 1～

2mm/日）や作物の種類や生育段階によって変化する。 

圃場レベルの水管理は耕作者の経験と勘にもとづいて実施されているが、現行の水盤灌漑と慣

行水利権を前提とする限り、個々の作物の生育段階における土壌水分に対応して灌水量や間断

日数をきめ細かく調整することは出来ず、過剰灌漑あるいは過小灌漑とならざるを得ない。こ

のため、水の有効利用の観点から、需要と供給のアンバランスを調整する何らかの対策が必要

である。 

3.5.5 維持管理 

灌漑用水路に堆積した土砂はハッターラと同様に年 1 回～数回浚渫され、そのための労働力の

提供は水利権保有時間により決められている。 

維持管理に多大な労力がかかる現況の土砂水路のままでは、将来にわたる安定した維持管理体

制の継続は保障できないことから、水路ライニング化による維持管理労力の削減が課題となっ

ている。 

3.5.6 水利権 

ハッターラの水利権は建設当時の貢献度を基に定められた慣行水利権である。水利権は権利行

使する周期日数の総灌漑可能時間（例えば、周期日数を 8 日とすれば 8 日×24 時間＝192 時

間）を水利権所有者で分割した個々の水利用時間として規定され、数十分～十数時間の範囲と

されている。それぞれの水利用者の水利用時間はいつも同じではなく、配水労働・配水量等に

公平を期すために昼間の次は夜間というような順番が定められている。この配水順序のルール

はハッターラにより千差万別である。 

また、灌漑水は開水路により送水されるため、ハッターラ出口に近い圃場と遠い圃場では用水
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到達時間が異なる。水利権に基づく水量の適正な配分と配水操作上の無効放流が極力発生しな

いように個々の圃場までの到達時間を加味した水利用時間帯が定められているのもハッターラ

の特徴である。 

水利権は個人所有で、代々相続され引き継がれてきているため、1 つの水利権が多数の利用者に

よって分割使用されていることも多い。水利権それ自体の売買も可能であり、また、水利権に

基づく灌漑利用時間の貸し借りも必要に応じて行われている。 

また、季節により、水利権周期日数を 1 日増やし、（例えば、8 日→9 日）それを貸水利権日と

して利用希望者に分配し、維持管理用費用の捻出などに充当することもある。 

3.6 農業 

3.6.1 農業土地利用 

ORMVA/TF 管轄の Tafilalet 地域における農業土地利用は下記のとおりである。 

Tafilalet 地域における農業土地利用 

農業土地利用 面積（ha） 

灌漑農業地域 60,000 (0.8%)

森林地域 115,000 (1.5%)

牧草地 3,500,000 (45.3%)

農業用には適さない土地 4,050,000 (52.4%)

合計 7,725,000 (100.0%)

出典：ORMVA/TF 

 

上記表が示すとおり、52％以上の地域が農業に適さない土地であり、灌漑農業を行っている地

域は管轄地域の僅か 0.8％に過ぎない。ORMVA/TF によれば水資源の有効利用を図れば灌漑農業

地域は 75,000 ha まで拡大可能であるとしている。 

農業地域は山間地（Zone de montagne）、中山間地（Zone intermediaire）および平野地（Zone de 

plaine）の 3 つに区分されている。山間地は Ziz 川流域、Guir 川流域、Gheris 川流域上流部で、

リンゴを中心とした果樹と穀物および飼料作物を栽培している地域である。また、家畜飼育も

重要である。平野地は Tafilalet オアシス地域、Tougha 川下流域、Guir 川下流域、および Gheris

川下流域に位置する。ナツメヤシを中心に穀類、アルファルファと野菜栽培を行っている。ハ

ッターラによる灌漑の大部分もこれら平野地で行われている。中間地域はアトラス山脈の麓に

位置し、Beni-Tadjit や Errachidia が含まれる。ナツメヤシに加えて、オリーブの栽培や穀物、マ

メ科作物、飼料作物、野菜栽培が行われている。 
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3.6.2 土地所有制度 

モロッコ政府は農地の所有形態を、個人農地（Melk）、共有農地（Collectif）、モスクに関連する省

庁に所属する農地（Habous）、軍人への分配農地（Guish）および、公有農地に分類している。全

国の平均では個人農地は農地の 75％を占めるに過ぎないが、Errachidia 県では 95%と農地の大部

分を占める。各形態の定義と Errachidia 県での分布状況は下記のとおりである。 

Errachidia 県における農地の所有形態別分布 

名称 定義 面積割合 

個人農地 (Melk) 個人所有による農地 53,517ha（95.2%）

共有農地 (Collectif) 天水農業地域における共同農作地であり、収穫物は

農民間で分配される。しかし、農地が灌漑されると

農地は各農民に分配され、農民は耕作にかかる費用

負担を負う。 

637 ha（1.1％）

モ ス ク に 所 属 す る 農 地

（Habous） 
モスクに関連する省庁に所属する土地 1,653 ha（2.9％）

軍人への分配農地（Guish） 前国王に仕えた軍人に分配された土地。現王政にお

いては、同様の制度は存在しないが、分配を受けた

土地は残っている。 

0 ha（0.0％）

公有農地(Domain de L’Etat) 地方政府が管理する公共農地 415 ha（0.7％）

合   計 56,222 ha（100％）

出典： Errachidia 県農業センサス、2000 年 1 月 

 

モロッコ国における農家一戸あたりの平均農地面積は 5.78 ha であるが、Errachidia 県では 1.41 

ha にすぎない。ORMVA/TF 管轄の Tafilalet 地域における農地の所有面積別分布は下記のとおり

であるが、本地域が所有面積の小さい零細農家で占められていることがわかる。 

 

Tafilalet 地域における農地所有分布 

農家当り所有面積 分布（％） 

5ha 未満 90.8 

5-10 ha 7.1 

10-15 ha 1.9 

15-20 ha 0.1 

20 ha 以上 0.1 

合計 100.0 

出典：ORMVA/TF 

 



- 31 - 

3.6.3 作物生産 

ORMVA/TF 管轄の Tafilalet 地域における主要農業生産物は、樹木作物（ナツメヤシ、オリーブ、

リンゴ等）、穀類（コムギ、大麦、トウモロコシ）、飼料作物（アルファルファ）、マメ科作物、

野菜、その他（ヘンナおよびクミン）である。各作物の 2001/02 年度の収穫面積、生産量および

収量は下記のとおりである。最近の降雨の減少で上記作物の生産量はリンゴを除くと著しく減

少している。 

Tafilalet 地域における農作物の生産比較 

作物名 1989～1994 年までの平均 2001/02 年度 

 栽培面積または本数 生産量  栽培面積または本数 生産量  

樹木作物         

ナツメヤシ 1,250,000 本 26,200 ton 1,385,000 本 9,200 ton 

オリーブ 975,000 本 13,000 ton 1,128,440 本 3,270 ton 

リンゴ 400,000 本 6,000 ton 512,000 本 10,900 ton 

穀類         

パンコムギ 13,650 ha 38,000 ton 7,110 ha 14,500 ton 

その他コムギ 13,950 ha 35,000 ton 9,715 ha 19,650 ton 

オオムギ 8,600 ha 19,200 ton 4,660 ha 5,790 ton 

ﾄｳﾓﾛｺｼ 3,000 ha 5,500 ton 2,635 ha 2,880 ton 

マメ科作物 1,560 ha 2,400 ton 876 ha 1,080 ton 

野菜 1,900 ha 36,300 ton 1,610 ha 33,200 ton 

飼料作物         

ｱﾙﾌｧﾙﾌｧ 9,250 ha 585,000 ton 8,000 ha 320,000 ton 

その他         

ヘンナ 640 ha 1,700 ton 100 ha 117 ton 

クミン n.a.  n.a.  40 ha 30 ton 

出展： ORMVA/TF 

注： n.a.はデータがない。 
樹木作物に関しては生産を開始していない本数を含んでいる。 

 



- 32 - 

ナツメヤシ 

Tafilalet 地域の主要生産物であり、モロッコ国の 25％の栽培本数が本地域に存在する。しかしな

がら、優良品種である Mejhoul 種は全体の 5%、Boufeggous は 8％、および Bouslikhene が 14％

を占めるに過ぎず、その他は通常品種を栽培している。ナツメヤシに対する脅威は降雨量の減

少に加えて Bayoud 病がある。本病気に関しては有効な治療法がなく、ナツメヤシを切り倒す、

または病気に強い品種に植え替え方法しかないのが現状である。 

オリーブ 

生産性の低い老木（樹齢 50 年以上）が 45％を占めている。また、品種は Moroccan Picholine の

みである。オリーブ油の生産も Rich、Errachidia および Goulmima のオリーブ油生産工場を除く

と、家庭内の伝統的な方法で行われている。 

コムギ 

コムギの栽培面積は 27,500ha（1989 年～94 年までの平均）から 13,800ha に急減しており、この

影響を受け生産量も 73,000 トン（1989 年～94 年までの平均）から 34,150 トンに急減している。

また、コムギの収量はモロッコ国内の平均で 3～4 トン/ha であるが、本地域では 1989 年～94 年

までの平均で 2.6 トン/ha で、現在は 2.0 トン/ha に過ぎず低い水準にある。ほとんどのコムギが

自家消費用である。 

他の作物 

本地域で栽培されている主な野菜はニンジン、タマネギ、オクラ、トマト、メロン、カブ等で

ある。一部農家ではポンプ灌漑を用いて積極的に生産し、近郊の市場で販売したり、仲買人に

販売している。アルファルファについては自分の家畜に配布するのに加えて、近郊の市場で飼

料として販売する場合も多い。また、Alnif のヘンナやクミンは特産物として域内および域外に

販売している。 

3.6.4 畜産生産 

ORMVA/TF 管轄の Tafilalet 地域では主に 2 つの形態の畜産生産が行われている。１つは、ヒツ

ジ、ヤギおよびラクダを草地で広範囲に放牧する方式で、遊牧民が行っている場合も多い。も

うひとつは、ウシやヒツジを小規模に飼育する方式で、ハッターラ地区等の灌漑地域で行われ

ている方式である。Tafilalet 地域の家畜数は下記のとおりである。 
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Tafilalet 地域における家畜数 

家畜種類 頭数 備考 

ウシ 36,000 9%が純血種、27％が交配種、および 64％が雑種であ

る。 

ヒツジ 400,000 内、100,000 匹がドーマン種である。 

ヤギ 350,000  

ラクダ 7,500  

出典：ORMVA/TF 

 

Tafilalet 地域の牛乳の生産量は年間で 1,100 万リットルであり、この内の 42%（460 万リット

ル）が 2 つの酪農組合によって生産されている。また、肉の年間生産量は 7,100 トンである。こ

の他に、ヒツジのドーマン種、養蜂および養鶏などが組合を通じて小規模に飼育されている。

これらの活動は本地域の新規の収入創出活動として行われている。 

3.7 農村インフラ 

3.7.1 上水道 

調査対象地域の上水道施設はその殆どが ONEP （Office National de l’Eau Potable）により整備さ

れてきており、Errachidia、Erfoud、Aoufous、Rissani、Goulmima、Tinjdad を中心とする都市部で

の給水率は 80%を超え、周辺村落部においても 50%程度まで達成されている。ONEP 以外の組

織による給水施設は地方政府（村役場、市役所等）または住民独自に建設されているが、その

数は少ない。 

Errachidia 県では飲料水供給は重要な事業の 1 つとして位置付けられ、1985 年～2001 年において

DH430 百万の投資がなされている。ONEP は全住民への飲料水供給を目的としている。 

調査対象地域である Errachidia 県における飲料水供給は都市部における各戸給水と農村部におけ

る共同水栓による給水が一般的であるが、これらをあわせた飲料水供給施設の普及率を下表に

示す。都市部、地方部ともに 1994 年から 2002 年の間に普及率が大幅に改善していることが分

かる。図 3.7.1 に ONEP が建設・管理している揚水機場および送水管路を示す。 

Errachidia 県における飲料水供給施設普及率 

地域 1994 年 2002 年 

都市部 75％ 100％ 

農村部 31％ 53％ 

出典：“Recensement General de la Population 1994”, Direction de la Statistique and 
Information from ONEP Errachidia Office (2003) 
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3.7.2 電気・通信 

農村地域における電力供給事業については、ONE (Office National de l’Electricite)が施設の建設を

行っているが、上述の地方給水事業と同様に、各地方政府（村役場、市役所等）が独自の予算

によって、施設の建設、維持管理を行っているものも存在する。通常、ONE による電力供給は

送電線、変電所を通じた各戸給電であるが、地方政府による電力供給はディーゼル発電機等を

用いた独立電源方式が一般的である。 

以下に Errachidia 県における電気普及率を示す。ONE は ONEP と共同して政策的に電力と飲料

水施設の同時普及を推進してきていることから、飲料水同様、近年普及状況の改善が図られて

いると推測される。 

Errachidia 県における電気普及率 

都市部 86％ 

農村部 50％ 

出典：“Recensement General de la Population 1994” (Direction de la Statistique)  

3.7.3 道路 

Errachidia 県における道路は、国道、県道、地方道路の分かれており、それぞれの距離および整

備状況は以下のとおりである。 

Errachidia 県の道路整備状況 

 

出典：Information from Delegation de l’equipement, Errachidia 

同県内の道路については県庁所在地である Errachidia と主要な町（Minicipality）の間は国道また

は県道によりほぼ舗装道が整備されているものの、これら主要道路を外れるとほとんどが未舗

装の地方道路となる。図 3.7.2「Errachidia 県道路地図」に現況を示す。 

3.7.4 医療・保健施設 

Errachidia 県における医療・保健施設の区分および整備状況は以下の表に示すとおりである。総

合病院または地域病院に属する医療施設は大きな町（Minicipality）に点在するのみであり、農村

部の村（Rural Commune）においては、ほとんど存在しない。保健所についても、各村（Rural 

 総延長（km） 舗装（km）

（%）

未舗装（km）

（%）

国道 593.9 km 534.9 km
(90%)

59.0 km 
(10%) 

県道 491.3 km 306.8 km
(62%)

184.5 km 
(38%) 

地方道路 802.0 km 78.2 km
(10%)

723.8 km 
(90%) 
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Commune）に一箇所程度整備はされているものの、ハッターラ地区（Ksar/Douar）から距離的に

離れている場合が多く、十分な保健医療サービスを受けられないのが現状である。また、分娩

施設や有資格の助産婦の不足も大きな問題となっている。 

Errachidia 県の医療・保健施設整備状況 

区分 設置ヶ所数 区分 設置ヶ所数 

県総合病院 1 都市村落保健所 
（分娩施設なし） 

8 

地域病院 5 都市村落保健所 
（分娩施設あり） 

2 

ポリクリニック 3 村落保健所 
（分娩施設なし） 

52 

  村落保健所 
（分娩施設あり） 

12 

出典：Information de la Sante, Errachidia 

3.7.5 教育 

Errachidia 県における教育施設としては、小学校 566 校（生徒数 98,158 人）、中学校 49 校（生徒

数 32,407 人）、高等学校 19 校（13,556 人）が存在しており、農村部においても、ほぼ全地区

（Douar / Ksar）において小学校が整備されている。一方で、中学校の設置箇所数は小学校の 10

分の 1 以下であり、平均的にみると各村（Rural Commune）に 1 ヶ所か 2 ヶ所の中学校しか整備

されていない状況である。農村部の地区（Ksar / Douar）によっては中学校が設置されている村

（Rural Commune）の中心部まで距離にして数 10 キロ離れている場合も多く、この中学校まで

の距離が、生徒の進学上の大きな阻害要因となっている。 

特に農村部においては、文化・宗教的な慣習から女子が居住している地区（Douar / Ksar）外の

学校に通うことに抵抗が強く、上述した中学校までの距離が女子の中等教育への低進学率の大

きな原因となっている。 

3.8 ハッターラ農村社会 

3.8.1 生活様式 

本調査のなかで実施した農村社会経済調査（2003 年 6 月）の結果から、ハッターラ農村におけ

る生活様式を以下のように概観することができる。 

(1) 家族構成と識字率 

ハッターラ農村における標準的な家族構成では、一世帯あたり 7 人程度が同居しており、

家族の 1～2 人が出稼ぎに出ている。対象地域全体における非識字率は男性が 29％、女

性が 59％である。また、別に非識字率を分析すると、家族内の意思決定の中心人物とな
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る世帯主（30 代～50 代の男性）の非識字率は 50％以上であり、同年齢層以上の女性の

非識字率は 80％を超えていることが分かる。 

しかし近年では、ハッターラ農村においても、多くの場合、小学校が同地区(Ksar/Douar)

内に整備され、男女の別なく学齢期の子供を学校に通わせる環境が整いつつある。この

結果、12 歳以下の年齢層においては、男女を問わずほぼすべての児童が小学校において

アラビア語の読み書きにかかる教育を受けており、今後、同地域における非識字率は

徐々に改善されていくことが見込まれる。 

(2) 飲料水 

ONEP によって整備された各戸給水および共同水栓を主たる飲料水源とする場合が多い

が（全体の約 58％）、ハッターラを主たる飲用水源として利用している家庭も対象地域

全体で 23％程度存在する。 

各戸給水の行われていない地区においては、共同水栓、ハッターラまたは井戸から住居

まで水を運ぶ必要があるが、このような水汲み労働は通常女性または子供が担っている。

平均的な水汲み作業は 1 日あたり 3～4 回で、一世帯あたり 140～200 リットルの水を運

搬、消費している。水汲み場までの距離は住居の位置によって異なるが、一般的には 0.2

～1km くらいの距離を徒歩で往復し、一回あたりの所要時間は 20 分から 1 時間程度であ

る。 

(3) 家庭用エネルギー 

ハッターラ農村における電化の状況は地域的に大きな格差が存在する。例えば Zone C, D, 

E においてはほぼ 100％、Zone F で 80％の世帯が電化されているのに対し、Zone A, B で

は 50％、Zone G では 20％が電化されているのみである。電化率の低い Zone G において

は、家庭内照明のエネルギー源として 54％が発電機を、14％が石油ランプを使用してい

る。 

料理用の熱源としては、世帯内において LP ガスと薪が目的別に両用されている。具体

的には、タジン、クスクス、パン等の調理には薪、お茶等の準備には LP ガスが用いら

れる。この傾向は Zone 毎に見ても大きな差異は存在しない。 

(4) トイレ 

地域別に大きな差はなく、最も一般的なものは素掘りの乾式トイレ（50％）と手洗い式

水洗トイレ（30％）であり、これらが全体の 80％以上を占める。また、トイレ施設がな

い家庭も 10％以上存在する。 
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(5) 出稼ぎ労働 

一般的には、一世帯から 1～2 人程度が住居地区外へ出稼ぎに出ている。出稼ぎに出るの

は、30 歳代の男性が最も多く、期間的には 1 年以内の短期が 43％、それ以上の長期が

25％、永年的は 20％であり、季節労働は 11％程度である。出稼ぎ先は、モロッコ国内の

大都市が 68％で最も多いが、次いでフランス、スペイン、イタリア、サウジアラビア、

イラク等の海外が 20％程度存在する。一方で、タフィラレト地域内の中小都市で働くケ

ースは全体の 10％程度に過ぎない。 

3.8.2 ハッターラ水利権および伝統的水利権者組織 

ハッターラの水利権者は、各水利権者グループ毎（ひとつの血族であることが多い）に代表者

を決め、これらの代表者の中からハッターラの長を選出してひとつの伝統的水利権者組織を形

成している。各代表者および水利権保有者のグループは 1 日分の水利権を 10 人から 20 人程度

で分配しており、このような水利権保有者グループが水利権周期日数分（通常 8 日から 15 日周

期）存在することから、伝統的水利権者組織は全体で数十人から数百人の水利権保有者で構成

されている。伝統的水利権者組織は、ハッターラの維持管理、改修にかかる労働力・費用を水

利権の量（時間）に応じて水利権者間で分配し、ハッターラの維持管理、改修活動を行ってい

る。 

このような伝統的なハッターラの水利権者組織は、住民から自発的に形成されてきた組織であ

り、法的な地位は有していない。ハッターラの典型的な伝統的水利権者組織を下記に示す。 

ハッターラの伝統的水利権者組織 

 

代表者 代表者 代表者 代表者 代表者 代表者 代表者 

水
利
権
者
グ
ル
ー
プ 

水
利
権
者
グ
ル
ー
プ 

水
利
権
者
グ
ル
ー
プ 

水
利
権
者
グ
ル
ー
プ 

水
利
権
者
グ
ル
ー
プ 

水
利
権
者
グ
ル
ー
プ 

水
利
権
者
グ
ル
ー
プ 

ハッターラの長 
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3.8.3 その他の住民組織 

(1) 農村開発アソシエーション 

ハッターラ地区をはじめとする農村部にはアソシエーションと呼ばれる自発的住民組織 (NGO)

が多く存在する。アソシエーションは 1958 年に制定されたアソシエーション法ダヒール 1-58-

376 号（1973 年と 2003 年に一部改定）に則って設立され、政府登録を行ったうえで、各アソシ

エーションが設立時に設定した活動目的に沿って農村地域におけるインフラ開発、社会開発、

文化事業等を行っている。 

 

Tafilalet 地域において農村開発を行っている Association の数（2003 年） 

郡 登録数 

Goulmima, Tinjdad, Assoul, Amellago 50 

Errachidia, Boudenib 41 

Rich, Imilchil 25 

Erfoud, Rissani, Taouz, Alnif 41 

Beni-Tadjit, Bouanane, Ain Chouater 34 

計 191 

出典：ORMVA/TF 

 

(2) ハッターラ・アソシエーション 

ORMVA/TF は 1999 年以降、伝統的ハッターラ水利権者組織のアソシエーションへの改変を推進

している。これは、ハッターラ水利権者グループのような伝統的な組織が、法律に則って設立

される合法的組織として認知・登録されることによって、外部(政府、NGO 等)からの支援を受

け入れやすい体制を整えることを第一義の目的としている。このような、ハッターラの維持管

理および改修を組織の設立・活動の柱としているアソシエーションを ORMVA/TF は便宜上ハッ

ターラ・アソシエーションと呼んでいる（ハッターラ・アソシエーションも上述したアソシエ

ーション法に則って設立・登録を行う自発的住民組織であるが、その設立背景、活動目的の違

いから ORMVA/TF は他の農村開発アソシエーションと区別している）。 

調査対象地域においては、現在 Jorf を中心とする Zone D に単数または複数のハッターラの伝統

的水利権者組織を束ねて設立した 9 つのハッターラ・アソシエーションが存在するとともに、

これらを取りまとめたハッターラ・アソシエーション連合（Union）も存在する。しかし、その

ほとんどが 2002 年以降に設立されたものであり、外部組織（政府、NGO 等）に対する支援要請

以外に、実質的な活動を行っていないものが多い。 
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また、ORMVA/TF CMV Tinjidad が管轄する Ferkla Soufla 村（Rural Commune）内の 26 箇所のハ

ッターラを対象として設立されたハッターラ・アソシエーション（El Amal）はアソシエーショ

ン登録に加えて、農業用水利用者協会（AUEA）としての登録も行っているが、同アソシエーシ

ョンも 2002 年に設立されたばかりであり、具体的な事業実施実績はない。 

Jorf および Tinjdad 地区に存在するハッターラ・アソシエーションの組織形態については、図

3.8.1 に示す。 

3.8.4 ジェンダー 

調査対象地域で利用可能なハッターラの数と付随する灌漑面積が最も大きい Tizougaghine 地区に

おいて RRA（Rapid Rural Appsaisal: 簡易社会調査）を実施した結果以下の社会的な性差が確認

された。 

- 男性の活動は農作業、家畜の餌やり等が中心である。一方、女性は食事準備、掃除、洗濯、

水汲み、薪集め、成人学習等、多岐に渡った活動を行っている。しかし、その分、農作業へ

の労働負担は男性に比べて少ない。 

- 女性は農作業とお祭りごと（結婚式含む）を中心とした季節カレンダーを作成した。一方、

男性はこれに加えて、季節的な出稼ぎ労働、ハッターラの維持管理作業、学校等を重要イベ

ントとして挙げた季節カレンダーを作成しており、出稼ぎとハッターラの維持管理作業が男

性の重要な仕事と位置づけられていることがわかる。 

- 女子の教育機会（特に小学校への就学率）については以前は男女差異が大きく、その結果、

女性の非識字率が男性に比べて非常に高かったが、この状況は農村部においても急速に改善

されつつある。 

- 男性は約 16km 離れた町における中学校を行動範囲図に示したが、女性はこれを含めなかっ

た。女性はほとんど中学校に進学しておらず、女性が中学校以上の中等・高等教育を受ける

機会は未だ限られている。 

- 男女の行動範囲図における最も大きな違いは、男性の大都市への出稼ぎ労働であった。近隣

の町におけるスーク(市)、郵便局、病院へは男女とも出かけているが、女性が外出する際に

は、父親または夫の許可が必要であり、また、家計の管理は男性が行っている。 

- 一方、同ハッターラ地区内には成人女性を対象とした識字教育、手工芸、文化事業を行って

いる Association が多く存在する。 
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3.8.5 貧困 

モロッコ国では世界銀行の支援を受けて 1991 年と 1998 年に貧困調査を実施している。調査結

果の要約を下記に示す。 

モロッコ国貧困調査結果 

  1990/91 調査 1998/99 調査 

  都市部 農村部 全国 都市部 農村部 全国 

貧困ライン DH/人/年 2,674 2,384 2,495 3,922 3,037 3,337

人口 千人 12,005 13,603 25,608 15,051 12,920 27,971

貧困層 千人 912 2,448 3,360 1,811 3,496 5,307

  (7.6%) (18.0%) (13.1%) (12.0%) (27.1%) (19.0%)

出典：世界銀行, Poverty Updated, March 2001 

 

上記調査の結果によれば、1998 年の貧困層の割合は全国で 19.0％（530 万人）であり、1991 年

の 13.1％（340 万人）よりも上昇している。貧困層増加の理由としては、1) 1980 年代と比べて

1990 年代のモロッコ国の経済成長が停滞したこと、2) 特に農業セクターの成長は－1.8％であっ

たこと、3) 富の分配が偏在し、農村への分配が少ないことが理由として挙げられている。この

ため、農村部の貧困層の割合は 1991 年の 18.0%から 1998 年の 27.1％と著しく増大した。さらに、

Tafilalet 地域はモロッコ国内で最も貧困層の割合が高く、29％となっている。上記調査および現

地調査の結果から本地域における貧困状況は以下のとおりと考えられる。 

- モロッコにおける農家一戸あたりの平均農地面積は 5.78 ha であるが、Errachidia 県では 1.41 

ha にすぎず、零細農家が多いこと。村落内でも所有面積が小さい農家ほど経済的に貧しい傾

向がある。 

- 近年の降雨量の減少により主力産業である農業の生産量が著しく減少したこと。このため、

自給自足が中心となり販売するほどの生産量を上げられず、現金収入源が限られている。 

- 厳しい自然環境および限られた水資源が制限因子となり、経済開発を行うポテンシャルが限

られている。 

- 域内では主要な国道や県道から離れ、道路アクセスが悪いところほど開発から取り残され、

経済的にも貧しい傾向がある。 

本調査のなかで実施した農村社会経済調査から得られた、対象地域のハッターラ農村における

平均的な世帯収入を以下に示す。 
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ハッターラ農村における平均的な世帯収入 

収入源 一世帯あたり収入（DH/年） ％ 

農業生産物 7,200 17 

農作業賃労働 5,050 12 

家畜 4,600 11 

農業関連収入合計 16,850 40 

農業外賃労働 9,700 23 

手工業 1,500 4 

臨時雇い 8,000 19 

仕送り等 6,400 15 

農業関連外収入合計 25,600 60 

合計 42,450 100 

出典：農村社会経済調査報告書（2003 年 6 月）、JICA 調査団  

 

調査対象世帯の平均家族数が 7 人程度であることを考慮すると、一人あたりの年間収入は世帯

収入 DH42,450 を 7 人で割った値、つまり DH6,064 であり、世銀の定めるモロッコ国農村部の貧

困ライン DH3,037/年を上回っている。しかし、収入構造をみると、農業関連収入は全収入の

40％を占めるのみであり、農業関連収入のみを取り出した場合、一人あたりの収入は DH2,400/

年となり、世銀の貧困ラインを下回ることとなる。このように、ハッターラ農村における農民

の生活は農業外賃労働や家族からの仕送りによって支えられているのが現状である。 
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3.9 農業・農村支援サービス 

3.9.1 農業・農村支援サービス制度 

調査対象地域の農業支援サービスは農業農村開発省の下部機関である Tafilalet 地域農業開発公社

（ORMVA/TF）が担当している（図 3.9.1「ORMVA/TF 組織図」参照）。ORMVA/TF は Tafilalet

地域の灌漑地区における灌漑施設の開発・管理および農業・畜産技術の向上・普及を主な活動

としており、同時に、水資源開発、農業開発にかかる関係機関との調整役を果たしている。ま

た ORMVA/TF は灌漑用水の分配・管理・技術指導活動の一環として、農民主体によって建設さ

れたハッターラの改修事業に対し、技術的および財政的支援を行っている。ORMVA/TF の中で、

各部の機能は下記のとおりである。 

ORMVA/TF の部署と主な活動 

部署名 主な活動 備考 

事業計画部 計画策定およびモニタリング・評価、契約管理  

施設部 農業水利施設の計画・設計・工事管理 ハッターラの改修事業に

ついても担当している。 

灌漑網管理部 灌漑施設の維持管理、改修  

農業生産部 農作物生産および農業経済  

普及・育成部 農業普及、研修、農民組織  

畜産部 畜産および検疫  

管理・財務部 人事および人材育成  

機材管理部 資機材の調達および維持管理および ORMVA 施

設の維持管理 
 

出典：ORMVA/TF 

ORMVA/TF 管轄の Tafilalet 地域を 5 つの支局（Errachidia、Rich、Erfoud、Goulmima および Beni-

Tadjit）に分割している。各支局には、コーディネーターがおり、その下に普及・育成、畜産、

施設、灌漑網管理、機材管理を担当する部署がある。支局の下には、普及・育成を担当する開

発センター（Centre Mise en Valeur：CMV）と検疫、予防接収を担当する畜産センター（Centre 

d’Elevage：CE）が合計で 22 センターある。（図 3.9.2「ORMVA/TF 事務所位置図」参照） 

農業支援サービスに関しては、普及・育成部および畜産部→支局→CMV および CE→農民とい

う流れで実施されている。 

3.9.2 農業普及 

ORMVA の農業普及活動は、「ターゲットグループへの農業技術普及」、「多数農民への農業技術

普及」、「個別農民を対象とした農業技術普及」、の 3 つの方式に大別できる。ターゲットグルー

プへの農業技術普及は 1) 農民グループとのミーティング、2) 普及員によるデモンストレーショ

ン、3) 農民グループの他地域への訪問、4) 農民グループへのモニタリングと評価等からなる。
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多数農民への農業技術普及は、1) 一般技術の普及、2) 農民の営農意識の向上、3) 意識向上や

情報伝達における NGO との共同実施、等からなる。個別農民を対象とした農業技術普及は 1) 

農家レベルに応じた個別訪問、2) 先進技術の実現、3) 農家へのインセンティブ、4) 他の農家

の見学を通じた波及効果実現等からなる。 

これらの普及活動は、毎月開催される現場レベルでの会議、4 半期ごとに開催される Errachidia

での会議、毎年 7 月に Errachidia で開催される年次会議で見直しが行われる。特に、年次会議は、

6 月末までに 1 年間の成果と評価をとりまとめ、来年度の普及活動の内容を定める重要な会議で

ある。 

3.9.3 農業試験研究 

ORMVA/TF の農業生産部の下に、10ha 規模の試験農場（Station Experimentale et de Mise en Valeur 

Agricole：SEMVA）が Errachidia に 1 箇所ある。職員数は 5 人で、これに加えて必要に応じて作

業員を雇用している。主要な試験対象作物はナツメヤシであり、試験テーマは、1) ナツメヤシ

に対する点滴灌漑の試験、2) ナツメヤシの苗木の育成技術の改良と農民への配布、3) 気象デー

タの観測、4) ナツメヤシの病害虫対策に関する試験、5) ナツメヤシの収穫に関する技術改良と

デモンストレーション、である。また、圃場の一部を使用して、オリーブ、野菜およびアルフ

ァルファも展示用に栽培している。 

3.9.4 農村女性に対する支援 

これまでの農業普及に加えて、ORMVA/TF では農村女性に対しての支援に力を入れている。本

支援は、「農村女性を対象とした収入創出活動の促進」、「農村女性ための各種トレーニングや支

援」、「ヒツジ（ドーマン種）飼育のための女性協同組合育成・強化」、「女性活動センター

（Centres d’Animation Feminines：CAF）の設置」、および「識字教育」を中心に行われている。 

農村女性を対象とした収入創出活動の促進は、1) 活動組合の育成、2) 野菜栽培場の設置、3) 

ニワトリの配布、などを中心に行われている。農村女性ための各種トレーニングや支援は、1) 

外へ出る機会の少ない女性のためのスタディーツアーの実施、2) 各種トレーニングの実施、等

から成り立っている。女性活動センターの設置は、主にミシン等の洋裁や調理等の活動拠点を

支援するもので、NGO との協同で実施されている。 
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3.9.5 農業協同組合 

ORMVA/TF 管轄の Tafilalet 地域では 13,542 人の組合員からなる 207 の農業協同組合(Cooperative)

が存在する。目的別には 17 種類に分類でき、下記のとおりにまとめられる。 

目的別の農業協同組合数および組合員数 

活動目的 組合数 組合員数 

1. ポンプ組合 79 組合 4,870 人 

2. ヒツジ（ドーマン種）飼育組合（男性） 15 組合 529 人 

3. ヒツジ（ドーマン種）飼育組合（女性） 31 組合 1,117 人 

4. ヒツジ（ドーマン種）組合連合 01 組合 - 

5. 放牧地管理組合 17 組合 4,509 人 

6. 酪農組合 03 組合 615 人 

7. オリーブ油生産組合 06 組合 503 人 

8. 機械および供給品組合 07 組合 51 人 

9. ナツメヤシ生産組合 11 組合 155 人 

10. リンゴ生産組合 01 組合 29 人 

11. 共有地管理組合 09 組合 87 人 

12. 肉牛生産組合 03 組合 66 人 

13. 養蜂組合 08 組合 223 人 

14. 養鶏組合 02 組合 - 

15. 種牛生産組合 07 組合 735 人 

16. 果樹栽培組合 01 組合 30 人 

17. ウサギ飼育組合 01 組合 8 人 

 合   計 207 組合 13,542 人 

出典：ORMVA/TF 

農業協同組合は資機材や家畜の供与等で政府が主導となって形成されたものが多い。組合数の

数が最も多いのはポンプ組合であるが、15 組合（ポンプ組合の 26％）はほとんど活動していな

い。また、12 組合（ポンプ組合の 21％）は組合の収入を支出が上回っている。調査団の現地調

査によれば、酪農組合のように共同出荷等の組合のメリットが大きい場合には、牛乳の売上げ

で十分な収入を上げており、組合は活発に活動を行っている。一方、農産物（ヒツジ、ナツメヤ

シ、養蜂等）の生産組合の多くは、組合活動のメリットを活用しておらず、各農家の独自活動

のみで組合としてはほとんど機能していない。 

3.9.6 農業信用制度 

国営農業銀行（CNCA）は、Errachidia に地域支店（CRCA）があり、さらに、Errachidia、Rich、

Erfoud および Beni-Tadjit に支所（CLCA）がある。ローンには短期ローンと長期ローンの 2 種類

あり、短期ローンで信用を得た者が長期ローンに申請することができる。短期ローンは 1 年以
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内で年率 8～10％であり、長期ローンは 1 年以上 15 年以内で年率 10～12.5％である。この 5 年

間では供与金額の平均は DH1,621,000 でローンの供与金額の合計 DH46 百万の 3%を占めている。

以下に農業銀行平均貸出を示す。 

 

農業銀行貸出実績（2000～2004 年度） 

ERRACHIDIA RICH ERFOUD BENI TADJIT 

CRCA CLCA CLCA CLCA CLCA 
合計 

 
件数  金額 

(DH) 

件数 金額 

(DH) 

件数 金額 

(DH) 

件数 金額 

(DH) 

件数 金額 

(DH) 

件数 金額 

(DH) 

短期 
ﾛｰﾝ 

65 861,318 80 294,280 178 128,375 83 306,768 24 28,780 430 1,619,521 

長期 
ﾛｰﾝ 

15 4,235,908 43 62,133 6 49,893 110 290,188 - - 174 46,381,122

合計 80 5,097,226 123 356,413 184 178,268 193 596,974 24 28,780 604 48,000,463

出典：ORMVA/TF (Moyenne de 5 dernières années des crédits octroyés aux agriculteurs de la zone) 

 

上記農業銀行を通じた信用供与に加えて、貧困層を対象としたマイクロ・ファイナンスが行わ

れつつある。マイクロファイナスのための農業信用基金（Fondation Credit Agricole pour le Micro-

credit）は、2002 年 1 月に Errachidia を重点地区とし、マイクロ・ファイナンスの供与を開始し

た。この供与を利用し、111 人（半分が女性）が合計で 158,000 DH の資金供与を受けた。使用

目的は、家畜の飼育、家畜用飼料の購入およびミシンの購入等である。 
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3.10 環境 

3.10.1 環境現況の概要 

(1) Tafilalet 地域が抱える環境上の問題点 

Tafilalet 地域の気候は極度に乾燥しており、年降水量は北部で 100～250mm、南部では 50mm 程

度とわずかであり、厳しい気候条件におかれている。1980 年代に入り、干ばつが続いており、

砂漠化の進行が深刻化している。 

(2) 砂漠化の状況 

(i) 砂漠化の原因 

一般に砂漠化の原因は、気候の乾燥化という自然的要因によるものと、乾燥地および半乾燥地

の脆弱な生態系の中で許容限度を超えた人間活動が営まれることによる人為的な要因とに分け

られる。Tafilalet 地域で問題となっている砂漠化も、次に示すような要因が複合的に組み合わさ

って発生しているものと考えられる。 

(a) 自然的要因 - 降水量が少ない（干ばつの恒常的な発生） 
- 洪水による土壌の浸食や土砂の運搬 

- 強風による砂の堆積 

(b) 人為的な原因 - 薪炭材の過剰な伐採 
- 草地の再生能力を超えた家畜の放牧 

- 条件の良い土地を求めて行われる開墾 

 

(ii) 砂漠化に伴う影響 

砂漠化に伴う影響は水による浸食、風による浸食や堆砂、植生の減少など多岐にわたり、これ

によって生物多様性が失われているだけでなく、農民や遊牧民の収入にも影響が出ている。 

(a) オアシスでの影響 - 洪水時に河川沿いの土地（主に農地）が浸食される 

- 堆砂による農地やインフラへの被害（Tafilalet 地域では、農地全体の 60％、灌

漑水路（ハッターラを含む）30km、道路 10km が脅威にさらされている。） 

- Bayoud 病によるヤシ園への被害 
- 土壌への塩類の集積 

(b) 放牧地での影響 - 植生の減少 
- 植生の残った放牧地への利用圧力増加 
- その結果、植生が不連続となり、さらに侵食に対する耐性がなくなる 
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(iii) 砂漠化等環境対策の概要 

Tafilalet 地域では、以下に述べるような対策が進められている（ORMVA/TF 管轄外のものを含

む）。 

(a) 森林生態系の再生 - 山間地の住民への指導（家畜を侵入させない、樹木を伐採しない区域を設け

る）および植林（約 1,000ha） 
- 動物の保護区の設置 

(b) 水利施設の整備・改修 - 大規模な水利施設（ダム、堰）の建設 

- 取水堰（barrages de dérivation）による地表水の他流域への送水（Ghéris 川流域

から Ziz 流域川へ） 
- 中小規模の水利施設（ハッターラ、井戸、水路）の整備、改修 

(c) 農家への指導・普及等 - ヤシ園の再生（130,000 株のナツメヤシの苗を配布） 
- パイロットファーム等を通じた節水灌漑技術の普及 
- 農家の収入増のため、果樹植栽の奨励（山間地） 

- 農村女性が収入を得ることができるようにするためのプロジェクト（家畜の飼

育等） 

- 放牧地の利用方法の改善：放牧地の一部を休ませたり、飼料作物を植えたり、

家畜の所有者の共同組織をつくって天然資源の合理的（理性的）な管理をす

る。 

(d) 浸食・堆砂対策 - 砂防ダムの整備 
- 河川の石積み護岸工事の実施（既に必要箇所の 10％にあたる 20km 完了） 

- ヤシ園の中に十字形の防砂柵（ヤシの葉と halfa という草で編んだもの）を設置

(400ha)。費用は、65,000Dh / ha。halfa は価格が高いので、ヤシの葉のみで作ら

れる場合が多い。また、かつてはコンクリート製の防砂板も設置されていた

が、価格が高いこととアスベストが含まれているという問題があって、今では

新規には使われていない。 
- 砂丘の中に 130ha の植樹: Tamarix aphylla（樹木名） 

(e) 塩害対策 - 塩害を受けた土壌の物理、化学特性の改良 
- 塩害に強い種の研究 

 

3.10.2 実施中の砂漠化防止プログラム 

実施中の砂漠化防止プログラムとしては、2001 年 6 月に策定された「砂漠化対策国家アクショ

ンプログラム（仮訳）」（Programme d’action National de Lutte Contre la Desertification）がある。 

3.10.3  環境評価制度 

モロッコ国においては、2003 年 5 月に環境影響評価制度が制定されている。環境影響評価制度

の概要は、表 3.10.1「環境影響評価制度の概要」に示すとおりである。 
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第 4 章 開発阻害要因および開発ポテンシャル 

4.1 東部アトラス地域におけるハッターラ農村開発の方向性 

Tafilalet 地域は年間降水量が 50～200mm 程度と著しく小さい上、年変動も大きく、渇水年が数

年に亘り継続する気象条件下にある。農村社会の持続的維持に農業生産量の安定が不可欠であ

るが、同気象条件は貯水ダムまた洪水灌漑への移行を困難なものにしている。また同時に、限

られた地形条件下ではダム、洪水取水堰建設による受益地も限られ、広範な地域に分布するハ

ッターラを包括して水資源開発を行うことは非常に困難といわざるを得ない。 

一方でハッターラによる水利用は慣行水利権を基礎とした堅固な農村組織基盤から成り立って

おり、24 時間流下するハッターラ水を利用した農業形態は持続的可能な農業の維持に大きく貢

献している。大都市等の消費地が近傍にないこと、また Agadir、Marrakech からの安価な農産物

流通が同地域の農業の発展を阻害している事実もあるが、反面乾燥地に適するデーツ栽培によ

る安定収入の確保と、野菜栽培による自家消費を基本とした営農形態はポンプによる地下水利

用への急激な移行を抑制し、安定的、継続的に地下水が利用できる所謂｢環境保全型農業｣の形

態となっている。 

消費面では小麦、野菜はもとより鶏、羊肉に至るまで Tafilalet 地域の地域外からの供給が多く、

域内の市場性は十分に確保されており、同地域における農業はこのハッターラ水の利用を根幹

とした安定した生産量の確保を第一に実現し、将来的には域外への市場を開拓することが提案

される。 

ハッターラ農村の抱える問題として、近年のハッターラ水量の低下と、これに伴う農産物生産

量の低下、困窮農民の職を求めての都市部への離村が挙げられる。これら問題の根本は渇水年

の継続による地下水位の低下にあることは間違いなく、ハッターラ水源量の確保が最も重要且

つ緊急の課題となっている。ハッターラと灌漑水路の改修を促進し、更に節水灌漑の導入・普

及を行うことによりハッターラ水の利用効率を総合的に高め、崩壊が進むハッターラ農村を維

持することが Tafilalet 地域に課された基本的な農村開発計画といえる。 

次表に現在の Tafilalet 地域の水源利用量を示す。表面水利用量（2003/2004 年）は 1971 年から

2004 年までの 34 年間の平均利用量とほぼ一致しており、表面水利用は全体の 2/3 を占める。し

かし表面水の利用量は年毎に大きく変動し、ダム貯水量の推移から判断すると、表面水の平均

利用水量の 50%にも満たない年が 34 年間のうち 16 年あり、且つこの渇水が 5 年から 10 年継続

する傾向にある。農業生産を行なう上で最も重要な条件は安定した農業生産量を確保すること

であり、農地は開墾、施肥を毎年繰り返すことにより地力が維持され、安定した収量が確保さ

れるものである。生産量の安定化に関し、ダムまたは洪水取水を利用した灌漑は大きな制限因

子があると言わざるを得ない。 
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Tafilalet 地域の水源利用量 

区  分 施  設 利用量 備  考 

表面水利用 
（2003/2004） 

ダム貯留および洪水

取水 
108 Mm3 （63%） 表面水利用ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ 

Ziz 川流域 ： 243 Mm3 

Gheris 川流域 ： 106 Mm3 
Guir 川流域 ： 188 Mm3 

合  計 ： 537 Mm3 

地下水利用 揚水井戸 22 Mm3 

 ハッターラ 31 Mm3 

 上水井戸*1 11 Mm3 

 合計 64 Mm3 （37%） 

 

表面水・地下水合計 172 Mm3 （100%）  

注*1：上水井戸からの揚水量は 2000 年における計画揚水量とした。 

一方、地下水利用に関してはハッターラからの流出が全体地下水利用の約 50%となっており、

ついでポンプによる灌漑が約 30%を占める。ポンプ灌漑の普及状況は地域により大きく異なり、

Tinejdad 近郊では灌漑水源をハッターラからポンプ揚水に移行した結果、殆どのハッターラで水

量が涸渇した。ポンプ機場は 100～300m 間隔で設置されることもあり、相互に干渉しあった結

果、Tinejdad 地区では 10 年前に 400 箇所存在したポンプ機場が現在は約 90 箇所に減少しており、

地下水位も 50m 近く低下した地区もある。ポンプによる地下水利用は送水ロスが軽減され、ま

た灌漑のタイミングに適った揚水ができるなど、ハッターラ利用に比べ利便性に優れるが、一

度ポンプ灌漑に移行した地区において、地下水の過剰低下の問題から再度ハッターラ取水に切

り替えることは非常に困難であると考えられる。ポンプ灌漑についてはハッターラの補完的利

用と考え、ハッターラの水源を基本とした地下水の保全を考慮した対策が提案される。 

渇水年が 1997 以降長期的に継続する中で、ハッターラの水が著しく減少または完全に涸渇した

ハッターラは全体ハッターラの半数以上の 220 箇所に上っている。農家収入を得るための最小

限の水量を確保する上で、水源涵養、洪水取水堰の建設もハッターラ水量増加の 1 つの対策と

して重要である。この政策は ORMVA/TF が近年実施している水資源利用に関わる事業内容（次

表）と一致しており、Tafilalet 地域の開発目標として異論ないことが分かる。 

ORMVA/TF の水利施設整備目標（2006-2008） 

 整備内容 施   設 

1. 中小水利施設建設（PMH） 洪水取水堰、水路、ハッターラ改修、ポンプ施

設 

2. 洪水被害施設改修 インフラ施設、河川護岸堤 

3. 洪水取水施設補修 洪水取水堰、水路 

出典： Rapport de Gestion 2006-2008, ORMVA/TF (draft) 
注： PMH: Petite et Moyenne Hydraulique 
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4.2 ハッターラ改修および農村開発上の主要阻害要因 

4.2.1 分析方法 

農村開発上の主要阻害要因を分析するに当たっては以下の方法を用いている。 

1) 既存資料、文献のレビュー 

2) ハッターラおよびハッターラ農村の現地踏査 

3) ORMVA/TF 職員、現地住民からの聞取り調査 

4) ORMVA/TF 職員、また関係アソシエーションを対象に行なったワーク･ショップ 

5) ハッターラ・インベントリー調査結果の分析 

6) 農村社会調査（RRA）による質問票の分析 

7) 農村インフラ整備に関する関係省庁からの聞取り調査 

現地調査は調査団と ORMVA/TF カウンター･パートとの合同調査で実施した。調査団はハッタ

ーラの現状、農業・灌漑の実態、また農民組織の活動状況を整理するとともに、ハッターラ・

灌漑水路改修、営農計画、農民組織育成についてマスター･プランのコンポーネント策定に必要

となる情報収集に重点を置いて阻害要因の調査を行った。ハッターラ農村は Tafilalet 域内に広く

分散するため、水資源の利用ポテンシャル、ハッターラ水量の多少、既存の農村組織の設立・

活動状況が大きく異なることから、各地域（ゾーン）によるハッターラ農村の形態に留意し、

農村開発上の主要阻害要因の分析を行なった。 

4.2.2 主要阻害要因 

(1) 水資源 

(a) 降雨量の減少 

Tafilalet 地域では 1980 年代より年間降水量は減少し続け、いまだに回復傾向には至って

いない。最近では 1997 年から継続する旱魃によって、地表水と地下水涵養量が著しく減

少している。洪水灌漑の導水路がハッターラ掛りの農地の下流に建設されている例も見

られるが洪水の回数も減少しており、生産量に影響を与えている。 

(b) ポンプ灌漑への移行 

Todra 川、Gheris 川に隣接した地域で利便性からポンプ灌漑に移行した地域が見られる。

しかし 1980 年以降の渇水により地下水位は低下しており、揚水費の高騰によりポンプ灌

漑が維持できない農家も出てきている。ハッターラは維持管理の日常化により取水機能

が維持されるものであるが、一部地域の住民により維持管理形態が損なわれた場合、周
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辺ハッターラに与える影響も大きい。ハッターラ近傍でのポンプ使用を自主規制してい

る地域もあるが、各ハッターラの位置する社会性の変化により、ハッターラ全体の機能

が損なわれる可能性を常に考慮する必要がある。 

(2) ハッターラ 

(a) 渇水によるハッターラ水量の低下 

ハッターラ水量の低下は降雨量の減少に伴う涵養量の低下が主要な原因である。特に南

部の Sifa 地区（ゾーン E）、Rissani、Taouz 地区（ゾーン F）、Alnif 地区（ゾーン G）で

はハッターラの涵養域が数 10km2 と小さいことから旱魃の影響を受け易く、2001 年から

現在までに 70%の流量低下が見られる。Guir 川、Gheris 川の旧氾濫域に位置するハッタ

ーラは流域面積が大きく、旱魃の影響を比較的受け難く安定した流量が得られる。 

(b) 漏水、維持管理労力負担によるハッターラ水量の低下 

ハッターラは最上流部に地下水面が存在し、ハッターラ内に地下水が湧出する。湧出部

の下流は導水域となるが、同区間が砂礫地層からなるハッターラでは同区間からの漏水

が大きくハッターラの利用水量が減少する結果となる。またハッターラの横坑の崩壊、

また竪坑から侵入した砂が横坑に堆積し、流積を阻害し易い。ハッターラの維持管理は

伝統的水利権者組織により実施されるが、特に延長が長く砂礫部を通過するハッターラ

についての維持管理費は大きく住民の維持管理費の過負担または過大な労働負担となっ

ている。特に河川（ワジ）に並行して建設されたハッターラでは洪水が竪坑から流入し、

竪坑、横坑に侵食被害を及ぼすほか、堆積した土砂の除去作業に多大な労力を必要とす

る。 

(c) 技術的確証（地下水調査）の不足 

ハッターラの流量増加に寄与する方法としてハッターラ（母井戸）の延長が挙げられる。

延長工事は 30m 程度を 1 つの単位として上流方向へ延長するのが一般的であるが 30m

当たり約 DH20,000 の経費がかかり、期待した流量が得られない場合、農民に経済的負

担のみを強いる結果となっている。水利地質調査を行なうことが解決方法として挙げら

れるが、住民による負担は困難な状況にある。 

(d) ハッターラ改修を制約する慣行水利権の存在 

隣接して複数のハッターラが存在する場合、ハッターラの延長、また横坑水路底部の盤

下げにより流量の増加を図る場合は周辺ハッターラの水利権者組織の承認が必要となっ

ている。ハッターラの維持管理費の負担能力は農村ごとに異なり、財政的な問題から積

極的な改修工事の実施は困難な場合が多い。 
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(e) 揚水過多による地下水位の低下 

Tinejdad 地区周辺で見られるように、ポンプによる地下水揚水により地下水が低下し、

ハッターラが完全に涸渇した例が見られる。ハッターラは多大な維持管理労力を必要と

するが一度維持管理を放棄したハッターラを元の状態に戻すことは困難である。 

(f) 縦断線形、断面形状の限界 

ハッターラの縦断線形、断面形状の調査結果から以下が判明している。 

・ 縦断線形は 1/3,000～1/5,000 程度と殆ど水平勾配に近いハッターラが多く存在する。

これは農民がハッターラ流量の増大を目的として可能な限り横坑を深く盤下げした

結果である。ハッターラによっては基礎岩盤近くまで到達しており、横坑区間で岩

の露頭が部分的に存在する場合、横坑全体の盤下げは非常に困難となる。 

・ ハッターラの下流出口部付近では土被りが小さいため、横坑の崩落を防止する目的

からも断面高が 1m 程度と極めて低く、維持管理作業にも支障を与えている。 

・ 数百年の歴史を持つハッターラの平面線形は殆どが大きく屈曲した形状を持つ。こ

れは掘削時に少しでも軟質な地層部を求めて掘削作業を行なった結果である。 

上記の状況はハッターラの改修、維持管理作業を困難にしており、結果改修工事費の増

加、流量増加の支障となっている。 

(g) 流量変動 

Tafilalet 地域では 11 月から 3 月に降雨が多い。ハッターラの水量は降雨の影響を受ける

が、特に春先にかけて流量が減少するため栽培が冬作の 1 作に限られる地区も多く存在

する。 

(3) 水利用 

(a) 水質悪化による飲料水としての利用価値の低下 

家畜の排泄物や生活雑排水の地下浸透により水質の悪化を招いているハッターラが見ら

れる、本調査にて水質検査した 28 ハッターラでモロッコ国の飲料水基準に適合したハッ

ターラが皆無であったように、ハッターラの水が飲料水として適しているとは言えない。

ONEP による飲料水供給施設の普及に伴い、飲料水としてのハッターラ水の利用価値は

低下している。 

(b) 灌漑水路における送水、分水ロスによる利用可能量の減少 

灌漑水路の大半が土水路のままであるため、送水途中で多量の水が土中に浸透し、灌漑

用水として利用可能量を減少させている。また、土を積み上げて分水や止水をする現行
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の分水口からの漏水量も、その数が多いため、利用可能量を減少させる要因となってい

る。 

(c) 灌漑効率の低い水盤灌漑による利用可能量の減少 

ハッターラ地区の灌漑はこれまで例外なく水盤灌漑方法により行われてきた。しかし、

水盤灌漑は圃区全体に湛水させるため土壌面蒸発が大きく、圃区内の湛水時間差や不均

一な湛水深に起因する根群域下層への浸透も大きい灌漑効率の低い灌漑方法であり、水

の有効利用を妨げている。 

(d) 水利権に基づく灌漑周期、灌漑時間の固定化による灌漑融通性の欠如 

ハッターラの配水管理は伝統的な水利権に基づく時間給水によるローテーション灌漑で

ある。定められた周期日数と時間により取水する方法では、栽培時期や生育ステージに

より変化する作物消費水量に適した灌漑水量の供給は困難で、過剰または過小灌漑にな

らざるを得ず、水の有効利用を妨げている。 

(4) 農業・普及 

(a) 降雨量の低下による農業生産量の著しい減少とこれに伴う現金収入の減少 

調査対象地域においては最近の降雨の減少で主要作物の生産量は過去 10 年間で半減して

いる。一方、渇水の影響で、主食のコムギを除くとナツメヤシ、オリーブ、アルファル

ファ等の耐乾性の強い作物が栽培の主流となっており、換金性の高い野菜等はポンプ灌

漑が可能な地域を除くとほとんど栽培されていない状況である。 

(b) 現地適用可能な農業技術の研究・開発に関する投資が不十分であること 

ORMVA/TF の農業生産部の下に、10ha 規模の試験農場が Errachidia に 1 箇所あり、職員

数は 5 人にすぎない。研究テーマはナツメヤシ栽培が中心であり、近年節水灌漑につい

ての試験研究も追加された。これらは調査対象地域にも応用可能であるが、ハッターラ

の特性を考慮した水利用や栽培体系等の現場レベルでの研究は行われていない。 

(c) 節水灌漑に関する積極的な普及活動が他の活動と比較して十分でないこと 

調査対象地域における普及対象は主要作物であるナツメヤシ、オリーブおよび穀類の栽

培方法が中心となっている。一方、野菜・牧草に対する栽培技術、特に節水灌漑への普

及活動はまだ限定されている。特に、ハッターラ農村においては節水灌漑に関する普及

は行われていない状況である。 

(d) CMV オフィスにおける自動車などの機動力が十分でないこと 

ORMVA/TF 管轄の Tafilalet 地域を 5 つの支局（Errachidia、Rich、Erfoud、Goulmima およ
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び Beni-Tadjit）に分割している。各支局の下には、普及・育成を担当する開発センター

（Centre Mise en Valeur：CMV）が合計で 22 ある。しかしながら、各センターには 2 台

程度の車両しか配備されておらず、きめの細かい普及を実施するための機動力が不足し

ている。 

(5) 農村社会／組織・制度 

(a) 政府支援制度の整備遅れ 

ハッターラは住民の自発的な開発行為によって建設された灌漑施設であることから、国

が建設した灌漑施設に比べて、施設の維持管理、改修事業等にかかる支援制度の整備が

遅れている。 

(b) ハッターラ改修事業支援制度の広報不足 

ハッターラ改修事業に対する支援としては、ORMVA/TF による技術・財政支援のほか、

モロッコ国の社会開発局（ADS: Agence de Développement Social）による改修資材供与、

国際農業開発基金（FIDA: Fond International pour le Développement Agricole）、日本国政府

の草の根無償資金協力による財政支援等が存在する。しかし、これらの各支援制度の内

容、要請方法、要請にあたっての必要要件等については、ハッターラ農村の住民まで十

分な情報提供がされておらず、また、各支援組織の支援方法、要請手続きが異なること

から、住民が自ら支援要請を行うことが困難な状況にある。 

(c) 政府登録を行っていないハッターラの伝統的水利権者組織 

ハッターラの伝統的水利権者組織は、各村落の慣習法に則って水利権者グループの代表

者ならびにハッターラの長を選出し、ハッターラの維持管理作業を永年実施してきてい

る。このような慣習法に則った伝統的水利権者組織の運営方法は、各ハッターラ農村の

歴史的・社会的背景に合致したものであり、ハッターラの維持管理・改修作業を水利権

者間で公平に分担・実施するために非常に有効であった。 

しかし、このような伝統的組織は法的に認知された（政府登録を行った）住民組織では

ないこと、また近代的な法制度に沿った組織運営がされていないことから、上述した政

府およびその他外部支援機関（国際援助機関、NGO 等）からの支援を受けることが難し

い。 
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4.3 開発ポテンシャル 

上記 4.2 で述べた主要阻害要因に関し、現地調査を行った結果から考察される開発のポテンシャ

ルは以下のとおりである。 

(1) 水資源開発 

本調査対象地域は Guir 川流域、Ziz 川および Gheris 川流域、Maider 川流域からなり、これら流

域の開発のポテンシャルは 3.3 (1)項に示したとおりである。DRH はこれら流域にダム施設を建

設する計画があるが、ここでは特に短期的な地下水、また表面水利用についてダム建設を除い

た場合の開発のポテンシャルを示す。 

Guir 川： 河川流出量の約 80%が開発可能である。利用可能な年間流出量は 153 Mm3 に達する。

同流域に Zone B、C が位置し、地下水涵養、表面水開発のポテンシャルは高い。 

Ziz 川： 河川流出量のほぼ 100%が利用されており、開発の余地は殆どない。Ziz 川下流域に

Zone F (Rissani, Toauz)があるが水源は Greris 川から Ziz 川に転流される河川水量に依

存する。 

Gheris 川： 河川流出量の 25%（26 Mm3）が開発可能である。Gheris 川流域には Zone D、E の地

下水位の低下が著しい地域がある。同地域に対し洪水灌漑の促進と地下水涵養を行

うことが可能である。 

ハッターラ涵養域に対し洪水等を転流する方法については洪水の発生頻度に大きく依存するが、

ハッターラの水量増加に大きく寄与するものである。涵養施設としては涵養池・ダム、河川氾

濫源の拡幅、緩勾配河床の建設、灌漑農地からの浸透による涵養が挙げれられる。問題点とし

ては上記に共通する点として堆砂による施設機能の低下が挙げられる。 

ORMVA/TF は調査地域内で既に数十箇所の取水堰を建設しているが、いずれの場合も灌漑農地

への灌漑水の導水を目的としているが、一方で農地に必要以上の洪水が供給される場合には、

農地面からの涵養効果（下方浸透）が期待できるものである。 

(2) ハッターラ 

浅層地下水を取水源とするハッターラの取水量は地下水位に最も影響を受ける。地下水位を維

持または上昇させるためには地下水の涵養を促進するほか、維持管理不足により取水ができな

いハッターラについて横坑内の堆積土の除去、坑壁の保護等の対策を行う。ハッターラの導水

部のライニングは利用可能量の増加に加え、維持管理を容易にすることが可能である。以下に

ハッターラ水源に関わる開発のポテンシャルと問題点をゾーン毎の特質を考慮し考察する。 
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・水源水量の増加 

ｿﾞｰﾝ 現  況 開発のポテンシャル 

A Gheris 川流域のﾊｯﾀｰﾗは同河川からの涵養水を取水しており、

取水部の延長により水量の増加を図ることが有効である。 

Todra 川沿いの地域は上流のﾎﾟﾝﾌﾟ灌漑により地下水が低下し

ている。ﾎﾟﾝﾌﾟ灌漑規制による地下水位上昇が必要である。 

Gheris 川の涵養の促進により水量の増加

が可能である。 

Todrha 川沿いのﾎﾟﾝﾌﾟ灌漑の規制は困難

なため水量増加のﾎﾟﾃﾝｼｬﾙは小さい。 

B Ait-Aissa 川流域（Gheris 支川）は水量は比較的豊富である。

河川に並行してﾊｯﾀｰﾗがあるため、ﾊｯﾀｰﾗ取水部の延長により

水量の増加を図ることが有効である。 

ﾊｯﾀｰﾗ取水部の延長による水量増加のﾎﾟﾃ

ﾝｼｬﾙは高い。 

C Guir 川の河床部を水源としているﾊｯﾀｰﾗについてはﾊｯﾀｰﾗ取水

部の延長により水量の増加を図ることが有効である。 
水量増加のﾎﾟﾃﾝｼｬﾙはは高い。ﾊｯﾀｰﾗ取水

部の延長による水量増加のﾎﾟﾃﾝｼｬﾙは高

い。 

D Gheris 川からの地下水涵養域に関しては涵養量の増加により取

水量の増加が図られる。 

Todra 川沿いの地域は上流でのﾎﾟﾝﾌﾟ揚水により地下水位が低

下しているため、水源量の増加は少ない。 

Todrha 川沿いの洪水取水による灌漑の規

制は困難なため水量増加のﾎﾟﾃﾝｼｬﾙは小

さい。Oukhit 川からの流出を涵養するこ

とが提案される。 

E Gheris 川右岸は水量があるﾊｯﾀｰﾗと無いﾊｯﾀｰﾗが混在している。

砂漠（dune）地帯の維持管理状態により差が出ていると推察

される。 

Hanich 川および Gounat 川（ワジ）から

の流出を涵養源にすることにより水量増

加が期待できる。 

F Rissani 地区は Ziz 川からの涵養量の増加により水量増加が可

能であるが、渇水年には灌漑農地で消費され殆ど涵養は見込

めない。Ziz 川下流の Taouz 地区は地下水量が乏しいため、水

量増加は困難である。 

Rissani 地区は地下水の塩分濃度が高く灌

漑には不適である。南部の Taouz 地区で

は Ziz 川、Gheris 川、Todrha 川の洪水も

届かず、水量増加は困難である。 

G 涵養に供する流域が概して小さい。河川伏流水を場合によっ

てはポンプ取水している。河床堆積物も層厚が小さい場合に

は、基礎岩盤の裂罅水を取水源として開発することが検討さ

れる。また河川に横断的に集水渠を設置することにより取水

量の増加を計画できる。 

流域が小さいことから年変動が大きい。

河川伏流取水区間の延長や、地区による

が岩盤からの取水によって水量の増大は

期待できる。 

 

(3) 水利用 

ハッターラの水利用者は、年間降水量が僅か 50～200mm に対して蒸発量が 2,000～3,000mm と

いう乾燥地で、かつ水量が平均約 5.7 lit/sec という苛酷な作物栽培環境に対応するため、永年に

わたり共同の水利慣行や節水的な栽培条件の整備に努力してきた。 

その具体例を列挙すれば次のとおりである。しかし、これらは水利用に関する開発ポテンシャ

ルの一部を活用しているに留まっている。 

- 24 時間完全ローテーションに基づく厳格な配水時間管理による無効放流の根絶 

- ナツメヤシやオリーブ等の高低木植栽の直射日光遮断効果による蒸発量の抑制 

- 灌漑水路のコクリートライニングによる搬送ロスの低減 

- 圃場の小区画化による湛水深の均一化による灌水量の節減 
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- ナツメヤシ等の樹木に対する根群域への部分灌漑による灌水量の節減 

水利用の面から開発ポテンシャルを探求するアプローチは、ハッターラによって得られた水を

いかに無駄なく、効率的かつ節水的に利用するかにかかっている。 

節水対策の基本は 1) 蒸発散量の抑制、2) 土壌浸透量の抑制、3) 管理ロスの低減であり、これ

らを実現するための具体的な節水対策として下表のような方法が挙げられる。 

これらは灌漑水路レベルと圃場レベルに区分でき、ハッターラ灌漑地区の現状を踏まえ、開発

ポテンシャルの高いアプローチを以下に抽出する。 

灌漑水路レベル 

- 灌漑水路の大半は浸透ロスの大きい土水路であり、搬送効率の一般値*は土水路の場合で

70～80%に対してライニング水路の場合で 80～90%と 10%程度の差があるとされており、

土水路をライニングすることにより、利用可能量が確実に増大する。 

*出典："Applications of Climatic Data for Effective Irrigation Planning and Management"(FAO) 

- 現行の分水口は土を積み上げるだけのものであり、漏水や操作上の管理ロスが避けられ

ない。分水口の構造改良による止水性と操作性の向上は浸透量抑制と管理ロス低減の効

果が認められ、箇所数が多いだけに、改良すれば利用可能量の増大が見込まれる。 

圃場レベル 

- 土壌面蒸発や根群域下層への浸透損失が大きい水盤灌漑に変わり、部分灌漑でこれらの

損失が抑制できる畝間灌漑や、根群域に限定的にまた直接、灌水する点滴灌漑といった

節水灌漑方法が普及すれば消費水量を抑制でき、同じ水量でも灌漑面積を拡大すること

ができる。 

- 灌漑周期と灌漑時間が定められている伝統的な水利権を変えることは難しい。しかし、

こうした慣行水利権を前提としても、圃場内貯水槽を設置することによって、間断日数

の短縮等、灌漑の融通性を向上させることが可能となる。その結果、夏季における野菜

栽培の導入も可能となり、水の利用効率向上に役立つ。 
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水利用における効率化・節水対策 

節水対策 節水効果 
区分 

分類 対策方法 
節水内容 蒸発散量

抑制 
浸透量抑

制 
管理ﾛｽ低

減 

防風林 風速抑制 ○   
多層栽培 日射量抑制 ○   蒸発量抑制

マルチ栽培 
土壌面蒸発量抑制 
（土壌水分保持） 

○   

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ灌漑 灌水の均等化  ○ ○ 
畝間灌漑 部分灌漑 ○ ○  灌漑方法 

点滴灌漑 部分灌漑、効率向上 ○ ○ ○ 
栽培作物の選択 消費水量の少ない作物 ○   

栽培方法 
ﾀﾞﾌﾞﾙｻｯｸ工法等 根群域の改良 ○ ○  

土壌改良 保水剤 土壌水分保持  ○  

圃場 
レベル 

水管理改善 貯水槽の建設 水利用の融通性向上   ○ 
水路のﾗｲﾆﾝｸﾞ化 浸透ﾛｽ抑制  ○ ○ 

搬送ロス 
水路の暗渠化 水路水面蒸発量抑制 ○   灌漑水路 

レベル 

管理ロス 分水工の改良 管理ロスの減少  ○ ○ 
 

(4) 農業・普及 

農業・普及における開発ポテンシャルは下記のとおりである。 

- 土壌面からは作物生産面積の拡大が可能であること。 

- 農業普及に関しては、普及アプローチおよび組織面から基本的な基盤は整備されていること。 

- ORMVA/TF が制度面で、農村女性や貧困層に対する支援を開始していること。 

既存の農業等の活動についての概略の強み・弱み分析は下記のとおりであり、本分析結果に基

づいて、営農計画および農村開発計画を策定することとなる。 
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既存生産活動の強み・弱み分析（概略） 

 強み 弱み 

ナツメヤシ - 本地域の特産品であり、市場競争

力を有する。 
- 優良品種が不足している。 
- 病害被害が拡大している。 

- 年間水消費量が大きい。 

オリーブ - 自家消費分を含め安定した需要が

ある 
- 老齢木の占める割合が高い。 
- 伝統的な搾油法に頼っている。 

- 年間水消費量が大きい。 

果樹（リンゴ等） - 一部地域では品質面で市場競争力

を有する。 
- 大部分が小規模経営である。 
- 販路が限定されている。 

- 年間水消費量が大きい。 

穀類 - 水消費量が少ない。 
- 価格が安定している。 

- 生産性が低い。 

 

野菜 - 域内に輸入されており市場ポテン

シャルを有する。 
- ポンプに頼った生産システムであ

る。 
- 価格の変動が大きい。 

飼料作物 - 自家消費分（家畜用）を含め安定

した需要がある。 

- 水消費量が少ない。 

- 価格が安い。 

ヘンナおよびクミン - 一部地域で特産物化している。  

家畜 - ドーマン種（ヒツジ）等の有望品

種の存在している。 

- 域内では輸入しており市場ポテン

シャルを有する。 

- 経営規模が小さい。 
- 販路が未開拓である。 

- 飼育技術が未熟である。 

養蜂 - 特産物として市場価値が高い。 - 餌の供給源としての花が不足。 
- 経営規模が小さい。 

その他（布製品）  - 販路がない。 

- 導入初期段階であり生産技術が未

熟である。 

 

(5) 農村社会／組織制度 

ハッターラ農村における各農民組織の能力は地区毎に異なるものの、以下の表のとおり概観す

ることができる。 
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ハッターラ農村における農民組織の能力 

種別 制度面 活動実績・ 運営能力 

  農民参加度 会費徴収能力 事業実施能力 

× ○ ○ △ 伝統的水利権者組織 

－政府登録なし 

－慣習法による運営 

水利権保有者の協働に

よるﾊｯﾀｰﾗ維持管理・

改修作業の実施 

ﾊｯﾀｰﾗの長が水利

権保有者から徴

収 

過去の経験・ﾉｳﾊｳを有する

が、新しい手法・技術に保守

的 

○ × × △ ﾊｯﾀｰﾗ･ｱｿｼｴｰｼｮﾝ 

－政府登録あり 

－近代法に則った運営

（定款制定、総会開催

等） 

外部支援組織に対する

要請手続きが主な活動

会費の徴収はほ

とんど行われて

いない 

比較的若いﾘｰﾀﾞｰのため、新

しい手法・技術の導入に積極

的であるが、過去の経験・ﾉｳ

ﾊｳを有さず、また、伝統的組

織との間に壁がある 

○ △ × △ 農村開発ｱｿｼｴｰｼｮﾝ 

－政府登録あり 

－近代法に則った運営

（定款制定、総会開催

等） 

組織によってバラツキ

あり 
会費の徴収はほ

とんど行われて

いない 

比較的若いﾘｰﾀﾞｰのため、新

しい手法・技術の導入に積極

的であるが、過去の経験・ﾉｳ

ﾊｳを有さず、また、伝統的組

織との間に壁がある 

 

上述した農民組織の能力分析の結果、農民組織育成にかかる開発ポテンシャルは以下のとおり

であると考えられる。 

- 伝統的水利権者組織は法的な地位は有していないが、地区の慣習法によって組織を統率し、

これまで永年にわたりハッターラの維持管理、改修活動を続けてきた。ここでの知見と事業

実施能力、ノウハウの蓄積は、今後のハッターラ維持管理・改修活動の基礎となる。 

- 伝統的水利権者組織を制度面で強化し、ハッターラ・アソシエーションとして登録、運営す

ることにより、これまで蓄積してきたハッターラ維持管理、改修活動における統率力、事業

実施能力、ノウハウを継承しながら、外部組織からの支援窓口としての機能を併せ持つこと

ができる。 

- 伝統的水利権者組織のアソシエーションへの改変・強化が困難である場合には、既存の農村

開発アソシエーションと伝統的水利権者組織が協力・連携することによって、両組織の利点

を生かして、ハッターラの維持管理・改修事業を実施することができる。 

- ハッターラ・アソシエーションはハッターラの維持管理・改修事業をその活動の核としなが

らも、将来的には伝統的組織との信頼関係・連携を基礎として、同地区内におけるその他の

農村開発事業（教育・保健施設の整備、識字・衛生啓蒙活動等）に取り組んでいくことも可

能である。 
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第 5 章 オアシス農村開発マスタープラン基本構想 

5.1 開発基本構想策定のアプローチ 

本調査はハッターラを利用している農業・農村の開発を基軸とする。ハッターラは約 410 箇所あ

るが、水量の確認されているハッターラは 191 箇所であり、水量が確認されるハッターラと完全

に涸渇しているハッターラが混在している集落が多く存在する一方、全てのハッターラが涸渇状

況にある集落も存在する。一方、水源量のポテンシャルは地域間で異なり、ハッターラの代替水

源としてポンプ揚水が本格的に実施されているケースも見受けられ、地域内のハッターラに対す

る自然・社会条件が大きく異なることが現地調査結果から指摘される。これらを踏まえ、ハッタ

ーラを水源とする農業・農村開発方向を決定づけるマスタープラン基本構想の策定へのアプロー

チを以下に示す。 

(a) マスター・プランでは 410 箇所のハッターラおよび関連する農村を開発の対象とする。ハ

ッターラ農村を形成する集落の基本単位である Ksar 内においては、水量のある、または

涸渇したハッターラが混在しているが、ハッターラの水利権は売買契約によりある程度涸

渇したハッターラ農村でも利用されている。このことからマスター･プランでは水量のあ

るハッターラ 191 箇所の改修を早期に行い、水量が涸渇しているハッターラ農村について

は共同ポンプ利用による水量確保等を提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 調査地域は絶対的にハッターラの水量が不足しており、農村開発を策定する上で水源の確

保が不可欠である。ハッターラの水量不足、または涸渇からポンプを使用している地区が

多く存在するため、本調査では既存のポンプについて農業生産活動上必要不可欠な水源と

して認識する必要がある。また、地表水の開発については関係機関との調整を図り洪水取

ﾊｯﾀｰﾗが機能している。 

ﾊｯﾀｰﾗが機能していない。 

基本単位集落 



- 62 - 

水施設等を開発計画に含める。 

(c) 本調査は農村開発を主眼として、水源開発、水利用、営農・普及計画、農民組織設立･強

化、環境保全等、複数の開発コンポーネントからなる。このため複数の所管政府機関が存

在することから、各関係機関の長期的開発計画を十分考慮して、M/P 策定を行う。 

(d) 上記(b)、(c)について実施時期、効果発現期間、予算配分を考慮し、段階的に事業の実施

を行うことを提案する。段階開発では事業の効率性、緊急性、また貧困対策等の項目につ

いても実施計画策定の指標とする。 

(e) 上記(d)の段階開発を行う場合、各段階での開発目標を設定する。調査地域の農村の状況

はハッターラの水不足により、農業生産活動が制限され、人口の都市への流出が見られる

ほど停滞している。この状況を放置すれば農村社会の生活基盤そのものが崩壊する結果と

なる。本事業による開発効果はハッターラの水量（またはポンプ揚水）に大きく依存する

が、水源量増加のポテンシャルには持続可能性を考慮すれば限界があり、現在の地域の状

況ではまず現状の水量維持または改善が実質的な開発目標とならざるを得ない。 

このことから短期目標としては、地域間の水資源の利用可能ポテンシャルを考慮しつつ、

ハッターラの改修を進め、現状の改善に寄与する農業生産性、生活環境の向上に必要と

なる水源確保を開発目標とする。 

中長期目標として更なる農業生産性の向上と持続性のある地下水利用をめざし、ハッタ

ーラの改修に加え、涵養施設の建設により地下水供給の安定化を図り、一部のポンプの

整備・利用を含んだ開発を提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状 

(+) 

(－) 

事業を実施しない場合 

事業を実施する場合 

涵養施設、共同ポンプによる事業便益 

時間軸 

事業便益軸 

ﾊｯﾀｰﾗ改修による事業便益 

中 長 期 目 標 短 期 目 標 



- 63 - 

(f) 本開発調査はハッターラの改修による農村開発を基本としている。ハッターラの水源は地

下水であり、地下水保全の方策の 1 つとして地下水涵養が挙げられる。涵養施設として一

般的に貯水ダムまた涵養ダム等が挙げられる。貯水ダムは貯留水を直接受益地へ導水する

ほか、下流河川敷から帯水層へ涵養する効果を有する。DRH は水資源開発に関わる 5 ヵ

年計画の中で Tadighoust、Ouaklim、Timkit 等の貯水ダム計画を策定している。 

本開発調査では中長期的に涵養施設の建設を想定している。しかし貯水ダムは基本的に

表面水利用でありハッターラの水源である地下水の涵養効果はその一部とならざるを得

ないこと、また涵養域の特定も困難であり、ハッターラ改修計画において貯水ダム建設

を主眼とした地下水保全計画は効果発現の確実性に詳細な検証を必要とすることから、

計画対象施設からは除外する。但し貯水ダムおよび下流灌漑施設の建設が具体化した場

合にはハッターラおよび受益地の灌漑システムとの整合性を採れるように柔軟な開発計

画を策定する。 

(g) 「2020 年農村開発戦略（2020 Rural Development Strategy）」の原則や調査団と ORMVA/TF

が実施したオマーン国への視察調査結果を考慮すると、計画策定、実施、モニタリング・

評価というプロジェクト・サイクル・マネジメントの枠組の中で ORMVA/TF、ハッター

ラ農村農民、およびアソシエーション（ローカル NGO）という 3 大プレーヤーが互いに

協調しつつ、長期にわたりハッターラ改修および農村開発を実施していくことが重要であ

ると考える（下図イメージ図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業実施における組織・制度のイメージ 

ORMVA/TF はプロジェクト・サイクル・マネジメントの中で事業の管理およびプロモー

ターとしての役割を担っていくこととなる。一方、農民は、事業実施だけではなく、事

事業のモニタリン
グ・評価

Association農民

ORMVA

事業の実施

計画策定

ハッターラ改修・農村開発
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業の計画策定およびモニタリング・評価にも係わり、事業全体への参加がより求められ

る。アソシエーションはプロジェクト・サイクル全段階で、ORMVA/TF と農民の橋渡し

役として、かつ、事業のコンサルタントとしての役割が期待される。本開発基本構想に

おいては、これらプレーヤーの役割分担をさらに明確にし、各役割を効果的に推進でき

るような組織・制度の段階的な確立を提案する。 

(h) 農民の参加を促進するためには、短期的にはハッターラの改修や基礎インフラの確保を通

じて、農村における生活基礎を確保することが最も重要であり、長期的には本地域のより

一層の自立を促すための現金収入確保と多様化が必要とされている。既存の ORMVA/TF

の活動をさらに強化するとともに、現金収入源の開発・促進のためのさらなる投資が必要

である。所得向上計画は、農民の意向、ハッターラ農村における限られた資源、ORMVA/TF

の行ってきた支援活動実績を考慮し、野菜や付加価値作物の栽培、小動物家畜の飼育、農

業産物加工を提案する。 

5.2 開発基本目的と上位計画 

ハッターラ改修・農村開発計画に関わる上位計画として、国家開発計画（Plan de Developpement 

National 1999-2004）、セクター別開発計画（Stratègie 2020 de Développement Rural 1999）が挙げら

れる。これら計画の骨子は下記に記されるとおりである： 

1) 国内の食料需要に対して充分な供給を実施するため農業生産物の増産 

2) 地方の人口増加に対応するべく雇用機会の増大と貧困の軽減 

3) 自然に存在する資源の乱開発の防止、土地耕作および水資源の保全 

4) 既存農業システムのリハビリテーション 

5) 地方における男女教育の向上 

6) 公衆衛生、安全な水供給、電化、および交通等社会福祉を充実し、地方における

生活の質の向上 

7) インフラの整備や開発機会を増大し地域および地域間の経済性強化 

本地域における現況は慢性的な地下水不足、またはポンプによる過剰揚水により、本来保全しな

がら進めるべきである水資源利用が無秩序に行われている。その結果、水資源の減少により農業

生産性が低下するとともに、地域の荒廃化に一層拍車をかける事態を招いている。そして、働き

場所を失った農民の都市部への流入が加速され、都市部における雇用不安や治安問題が顕在化す

る結果をもたらしている。 

本地域において上記の計画を達成するためには、最も根本的な問題である水資源の安定化を目指
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し、農業の生産性を向上させ、資金および市場開拓など地方コミュニティを支援することが重要

である。したがって、本基本計画は国家開発計画、セクター別開発計画に沿い、持続可能な水源

開発に基づく適切な水管理、農村への定住条件の確立、または農業生産性の向上を目的とするも

のである。 

5.3 マスタープラン開発コンポーネントの検討 

マスタープランを構想するための行動計画としての開発コンポーネントは、投入する外部資源の

検討とそれを活用する側の内面的発展の検討がある。外部資源としてはハッターラおよび灌漑水

路改修によって得られる水資源を有効的に活用すること、灌漑・営農技術を改善すること等があ

る。内面的発展とその目標は、農民組織を育成･強化すること、保健衛生を向上させること、環

境保全に関して政府および住民組織がキャパシティ・ビルディングを強化すること等である。 

右図に示すとおりハッターラ農村

地域においては、外部資源では水

資源が極端に乏しく、これに付随

して営農・普及、灌漑、農民組織

能力の向上が阻害されている状況

にある。一方農村インフラについ

ては電気、水道は比較的整備され

てきており、2005~2007 年にはほぼ

開発が完了する。本事業において

は第一に外部資源であるハッター

ラおよび灌漑水路の改修により利

用可能水源量の増加を図り、その

結果得られる水量増加と水利用効

率の向上、営農改善を柱として農

村開発を達成するものである。 

具体的な開発項目と開発コンポーネント細目を次表に示す。 

ハッターラ農村地域の整備度 

砂漠化 
環境 

水資源 

農民組織 農村基本 
インフラ 

営農・普及 

灌漑・水管理 

③ 

② 
① 
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マスタープラン開発コンポーネント 

開発コンポーネント  
項 目 外部資源の活用 内発的発展・参加型開発 

ハッターラ改修計画 水源開発 
ハッターラ改修工事 

地下水涵養施設の建設 

水資源保全に対する住民意識の向

上 

営農普及 
計画 

現地適応技術開発 
収入向上活動の普及強化 

収穫後処理施設の建設 

普及面でのアソシエーションとの

連携 

域内需要バランスを考慮した市場

開拓 

水利用計画 灌漑水路網の整備 
節水灌漑の普及 

維持管理組織の強化 
水利用に関するﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ・評価 

農民組織設立・強化 
維持管理計画 

農民啓蒙・トレーニング用教材・機

材の調達 
伝統的水利権者組織の変革 
（アソシエーションの設立・連携強

化） 
アソシエーションの能力強化 

地下水利用 
環境保全 

地下水保全 
砂漠化防止（植林計画） 

砂漠化防止の指導（耕作放棄地の削

減） 

保健・衛生 飲料水（ハッターラ出口部の改修お

よび水質の改善） 
衛生面の改善への住民意識の向上 
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第 6 章 実証調査 

6.1 実証調査の概要 

実証調査は第 2 年次に策定されたハッターラ改修・農村開発計画（マスター・プラン）およびハ

ッターラ改修工事計画に示される事業内容、事業効果の検証を目的として実施した。 

実証調査の目的の詳細は、以下のとおりである。 

1) ハッターラ改修・農村開発計画案において実施が提案されたコンポーネントについて技術

面、社会面および経済面での検証を行い、その検証結果を考慮し、確度の高いハッターラ

改修・農村開発計画を策定する。またハッターラ改修工事計画の改定を行う。 

2) ハッターラ改修・農村開発計画の円滑な実施・運営を行うため、事業の実施主体である

ORMVA/TF に対し、事業モニタリング・評価能力の強化、研修・セミナーによる技術移

転を実施し、ORMVA/TF の能力強化を行う。 

3) 伝統的ハッターラ水利権者組織、ハッターラ・アソシエーション、受益農民に対し、ハッ

ターラ改修事業に対する外部組織からの支援を得るため、組合の政府登録と組織活動の活

性化を促進する。 

4) ORMVA/TF と伝統的ハッターラ水利権者組織、ハッターラ・アソシエーションの共同モ

ニタリング体制の構築の支援を行い、各事業のモニタリング・評価結果を活用し、マスタ

ー・プランへフィード・バックできる体制作りを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終報告書（マスター・プラン） 

選定地区における実証調査 

中間報告書（マスター・プラン案） 

実証調査項目の選定 

実証調査の実施 
モニタリング・評価 

実証調査の目的 
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マスター･プラン（案）で取り上げた事業コンポーネント（第 8 章参照）に従い、事業効果、妥

当性の検証が必要となる項目について実証調査を行なった。 

 

実証調査の内容 

M/P ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ  実証調査内容 活動項目 

     
実施主体： 

ORMVA/TF 
 1) ORMVA/TF に対する

セミナー開催 
・ インベントリー更新 
・ セミナー開催 

     

● ﾊｯﾀｰﾗ改修  2) ハッターラ改修工事 ・ 水量増加便益 
・ 工事計画（設計、施工） 

     

● 灌漑水路改修  3) 灌漑水路改修工事 ・ 水量増加便益 
・ 工事計画（設計、施工） 

     

● 水利用   節水灌漑普及 ・ 畝間、点滴灌漑技術普及 

     

● 営農  4) 営農 ・ 換金作物栽培 
・ 農産物加工 

     

● 農民組織強化  5) 組織育成・強化 ・ 農民組織の登録、活動強化 
・ スタディー・ツアーの実施 

     

● 所得向上・生

活改善活動 
 6) 生活改善計画 ・ 小動物飼育 

・ ハッターラ水質改善 
・ 村落衛生改善 

     

● 砂漠化抑制 
（植林計画） 

 7) 農地荒廃の抑制対策 ・ ダブルサック工法の紹介 

     

● 涵養施設計画  8) 涵養施設に関する追

加調査 
・ 関連資料収集・整理 
・ 地下水解析技術 

 

1) マスター・プラン改定

2) ORMVA/TF 能力強化 

3) 農民組織能力強化 

4) ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ・評価体制構築

1) ORMVA/TF 能力強化 

2) ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ・評価体制構築

1) ORMVA/TF 能力強化 

2) ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ・評価体制構築



- 69 - 

6.2 実証地区選定 

実証調査地区はハッターラ 410 箇所に対する改修モデルとして選定したハッターラ農村の中から

選定した。（第 10 章 ハッターラ改修工事計画参照）選定指針、選定手順は以下のとおりである。 

(1) 実証地区選定指針 

下表に実証地区選定を行う際の選定指針を示す。選定指針は実証効果のモニタリングの容易性、

展示・普及効果、また農民組織の調査への同意を基本として策定している。 

実証地区選定指針 

 選  定  指  針 

(1) ハッターラ水量が 5 lit/sec 以上あるハッターラを選定する。 

(2) ハッターラ改修に伴う灌漑水量の増加が顕著であるハッターラを選定する。 

(3) ハッターラ改修に伴う維持管理労力の軽減が顕著であるハッターラを選択する。 

(4) 灌漑水路の送水損失効果が発現するハッターラを選択する。 

(5) 市場性を考慮し、野菜栽培の経験を有するハッターラの受益農家が存在する。 

(6) 地理的条件を含め、施設改修効果、また営農技術の普及による展示効果が大きい地区を選定する。（施設改

修による灌漑水の増加の効果は作付面積、農業生産量の増加で判断されるため、地区の選定の選定を行う際、

既存ポンプのよる営農が行われていない地区を選定し、事業実施効果が明確となることを考慮する。） 

(7) ハッターラ・アソシエーションまたは農村開発アソシエーションが設立されており、組織能力の向上意識が

高く、組織が活動している地区を選定する。また、アソシエーションが存在しない場合には、伝統的水利権

者組織がアソシエーション法に則って運営を行う、ハッターラ・アソシエーションに改組することができる

地区を選定する。 

(8) 伝統的水利権者組織またはハッターラ・アソシエーションが、実証調査に対し意欲的である地区を選定する。

(9) 実証調査を行うに際し、ハッターラ水利権者組織またはハッターラ・アソシエーションが必要な労働力の提

供、また経費の一部の負担に対し同意できる地区を選定する。 

 

(2) 実証地区 

次表に実証調査別に調査地区を示す。（図 6.2.1 参照） 
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実証調査の調査範囲 

ハッターラ農村 
実証内容 

1)Ait Ben 
Omar 

2)Diba 3)Azag 4) Lambarkia 5) Oustania 6)Timarzite 7)Jdida 
Taoumart 

1)  ORMVA/TF 能

力強化 
上記ハッターラ農村を代表地区として選出し、実証調査を行う。 

支局 Goulmima Erfoud 

CMV Tinejdad Jorf Alnif 

2) ハッターラ改

修効果のモニ

タリング 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
● 

 
○ 

 
○ 

3) 水利用 ●   ●   ● 

4) 営農・普及 ●   ●   ● 
5) 組織育成・強化 

 

 
 

 
●  

●  
●  

●  
● 

 
● 

 
● 

6) 生活改善計画 

 小動物飼育 

 ハト 1△ 

 ウサギ 5□ 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 洗濯場（3○）  
 

 

      

 堆肥施設(3□)        

7) 農地の荒廃 
 抑制対策 

 （植林計画） 

   
●Lambarkia 

  

8) 涵養施設に関

する調査 
（ORMVA/TF 本局、5 支局および 22CMV） 

● 実証調査を行うハッターラ農村 
○ 草の根無償によるハッターラ改修 

組織育成・強化を実施する農民組織 

調達機材による自主改修： 組織育成・強化を目的とし、削岩機を ORMVA/TF の管理下でアソシエーションに

貸し出す。対象地域はORMVA/TFの Erfoud支所およびGoulmima支所の管轄地域。 

 

 6.3 実証調査内容 

実証調査として実施された 8 つのプログラムとその内容は以下のとおりである。表 6.2.1 にモニ

タリング指標、達成目標を示す。 

 

CMV Tinejidad、CMV Jorf 管轄内のハッターラ・アソシエーシ

ョンおよび農村開発アソシエーション 

△Tizougaghine 地区(Bakkassia）、△Mellaab 地区（Oukhite）、△Jorf 地区、△Rissani 地区、 
△□Boudenib 地区 

○Tinejdad 地区（Ait Ben Omar) 
○Tizougaghine 地区 
（Ait Moulay lmamoun）） 

○Alnif 地区（Taoumart）

○Alnif 地区（Alnif） ○Jolf 地区（Bouya） ○Tinejdad 地区（Ait Ben Omar） 

CMV Alnif 管轄内の伝統的

水利権者組織および新設さ

れたアソシエーション 
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1. ORMVA/TF に対する能力強化 
 1) ハッターラ・データベースを基にした ORMVA/TF および農民組織間のネットワーク

の構築 

2) ハッターラ・データベースの更新と GIS データの配布 

3) 農業開発に関する情報収集と情報の共有化 

4) 実証調査を通じた ORMVA/TF の事業モニタリング・評価能力の強化 

5) 研修・セミナーによる技術移転 

2. ハッターラ改修 

 1) ハッターラの整備水準の評価と計画へのフィードバック 

2) 送水損失の削減効果の検証 

3) 維持管理労力の削減効果の検証 

4) ORMVA/TF のハッターラ施工能力の向上 

3. 水利用 

 1) 灌漑水路改修による送水損失抑制効果の検証 

2) 灌漑水路改修工法の検討 

3) 各種節水灌漑方式の展示と比較 

4. 営農・普及 

 1) 節水灌漑の適応試験および栽培展示 

2) 農産加工の展示（ナツメヤシ加工、ヘンナ加工、オクラ加工） 

5. 組織育成・強化 

 1) 外部支援組織からの窓口となるアソシエーションの設立促進 

2) アソシエーション運営に必要となる基礎知識と技術の習得 

3) 設立されたアソシエーションによる支援要請能力の向上 

4) アソシエーションと伝統的水利権者組織によるハッターラ共同改修事業の実施 

5) ORMVA/TF、アソシエーション、伝統的水利権者組織による共同モニタリング体制の

構築 

6) アソシエーションによる節水灌漑の知識普及支援 

7) 複数のアソシエーション間による情報交換、知識、経験の共有 
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6. 生活改善 

 1) 農民の所得向上及び多様化の支援（ウサギ、ハトの飼育） 

2) ハッターラの衛生管理（洗濯場改善） 

3) ハッターラ集落の衛生管理（堆肥場建設） 

7. 農地荒廃の抑制対策 

 1) 植林実証（ダブルサック工法の適性検証） 

8. 涵養施設に関する調査 

 1) 気象水文・地下水資料の収集、解析 

2) 地下水調査 

 

6.4 実施計画 

実証調査は調査内容に沿い 2004 年 5 月～2005 年 7 月の 16 ヶ月間にわたり実施された。 

実証調査の実施に際しては、コンポーネントごとに PDM を作成し、目標・成果・指標を明確に

し、モニタリング・評価の実施にあたった。 

なお、実証調査のモニタリング・評価活動は、マスター・プランの計画内容が今後、Plan→Do→

check→Action の過程を通じて、ORMVA/TF また地域住民により継続的に見直しを行うことこと

から、次の視点に留意して取り組みを行った。 

1) ハッターラ改修、農村開発計画(マスター・プラン)を持続可能な事業として継続させるため

には、直接の受益者となるハッターラ農民、伝統的ハッターラ水利権者組織、アソシエー

ション自らが事業内容を把握し、事業の進捗と効果の発現が理解できなければならない。

したがって、実証調査の実施にあたっては、住民参加型のモニタリング手法を取り入れ、

実証調査活動への積極的な参加を促す。 

 

2) ORMVA/TF は事業に関わる情報を収集・整理・分析し、農民に必要な情報を提供するとも

に、事業の執行及び事業計画の見直しに中心的な役割を担う行政機関として位置づけられ

ている。本事業計画の適切なモニタリング・評価が担保されるため、実証調査における実

際の活動への参加を通じて、モニタリング・評価に関わる能力の向上を目指す。 
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6.5 実証調査の結果とマスター･プランへの反映 

6.5.1 ORMVA/TF に対する能力強化 

 

 実証項目 

1) ネットワークの構築 

2) データベースの更新 

3) 農業開発に関する情報収集と情報共有化 

4) 事業モニタリング・評価能力の強化 

5) 研修・セミナーによる技術移転効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 実証調査の結果 

実証調査では ORMVA/TF が事業の進捗に伴うマスター・プランの見直し・変更を行うために必

要な計画の基礎データ（ハッターラ・インベントリー）の追加･更新、また営農情報の蓄積を行

う他、モニタリング・評価の実施能力の向上、農業先進地域の視察による知識の蓄積を計画した。 

410 箇所のハッターラ・インベントリーおよび GIS 図面は ORMVA/TF 本局、5 支局に配付され、

ORMVA/TF と住民間の情報の共有化が図られると同時に、継続的なインベントリーの更新作業が

行われている。 

ベータベース更新 

インベントリー調査 

・ハッターラ流量 
・灌漑施設 
・工事履歴 
・営農、灌漑情報 

データの共有化 

モニタリング・評価に関するセミナー 

モニタリング・

評価 

成  果 活  動 

インベントリー調査、データ

ベースの更新によるM/Pの見

農民への情報提供 
営農・水管理技術の指導

Plan

Do Action

Check

先進農業の視察 
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GIS 情報は 1) ハッターラの路線（母井戸位置、横坑路線、出口位置）、2) 農地の分布情報、3) 灌

漑水路網、4) 各ハッターラ農村の水利用状況、自然状況、5) 飲用ポンプ施設（ポンプ位置、深

度、水質）等のデータを有するほか、地下水涵養計画についても地形情報、河川状況（河川位置、

形状）について有効に使用されており、今後とも継続して ORMVA/TF 施術者による GIS ソフト

活用技術の向上が期待される。 

地域住民の水資源、営農に関する情報不足が開発の阻害要因となっているが、ORMVA/TF 技術者

また関係農民に対し、地下水利用、節水灌漑方法と効果、営農・普及に関するワークショップを

開催することにより、地域住民へ技術移転の効果、普及方法に関する知識が蓄積されている。 

2) マスター・プランへの反映 

ハッターラ改修・農村開発計画では ORMVA/TF は事業主体であり、全体計画のマネジメントを

行なう。ハッターラ農村は広大な地域に点在し、水文気象、また地下水の開発ポテンシャルも大

きく異なり、また限られた予算を有効に配分するためには、適宜マスター・プランの見直し、修

正が必要となる。ORMVA/TF に対する能力強化に関する活動では、主に基礎データであるインベ

ントリー・データの更新と、灌漑・営農技術の向上が図られている。 

6.5.2 ハッターラ改修 

 実証項目 

1) ハッターラの整備水準の評価と計画へのフィードバック

2) 送水損失の削減効果 

3) 維持管理労力の削減効果 

4) ORMVA/TF のハッターラ施工能力の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工  事 

設  計 

・コンクリート・カルバート 
・コンクリート水路 
・母井戸延長 
・竪坑 

流量の増加 

施工監理 

標準設計 

維持管理労力の軽減 

成  果 活  動 

・ ハッターラ改修・維持

管理マニュアル 

ハッターラ整備水準の評価 
計画へのフィードバック 

老朽施設の更新 

材料供給計画 

ハッターラ改修事業計画の

見直しに必要なデータが蓄

積される。 
モニタリング・評価 

モニタリング・ 
評価 
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(1) ハッターラの整備水準の評価と計画へのフィードバック 

1) マスター・プランへの反映 

(a) 改修工事の範囲 

ハッターラの流量増加、維持管理労力削減を目的とした改修工事は大きく 1) 横坑、竪坑

の改修、2) 母井戸の延長、拡幅、3) 横坑の掘下げ（横坑内に露頭した岩の切り下げを含

む）、4) 洪水被害に対する護岸、横坑、竪坑の改修等が挙げられる。流量が減少している

現状にあっては母井戸の延長、横坑の掘下げは流量増加の有効な手段である。しかし複数

のハッターラが並行に建設されている地区ではハッターラ間の合意なしでは延長できな

いこととなっている。一方、Alnif 地区で見られるようにハッターラが単独で存在してい

る場合等、慣習上の制限がない地区に対しては母井戸の延長、横坑の掘下げが住民の強い

要望である場合も多く見られる。 

ORMVA/TF が近年まで実施した改修工事をみると、上記に示すとおり慣習上、制限され

ている改修は住民間の軋轢を生むとして事業に含めていないのが現状である。また母井戸

に延長に関しては、他のハッターラに影響を与えない場合においても、改修により従来の

流量より減少するケースが懸念されるため事業化は行っていない。 

上記を考慮し、本事業おける改修工事の範囲は以下を原則として改修計画を策定する。 

1) 損失流量の削減、維持管理労力削減を目的とした既存の横坑、竪坑の改修 

2) 洪水被害に対する護岸、横坑、竪坑の改修 

(b) ハッターラ横坑の改修費用 

 ハッターラ横坑の改修費用は実証調査で行った工事費（下表）を基に、算出する。 
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ハッターラ横坑の改修費用 

ハッターラ名称 工 種 土工事 
（DH / m） 

コンクリート工事 
（DH / m） 

合計 
（DH / m） 

Ait Ben Omar トンネル工事 140 1,220 
(1,090) 

1,360
(1,230)

Diba 岩掘削＋盤下げ 
コンクリート水路 

500 300 800

Lambarkia オープン掘削 
カルバート水路 

270 1,630 
(1,390) 

1,900
(1,660)

Oustania オープン掘削 
カルバート水路 

250 1,630 
(1,390) 

1,880
(1,640)

 パイプ付設 
（φ400mm） 

90 520 610

Azag パイプ付設 

（φ200mm） 
--- 240 240

 護岸工事（練石積） 190 960 1,150

（ ）内の金額は鉄筋の応力を降伏点の 2/3 としたモロッコ国の基準を適用した場合の金額を示す。 

 

オープン掘削＋カルバート水路で DH1,640～1,660/m、カルバート水路（トンネル工事）

DH1,360/m、コンクリート水路（トンネル工事）DH800/m、PVC パイプ布設φ400mm（15

～20 lit/sec）DH610/m、パイプ布設φ200mm（5～8 lit/sec）DH240/m となる。 

工事の容易性から見ればオープン掘削＋カルバート水路が挙げられるが施工深さは 5～

6m 程度が限界である。トンネル工事では現況の横坑断面が比較的広く、直線形状の場合

は上記の金額で可能であるが、狭小且つ屈曲している場合はより高額となる。 

ハッターラ Diba の工事で分かるとおり水路部のコンクリート水路布設はトンネル工事で

施工可能であり、最も安価で施工可能である。 

実証調査で得られた工種別の工事費を検討し、マスター･プランで採用している改修費用

は DH1,200/m は平均的な工事単価を与えると判断する。 

(2) 送水損失の削減効果 

1) 実証調査の結果 

損失流量の軽減量をまとめると下表のとおりとなる。 
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流量区分による損失流量の軽減量 

ハッターラの現況流量（lit/sec） 10≦Q 5≦Q<10 Q<5 

損失の軽減量（lit/sec/km） 2.5 2.0 1.5 

Ait Ben Omar － 2.3→0.3=2.0 － 

Diba － － 1.0→0.0=1.0 

Lambarkia 0.9→0.0=0.9 － － 

Oustania（カルバート区間） 2.3→0.0=2.3 － － 

Oustania（パイプ布設区間） 6.0→0.5=5.5 － － 

Azag － － 1.7→0.0=1.7 

 

2) マスター・プランへの反映 

マスター・プランでは流量区分により以下の流量損失の軽減量を与えている。多少のバラツキは

あるが、ほぼ予測したとおりの損失流量の軽減効果が確認されている。 

ハッターラ改修延長 1km あたりの損失流量軽減量 

ハッターラの現況流量（lit/sec） 10≦Q 5≦Q<10 Q<5 

損失の軽減量（lit/sec/km） 2.5 2.0 1.5 

 

(3) 維持管理労力の削減効果 

1) 実証調査の結果 

ハッターラ維持管理のベースライン資料 

項目 Ait Ben Omar Diba Lambarkia Oustania 

ハッターラ導水部の浚

渫 
294 人/年 

(3.5 回/年 X7 日/回
x12 人/日) 

245 人/年 

(3.5 回/年 X17.5 日/
回 x4 人/日) 

1,800 人/年 

(3 回/年 X20 日/回
x30 人/日) 

1,248 人/年 

(12 回/年 X4 日/回
x26 人/日) 

導水部 1km あたりの年

間作業量 
196 人/年/km 
（総延長 1.5km） 

144 人/年/km 
（総延長 1.7km） 

295 人/年/km 
（総延長 6.1km） 

162 人/年/km 
（総延長 7.7km） 

出典：農村社会調査の結果要約（JICA 調査団） 

 

維持管理作業は横坑内の土砂浚渫が主要作業となっている。堆積土砂は横坑側壁の崩壊、竪坑の

崩壊、竪坑からの砂の侵入が原因となっているため、横坑および竪坑を改修することにより維持

管理労力の軽減が図られる。特に砂漠地域に設置されているハッターラは砂の侵入防止を目的と

して数百 m から数 km に亘り竪坑が閉塞され、維持管理作業の支障となっており、ハッターラ改

修による維持管理労力の削減効果は非常に高い。 
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2) マスター・プランへの反映 

聞き取りによるモニタリング結果からは、維持管理費の削減効果の算定は困難であるがマスタ

ー・プランで仮定している 20%までの削減は可能と判断する。 

(4) ORMVA/TF のハッターラ施工能力の向上 

1) 実証調査の結果 

(a) 標準設計の策定 

実証調査では各ハッターラで異なる構造上、土質上の改修条件を考慮し、実施工上の問題

点を踏まえ横坑、竪坑および横坑の内空断面寸法、部材厚等の標準化（標準設計の策定）

を行った。（ハッターラ改修・維持管理マニュアル参照） 

(b) 改修材料供給改善 

コンクリートの骨材は自然採取される例が多いが、ふるい分け後の粒径分布にバラツキが

見られ、コンクリート強度に大きく影響している。骨材およびコンクリート練り混ぜに関

する情報を収集整理し、改修工事の基礎資料を作成した。（ハッターラ改修・維持管理マ

ニュアル参照） 

(c) 老朽施設の更新 

老朽施設、また狭小コンクリート断面区間の問題点について調査を行った。調査では 12

箇所のハッターラを選定し、問題点、改修の必要性を収集整理した。（ハッターラ改修・

維持管理マニュアル参照） 

(d) 施工監理 

現場でコンクリートの品質管理を行なった。また ORMVA/TF 技術者は PVC パイプ布設と

コンクリート暗渠の経済比較について必要となる知識を得ている。 

2) マスター・プランへの反映 

調査は ORMVA/TF が実施してきたコンクリート暗渠による改修を踏まえ、以下の項目に留意し

改修を行ったものである。得られた結果について検討し、マスター・プラン、またハッターラ改

修工事への利用を促進する。 

(a) 横坑断面 

 改修工事はハッターラ下流の比較的土被りが小さい箇所を先行する。このため工事は作業

の容易性、安全性を考慮しオープン掘削で行なわれるため、横坑断面はカルバート形式が

選択される。トンネル工事では坑壁の崩壊が見られる砂礫層部ではカルバート形式が選定

されるが、岩盤からなる場合は水路形式が選定される。 
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(b) トンネル内工事 

 バックホーによる掘削工事は地表下 5m 以深では、掘削経費が割高となる。このため地表

下 5m 以深の改修工事ではトンネル内での工事（人力土工）が有利となる。一方でトンネ

ル内工事ではコンクリート型枠の高さが 1.85m 程度となり、限られたトンネル内で型枠の

設置・撤去を行なうためには更に掘削断面の拡幅が要求されるため、土工経費の適切な算

出が必要である。 

(c) 路線計画（仮廻し計画） 

ハッターラを改修する場合、工事期間中のハッターラ水の仮廻しの容易性を考慮し、既存

路線に隣接して工事を行い、改修後切り替えを行なうことが推奨される。しかし土地所有

者の調整が困難な場合、また隣接するハッターラとの距離が近い場合には既存ハッターラ

の路線を選定せざるを得ないこととなる。この場合、留意する点は仮廻し計画であり、方

法としてトンネル内に布設したパイプによる仮廻し、または地上部までポンプ揚水し、地

上を仮廻しする方法が挙げられる。工事計画を策定する上ではこの条件を十分に考慮する。 

(d) 機材計画 

 ハッターラ工事の工期に与える最もクリティカルな項目は土工機械（掘削機および削岩

機）の配置である。掘削機および削岩機ともに Errachidia 域内では不足、または耐用年数

を大幅に超過した機械があるのみで、機械調達の遅れがそのまま工期の遅れにつながって

いる。今後、利用可能な機械の状況を考慮し、工事計画を立てる必要がある。 

(e) コンクリート 2 次製品 

 竪坑のコンクリート 2 次製品の利点として、ハッターラの横坑工事に並行して製作が可能

であること、コンクリートの品質管理が容易であること、設置時間が短いこと等が挙げら

れる。今後ハッターラ改修工事の進めるに当たり、断面寸法の標準化も視野に含めコンク

リート 2 次製品の利用促進が推奨される。 

(f) 改修資材 

 本調査では 2 箇所の改修工事において PVC パイプを使用している。PVC パイプはコンク

リートより工期も短く、経済性の点で推奨できるが、使用にあたっては以下の条件を満足

する必要があり、今後調査時にこれらについて留意し、検討を加えることとする。 

－ パイプの製作延長は 6m が基準のため、局部が多いハッターラには適応できない。 

－ パイプ内への土砂の流入は避けられないため、20m 程度で開水路部を設置し、土砂の

除去作業を可能にするなど、土砂の除去を考慮した構造とする。 
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－ 小口径の場合は管内摩擦損失が大きいため、横坑の縦断勾配の大きいハッターラを選

定し、管の入口と出口で標高差が取れるよう考慮する。 

6.5.3 水利用 

 実証項目 

1) 灌漑水路改修による送水損失の抑制 

2) 灌漑水路改修工法の検討 

3) 各種節水灌漑方法の展示と比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 灌漑水路改修による送水損失の抑制 

1) 実証調査の結果 

マスター・プランでは 1 次水路（土水路区間）のライニング及び分水口の改良を通じた送水損失

抑制による灌漑水量の増加と、作付面積の拡大を計画している。実証調査においてハッターラ 3

地区（Ait Ben Omar、Lambarkia、Taoumant）の 1 次水路にて改修工事を実施し、改修前後の流量

を測定した。土水路にて平均 19%であった送水損失がライニングにより 8%に減少し、差し引き

11%の水量増加、分水口でも改良前で平均 13%の水量が失われていたものが、改良後に平均 6%

まで減少し、差し引き 7%の水量増加という結果が得られた。 

・水利用マニュアル 

工  事 

・灌漑水路ライニング、分水口改良

・展示圃場における節水灌漑施

設 

水利用効率の向上 

節水灌漑の普及 

成  果 活  動 

水利用計画 

へのフィードバック 

灌漑水路改修・分水口改修

及び節水灌漑の比較を通じ

た節水効果の検証 

モニタリング 

評価 

改修工法の検討 
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灌漑水路改修による送水損失の抑制 

*灌漑水路改修（土水路のライニング）**分水口改良（コンクリート水路の分水口改良） 
平均値は(    )外は流量比率、(    )内は損失水量率を表す。 

 

2) マスター・プランへの反映 

灌漑水路改修による利用可能水量の増加というアプローチの有効性・妥当性が実証調査にて確認

された。マスター・プラン（案）では一次水路改修による水量増加を 5%と仮定していたが、今

回の実証調査の実績を踏まえた再評価の結果、下表のように全体として 10%の利用可能水量の増

加を見込むことが可能である。 

砂漠化の進行によりこれまで放棄されていた Lambarkia と Ait Ben Omar の下流部農地で、1 次水

路改修の結果、末端部への水の供給が回復し、耕作が再開されたという事例も生まれており、こ

うした効果による灌漑区域の拡大は、利用可能量の増加率 10%を一層確実にする要素となる。 

灌漑水路の改修はハッターラ改修に比べて安価に利用可能水量の増加をもたらす即効的なアプ

ローチであるとともに、砂漠化防止といった環境保全に貢献することも証明された。 

水路改修による水量増加率 

一次水路の現況区分 効果 延長比率 水量増加率 算出式 

土水路 水路ライニング 0.48 11% 

コンクリート水路 分水口改良 0.52 7% 

0.48×11%+0.52×7% 
→ 水量増加率 10% 

 

(2) 灌漑水路改修工法の検討 

1) 実証調査の結果 

経済性、耐久性、施工性、維持管理を考慮に入れ、ハッターラ灌漑地区に適した改修工法を検証

するために、4 タイプ（矩形開水路、台形開水路、暗渠水路、PVC パイプ）の灌漑水路、2 タイ

プ（簡易鋼製ゲート、PVC パイプ）の分水口を試験施工し、その適合性を評価した。 

 

改修前流量(lit/sec) 改修後流量(lit/sec) 
ハッターラ名 水路名 

始点部 終点部 終点部/始点部 始点部 終点部 終点部/始点部 

Ait Ben Omar *Seguia Harch 7.8 6.4 82% 7.3 6.6 90%  

*Seguia Gauche 16.6 12.9 78% 19.9 18.5 93%  
Lambarkia 

*Seguia Droite 17.4 14.3 82% 

平均値

81% 

(19%) 18.5 17.4 94%  

平均値

92% 

(8%) 

Ait Ben Omar **Seguia Jdida 7.8 6.7 86% 5.4 5.1 94%  

Taoumart **Principal-1 2.8 2.5 89% 

88% 

(13%) 1.8 1.7 94%  

94% 

(6%) 
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灌漑水路の改修工法 

区分 工法 最終評価 参考（工事費） 

矩形開水路 土砂等の混入が少ない一般の水路区間に適用可能で

あり、将来の維持管理が容易である。 
B=0.4m×H0.4m 

336DH/m 

台形開水路 矩形水路より安価であるが、施工・構造面から適地が

限定される。水路底幅は維持管理上、ショベルの幅以

上が必要である。 

B=0.2-0.7m×H0.4m 
201DH/m 

灌漑水路 
ライニング 

矩形暗渠水路 蓋設置により土砂の混入を防ぐことができるので、土

砂等の混入が多い区間に適用できるが、工事費は高

い。 

B=0.4m×H0.4m 
454DH/m 

 

PVC パイプ 土砂等の混入が多い区間に適用できる安価な工法で

ある。2 次製品を使用するので、品質にばらつきがな

い。但し、30m 程度の間隔で、土砂溜めマンホールを

設置しなければならない。 

PVC φ250mm 
211DH/m 

簡易鋼製ゲート ゲート単独では完全な止水は困難であり、従来のよう

に土砂での止水を併用しなければならない。止水性、

操作性に課題があり、改善の余地が大きい。 

B=0.4m×H0.4m 
184DH/個所 

分水口改良 PVC パイプ 鋼製ゲートよりも安価で、止水性・操作性に優れ、評

価が高い。流量が 5lit/sec 未満の水路に適用が推奨さ

れるが、それ以上の流量への適用拡大も検証されるべ

きである。 

PVC パイプ 160m 
117DH/個所 

2) マスター・プランへの反映 

灌漑水路ライニング工法としては、一般区間は矩形開水路、土砂の混入が多い区間は矩形暗渠水

路もしくは PVC パイプの適用を提案する。分水口改良に関しては、止水性・操作性に優れる PVC

パイプの適用範囲拡大が望まれる。 

マスター・プラン事業費算出における灌漑水路工事費を再評価した結果は次のとおりである。 

灌漑水路ライニング工事費：(336×0.5+201×0.15+454×0.10+211×0.25)=290DH/m 

分水工改良工事費：(184×0.5+117×0.5)DH/箇所÷@30m/箇所＝5DH/m 

(3) 各種節水灌漑方式の展示と比較 

1) 実証調査の結果 

水の有効利用を促進するためには圃場レベルでの節水が重要であるという認識から、ハッターラ

3 地区（Ait Ben Omar,Lambarkia,Taoumart）において実証圃場を建設し、第１期（2004 年 10 月～

20005 年 1 月：カブ、ニンジン）と第 2 期（2005 年 4～7 月：メロン、スイカ、トマト、オクラ）

の野菜栽培を通じて次の 4 タイプの灌漑方法による節水効果の比較、圃場内貯水槽による灌水管

理効果について検証を行なった。 
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各種節水灌漑方式 

従来の灌漑方法 水盤灌漑(水槽なし) 従来から行なわれている灌漑方法であり、灌漑効率が低い 

畝間灌漑(水槽なし) 部分灌漑であり、水盤灌漑よりも節水的である。 

畝間灌漑(水槽あり) 
圃場内貯水槽の設置により灌漑の融通性を高め、間断日数の短縮によ

り、適正な土壌水分の管理を図る。 節水灌漑方法 

点滴灌漑 最も節水的灌漑方法であり、貯水槽、ポンプ点滴器材を設置する。 

 

灌漑水量の記録に基づき、第 1 期と第 2 期の各灌漑方法における灌漑水量 (m3/ha) は下図に示す

とおりである。点滴灌漑の灌漑水量は従来の水盤灌漑の灌漑水量の平均 38 %で済み、節水効果が

極めて高いこと、同時に畝間灌漑も従来の水盤灌漑と比べ平均 70 %で済み、節水効果を有するこ

とが確認できた。また、圃場内水槽を設けることによって、水利権周期に基づくローテーション

灌漑の条件下にあるハッターラ灌漑地区でも、点滴灌漑の導入が技術的に可能である。 

水利権周期は調整可能範囲に限界があるものの、ある程度融通が利くことも分かった。そのため、

畝間灌漑に対する圃場内貯水槽の有効性は蒸発散の大きい夏季栽培において、水槽による間断日

数短縮を実現した畝間灌漑圃区の生育が良好であったという結果により裏付けられた。 

 

 

 

 

 

 

実証圃場における灌漑使用水量の実績(m3/ha)  左図：第１期、右図：第２期 
 

2) マスター・プランへの反映 

実証調査の結果、点滴灌漑が圃場レベルにおける抜本的な節水へのアプローチであることは明白

である。併せて、適正な水分管理による品質向上、灌漑労力の節減など、その他多くの利点があ

ることも実証された。そのため、スタデイ・ツアーや節水灌漑技術普及のための説明会への参加

を通して、農民の間で点滴灌漑に対する関心と導入意欲が高まっている。 

本実証圃場はハッターラ灌漑地区で初めて点滴灌漑を導入した事例となったが、その普及には分

散した農地所有・水利権、高い初期コスト、補助金申請に関わる問題など、幾つか克服すべき課

題が存在することも指摘されている。 
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一方、畝間灌漑は本地域では適用されていなかった灌漑方法であったが、実証圃場で示された節

水効果や初期投資コストが不要である点から、農民が自主的に畝間灌漑を導入するなど波及効果

が現れている。また、畝間灌漑と適正な灌漑管理を可能とする圃場内貯水槽設置の組合せは点滴

灌漑に比べて初期投資が少なく済み、点滴灌漑より経済的な節水アプローチとして位置づけられ

る。 

6.5.4 営農・普及 

 

 実証項目 

1) 野菜などの有望作物の展示 

2) 野菜などの有望作物の選別、加工、保存 

3) ナツメヤシの加工 

4) スタディーツアーの実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MP の営農体系の検証 

活  動 成  果 

野菜・付加価値作物の 

栽培・加工・保存 

ナツメヤシの 

栽培・加工・保存 

節水灌漑のデモンストレーション 

野菜およびケイパ

ー栽培技術の検証 

節水灌漑技術の 
検証 

野菜およびナツ

メヤシの加工技

術の検証 
モニタリング・評価 
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(1) 節水灌漑の適応試験および栽培展示 

1) 実証調査の結果 

水の有効利用を促進するためには圃場レベルでの節水が重要であるという認識から、ハッターラ

3 地区（Ait Ben Omar,Lambarkia,Taoumart）において実証圃場を建設し、第 1 期（2004 年 10 月～

2005 年 1 月：カブ、ニンジン）と第 2 期（2005 年 4～7 月：メロン、スイカ、トマト、オクラ）

の野菜栽培を通じて次の 4 タイプの灌漑方法による節水効果の比較、圃場内貯水槽による灌水管

理効果について検証を行なった。各節水灌漑区の成果指標の達成状況は下記の通りである。 

各展示圃場の成果指標の達成状況 

ハッターラ名 灌漑方法 達成状況 

    目標収量 B/C 農民の関心

目標値   ＞1.1 50%以上 

Ait Ben Omar 点滴灌漑区 達成 未達成 達成 

(Tinjdad) 畝間灌漑(水槽あり)区 未達成 未達成 未達成 

  畝間灌漑(水槽なし)区 未達成 未達成 未達成 

  水盤灌漑区 達成 達成 未達成 

Lambarkia 点滴灌漑区 達成 達成 達成 

(Jorf) 畝間灌漑(水槽あり)区 達成 達成 未達成 

  畝間灌漑(水槽なし)区 達成 達成 未達成 

  水盤灌漑区 達成 達成 未達成 

Taoumart 畝間灌漑(水槽あり)区 達成 達成 達成 

(Alnif) 畝間灌漑(水槽なし)区 達成 達成 未達成 

  水盤灌漑区 達成 達成 未達成 

 

2) マスター・プランへの反映 

実証調査の結果、本調査地区に野菜を中心とした節水灌漑の導入が技術的、財務的および農民の

希望面から可能であることが実証された。また、Lambarkia のような既存のナツメヤシがある圃

場でも十分可能であり、さらに、ナツメヤシの収量にもよい効果があることも確認された。した

がって、マスター・プラン（案）で策定した節水灌漑の下で野菜の作付け面積を増加させる将来

作付け計画は妥当なものである。 

また、小規模な実証圃場を設け、これを核にスタディ・ツアーによって技術普及を図る手法も、

実際に見ることで農民の関心を広めると共に、実践意欲を高める効果が確認され妥当なものであ

る。したがって、実証圃場やスタディ・ツアーの財務的な負担を考慮し、マスター・プランでは

年間 2 箇所程度の割合で実証圃場を増やすことを提言する。 
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一方、本実証を通じて、1) 保守的で技術レベルの低い農家の場合は新しい技術で成果を出すこと

が難しく（Ait Ben Omar のケース）、農民の選定が非常に重要なこと、2) 点滴灌漑施設の建設コ

ストが高く適切な収益を得るための難易度が高いので、初期コスト削減や農地の集団化等の検討

が必要なこと、3) 畝間灌漑はコスト面で有利であるが本地域では適用されていなかった灌漑方法

であり、普及には中期的な視点が必要であること、等の課題が明らかとなった。これらの課題は

今後も ORMVA/TF が考慮し、検討していく必要がある。 

(2) 農産加工の展示 

1) 実証調査の結果 

調査対象地域では、農産加工を通じて付加価値を向上させ、農家収入の向上を図ることが求めら

れている。さらに、ナツメヤシ加工では女性の労働力負担低減が求められている。このような背

景の下、ナツメヤシ、オクラおよびヘンナについて ORMVA/TF の技術指導の下、農産加工の機

材を住民グループにデモンストレーションを実施し、農産加工の技術的および財務的な検証を行

った。各地区の成果指標の達成状況は下記の通りである。 

各地区の成果指標の達成状況 

Ksar 名 対象農産加工 加工品の完成 B/C 継続の意志 

目標  ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝでの確認 1.0 以上 参加者の 50%以上 

Beni Ouzième ナツメヤシ加工 達成 達成 達成 

Ait Moulay 
Lmamoune 

ナツメヤシ加工 達成 未達成 達成 

Taoumart ヘンナ加工 達成 達成 達成 

Sifa オクラ加工 達成 未達成 達成 

 

2) マスター・プランへの反映 

実証調査の結果、各農産加工の導入は技術的、および農民の希望面から可能であることが実証さ

れた。一方、財務面では材料の地区生産量が限られていることから、加工機械の導入時期（ナツ

メヤシ加工）および展示圃場との組合せ（オクラ加工）を検討し、安定した収益を上げる必要が

ある。これらの対策を考慮すれば、財務面からもこれらの加工機械の導入および拡大は可能であ

る。マスター・プラン（案）で策定したナツメヤシや野菜等中心とした将来作付け計画の中で生

産量を増加させるだけでなく、これら加工機械を組合せ付加価値を高めていくことも可能となる。 
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6.5.5 農民組織強化 

実証調査ではマスター・プランで提案されている以下の組織強化項目の有効性について確認を行

った。 

 

 

活  動 成  果 

セミナー、トレーニング、 
スタディ・ツアーの実施 
 

・ アソシエーション設立に対

する支援 
・ アソシエーション運営に関

する基本技術の習得支援 
・ アソシエーション間の情報

交換、知識・教訓の共有支援 
 
共同モニタリングの実施 
 
 
 
 
ハッターラ改修を目的とした機

材の共同管理 
 
 
 
アソシエーションによる節水

灌漑知識の普及支援 

 

 

 

 

 

 実証項目 

1) 外部支援組織からの窓口となるアソシエーションの設立促進 

2) アソシエーション運営に必要となる基本知識、技術の習得 

3) 設立されたアソシエーションによる支援要請能力の向上 

4) ORMVA/TF、アソシエーション、伝統的水利権者組織による共同モニタリング・システムの確立 

5) アソシエーションと伝統的水利権者組織によるハッターラ共同改修事業の実施 
（削岩機等、機材の共同管理能力の確認） 

6) アソシエーションによる節水灌漑の知識普及支援 

7) 複数アソシエーション間における情報交換、知識、経験の共有 

改修事業に対する農民からの

支援要請能力の向上 

農民自身による改修事業実

施能力の向上 

農民による節水灌漑技術の

普及 

マスター・プランの修正・更新 

 

 Plan 

Do 

Check 

Action 
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1) 実証調査の結果 

 

 

上記実証調査の結果をソーシャル・キャピタル（Social Capital: 以下 S.C.と略）の形成・強化の面

 成果指標 目標値 達成率 
アソシエーション設立に向けて伝統的水

利権者組織が行なった活動の内容 
（会合の数、設立申請に関する外部組織へ

の相談 等） 

2005 年 7 月までにセミナーに参加した伝統的水利

権者組織の 1/2 以上がアソシエーションの設立に

向けた行動を開始する（会合の開催、外部組織へ

の相談等）。 

100％ 

1)
 ｱ
ｿ
ｼ
ｴ
ｰｼ
ｮ
ﾝの

 
設
立
促
進

 

設立されたアソシエーションの数 2005 年 7 月までに、セミナーに参加した伝統的水

利権者組織の 1/3 以上がアソシエーションを設立

する。 

100％ 
（43 村落中

17 村落） 

2)
 ｱ

ｿ
ｼ
ｴ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ
運

営
ｽ
ｷ
ﾙ
の

向

上

アソシエーションの総会開催記録 
アソシエーションが作成した議事録、活動

報告、会計記録の内容 

2005 年 7 月までに、トレーニングに参加したアソ

シエーションの 1/2 以上が総会を開催し、ガイド

ラインに従った会計記録、活動報告、議事録を作

成する。 
（設立 1 年以内のアソシエーションは除く） 

92％ 

3)
外

部
支

援
要

請
能

力
の

向

上

外部組織に提出された支援要請の件数 2005 年 7 月までにアソシエーションが行なったハ

ッターラ改修に係る外部組織への支援要請件数が

過去 1 年間の件数の 20％以上に増加する。 

 
20% 

4)
共
同

 
 

ﾓ
ﾆ
ﾀ
ﾘ
ﾝｸ
ﾞ

 アソシエーションによるモニタリングの

結果 
（モニタリング活動期間、収集データ、等

の計画との差異） 

アソシエーションが実施すべきモニタリング活動

が計画通りに実施される。また、差異が生じた場

合にはその原因の確認と対応策が検討される。 

100％  

機材貸出し制度に対する要請件数 2005 年 7 月までに、アソシエーションにより機材

の貸出し要請が 8 件以上行なわれる。 
75％ 

（6 件） 
機材貸出し実績（件数） 2005 年 7 月までに、5 本以上のハッターラに対し

て削岩機の貸出しが行なわれる。 
80％ 

（4 本） 
機材貸出し実績と計画との差異（作業内

容、期間） 
工事計画に記されていない項目への使用（目的外

使用含む）、期間延長等が行なわれない。 
100％ 

5)
 ﾊ

ｯ
ﾀ
ｰﾗ
共
同
改
修
能
力
の
向

上
 

機材運転費用の徴収実績 すべてのアソシエーションが改修作業に必要とな

る機材の運転費用を伝統的水利権者組織から徴収

する。 

89％  
1件目100％
2 件目 67％
3 件目 100%

6)
節
水

灌
漑

 
知
識
普
及
支
援

 アソシエーションによる知識普及活動支

援の実績 
実証調査期間内に、節水灌漑の実証圃場が属する

3 Ksar（Ait Ben Omar, Lambarkia, Taoumart）におい

て、Association が節水灌漑の知識普及にかかる活

動の支援を行なう。（実証調査結果に係る農民説明

会の開催支援、ORMVA/TF との打合せ 等） 

100％  
（3村落中3
村落にて実

施） 

スタディ・ツアーに参加したアソシエーシ

ョンの数 
実証調査に関係するアソシエーションの 50%以上

がスタディ・ツアーに参加する。 
100％ 

 
スタディ・ツアー参加者の行動変化 参加者のうち 20%以上が新しい知識、技術の適用

を開始する。 
94% 

37 ｱｿｼｴｰｼｮﾝ

中 7 
 

7)
ｱ
ｿｼ
ｴ
ｰ
ｼｮ
ﾝ
間
の

 
情
報
交
流
、
知
識
共
有

 

スタディ・ツアーがきっかけとなり、始め

られたアソシエーション間の情報交換活

動（内容、回数等） 

第 1 回スタディ・ツアーに参加したアソシエーシ

ョンの 10%以上が自主的な情報交換活動を開始す

る。 

41% 
37 ｱｿｼｴｰｼｮﾝ

中 15 
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から分析すると以下の様に図示することができる（ソーシャル・キャピタルの定義、類型につい

ては図 6.5.1 を参照）。 

伝

統

的

水

利

権

者

組

織

伝

統

的

水

利

権

者

組

織

伝

統

的

水

利

権

者

組

織

伝

統

的

水

利

権

者

組

織

外部支援組織

伝

統

的

水

利

権

者

組

織

Association

実証調査前のS.C

伝

統

的

水

利

権

者

組

織

伝

統

的

水

利

権

者

組

織

伝

統

的

水

利

権

者

組

織

伝

統

的

水

利

権

者

組

織

外部支援組織

伝

統

的

水

利

権

者

組

織

AssociationAssociation

実証調査後のS.C

①制度的S.Cの形成

②橋渡し型S.Cの強化

③内部結束型S.Cの強化

④橋渡し型S.Cの形成

 

実証調査を通じて形成・強化が確認されたソーシャル・キャピタル 

 

2) マスター・プランへの反映 

実証調査において、Jorf 地区、Tinejdad 地区、Alnif 地区のそれぞれの農民組織の発展段階に応じ

て上記組織強化項目を試行したところ、今後のハッターラ改修事業の拡大に有効となるソーシャ

ル・キャピタルの形成・強化が確認された。本結果に基づき、マスター・プランにおいては以下

の農民組織強化項目を各地区の組織発展段階に応じて実施していくことを提案する。 

●アソシエーション設立促進セミナーの開催および設立支援活動の継続実施 

●アソシエーション運営トレーニングの実施 

●外部支援組織からの支援内容、要請手続きに関する広報の実施 

●ハッターラ改修事業に対する共同モニタリング活動の実施 

●ハッターラ自主改修活動の拡大（ORMVA/TF による改修機材貸出し制度の活用等） 

●節水灌漑技術の普及に対するアソシエーションからの協力 

●アソシエーション間スタディ・ツアーの継続実施 
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6.5.6 生活改善 

 実証項目 

1) 農民の所得向上および多様化の支援方法 

2) ハッターラの衛生管理 

3) 集落の衛生管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 所得向上活動 

1) 実証調査の結果 

調査対象地域では農業を中心に産業が営まれているが、新規収入源の創出および多様化による所

得向上が求められている。本実証調査では、新規収入源の創出および多様化のための候補として

のウサギとハトに関して技術的および財務的な検証を行った。各地区の成果指標の達成状況は下

記の通りである。 

各地区の成果指標の達成状況 

飼育対象 対象地区 達成状況 

    飼育数 販売数 B/C 
継続 
意志 

目標値  増加 確認  ＞1.0 ＞70%

ウサギ Tizougaghine, Goulmima 達成 未達成 未達成 達成 

 Oukhite, Melaab 未達成 未達成 未達成 未達成

 
Jorf (Ouled Aissa, Ouled Moussa and Ouled 
Ghanem) 

未達成 未達成 未達成 達成 

 Dar Lbida, Rissani 達成 未達成 未達成 達成 

 Boudnib ほぼ達成 未達成 未達成 達成 

ハト Boudnib 未達成 未達成 未達成 達成 

 

  

 
 

  

 

 

 
 

活  動 成  果 

小動物の飼育 

洗濯場の設置 

堆肥コンポストの設置 

農家所得の向上 
 

他のハッターラ農村へ

の啓発・普及 

女性の参加を主体とし

た所得向上計画の啓発 

村落内、また他のハッタ

ーラ農村への衛生に対

する啓発 

農民の所得向上に寄与す

る事業の発掘が行われる。
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2) マスター・プランへの反映 

ウサギやハトの飼育の実証調査は 2004 年 12 月から 2005 年 6 月にかけて行われた。2005 年 1 月

と 2 月上旬の異常寒波により生まれた子ウサギは全て死亡し、これ以降も子ウサギに対する管理

が十分でなかったため子ウサギの死亡率が高く、飼育数が安定しなかった。このため販売実績は

上がっておらず、収益も上がっていない。また、ハトの数の安定的な増加にももう少し時間を要

する。一方で、最近になりようやく飼育数の増加傾向が確認されてきており、受益者の継続意欲

は強かった。 

上記は新規収入源の創出の困難さとリスク回避の重要性を示している。したがって、新規収入源

の有望なネタを探し、そのネタを小規模に住民レベルで実証し、実証から得られた経験を改善し、

実証地区を核にしてさらに拡大を図っていく、方式が有効である。このような考えに基づき、マ

スター・プランの中では短期的ではなく中期的な視点から段階的に検討・導入していく必要があ

る。 

(2) ハッターラの衛生管理 

1) 実証調査の結果 

ハッターラによっては、整備された洗濯場が存在しないことから、洗濯後の排水が再度水路に流

入し、農業用水の水質汚濁を招いている。本実証調査では洗濯場の改善を行なうとともに、女性

に対する啓蒙活動を実施し、洗濯水の水路への再流入を予防する。各地区の成果指標の達成状況

は下記の通りである。 

各地区の成果指標の達成状況 

対象地区 達成状況 

  流入洗濯排水量 洗濯場での洗濯 排水ルール遵守 水路内洗濯禁止

目標 減少 確認  確認 確認 

Taoumart 達成 達成 達成 達成 

Ait Ben Omar 達成 達成 ほぼ達成 達成 

Ait Moulay Lmamoune 達成 達成 未達成 達成 

 

2) マスター・プランへの反映 

ハッターラの衛生管理に関するモニタリング結果に示されるとおり、洗濯場建設を核にハッター

ラの水質に関する啓蒙活動はよく浸透し住民意識の改善につながった。したがって、貴重なハッ

ターラの水を有効に活用していく観点から、マスター・プランの中でも洗濯場の改善と水質改善

を組み合わせた活動を考えていく必要がある。 
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(3) ハッターラ集落の衛生管理 

1) 実証調査の結果 

ハッターラ集落においては家畜の糞やゴミがいたるところに見られ、集落の衛生管理上問題があ

る。本実証では、①共有地での家畜糞等を収集する堆肥ポストを設置、②還元できないゴミ(ビニ

ールなど)の分別収集とその啓蒙活動、等の活動をアソシエーションを通じて実施する。各地区の

成果指標の達成状況は下記の通りである。 

各地区の成果指標の達成状況 

対象地区 達成状況 

  堆肥生産 分別収集 堆肥の農場利用 

目標 生産開始 確認  10 m3以上 

Alnif 達成 達成 未達成 

Bouya 達成 達成 達成 

Ait Ben Omar 達成 達成 達成 

 

2) マスター・プランへの反映 

Alnif を除く堆肥場では 10m3以上の堆肥が圃場に使われるようになり、使用している住民からも

好評である。Alnif についても堆肥の生産が軌道になるまでに時間を要したが、7 月時点では堆肥

の生産が開始されている。したがって、十分な管理を行えば、アソシエーションを通じた堆肥場

を利用したハッターラ集落の衛生管理は可能である。 

一方、実証を通じて明らかになった課題は堆肥場の集団管理である。Alnif および Bouya では堆肥

場を地域住民で集団管理していたが、堆肥材料（家畜糞など）とビニールとの分別収集がきちん

と行われなかった。関係者が協議した結果、１つの家族が堆肥場を管理し、生産堆肥を優先的に

使用できるようにしたところ、その後分別収集が的確になされるようになり堆肥生産が行われる

ようになった。環境改善の啓蒙活動と堆肥場建設を組み合わせる場合は、①多数の堆肥場を建設

し、個別家族管理とする、もしくは、②堆肥場の管理を個別家族の輪番制にし、個人の利益と集

落の利益の調和を検討する、ことが必要である。 
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6.5.7 農地荒廃の抑制対策 

 実証項目 

1) 植林実証 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 実証調査の結果 

砂漠地域におけるダブルサック工法について植林本数を 200 本（ダブルサック 100 本、既存方法

100 本）とし、再度適応性についてモニタリングを継続した。植林する樹木の種類は、タマリク

ス（Tamarix）、アトリプレクス（Atriplex）とした。植林結果から以下が示される。 

- ダブルサック工法は従来工法に比べ活着率に優れる。 

- 根の下方への成長が著しく、乾燥に対し従来工法による植林より優れる。 

- タマリクス（Tamarix）、アトリプレクス（Atriplex）とも乾燥地植林に適する。 

(2) マスター・プランへの反映 

ダブルサック工法は活着率に優れるため、Merzouga 地区、Jorf 地区 (Fezna - Sifa)、Tinejdad 地区

等の集落から遠方に位置し、アクセスの困難な場所に優先して植林を行なうことが提案される。

またサック内に塩分を含まない土壌を詰めることにより、Merzouga 等の塩分濃度の高い土壌にも

適すると推察する。 

 

6.5.8 涵養施設に関する追加調査 

 実証項目 

1) 基礎水理地質資料の収集・解析 

2) 地下水調査 

 

 

 

ダブル・サックによる植林 

成  果 活  動 

樹木の選定 
植林後の樹木の定着率の向上 

ダブルサック工法の利点の検証 

モニタリング・評価 

従来の方法による植林 

適応性の比較 
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(1) 実証調査の結果 

1) 気象水文・地下水資料の収集、解析 

付属資料（Annexe A）に気象水文・地下水資料の収集年、観測位置を示す。気象水文資料

については DRH、ORMVA/TF が継続的に観測を行っており観測資料の追加作業を継続し

ている。地下水資料（地下水位）は DRH が 1997 年以降観測を中止しているが、ORMVA/TF

は独自に揚水井で観測を行っており、資料の収集を継続する。 

2) 地下水調査 

Errachidia 大学の協力のもと、地下水解析に関する技術移転を目的とした地下水解析のモ

デルを作成した。詳細は技術移転報告書に示すとおりである。モデル作成は、1) 地下水

流動の状況、ハッターラの水源の特定、2) 涵養池および転流工の計画を策定するために

必要な情報（水収支等）の整理・解析を主要な目的として行なったものである。 

(2) マスター・プランへの反映 

マスター・プランでは 7 地区の地下水涵養施設の計画を提案している。これら施設計画はいずれ

の計画においても地下水涵養効果についてどの程度ハッターラへの供給が増加するか、また地下

水位の上昇が期待できるかを検証する水準にはないため、具体的な事業計画（費用対効果）を検

討するには至っていないのが現状である。このため ORMVA/TF の地下水解析に関する技術力の

向上が涵養施設計画策定に不可欠となっている。 

実証調査においては、地下水涵養計画に必要となる水文気象資料の収集、また地下水解析に必要

な技術移転を行っており、今後 ORMVA/TF による事業策定、実施にむけての活動が期待される。

 

データ解析に関

する技術移転 

データ収集 

・水収支（地表水・地下水） 
・地下水解析 

ハッターラとの関連分析 

 
DRH 

Errachidia 大学

成  果 活  動 

ORMVA/TF による地下水涵養

に関する事業計画の策定 
・既存データ 
・地下水位記録 

モニタリング・評価 
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第 7 章 ハッターラ改修・農村開発計画の策定 

7.1 ハッターラ改修・農村開発の基本目標の設定 

調査対象地域では 1980 年代から続く年間降雨量の減少により地下水位が低下し、ハッターラに

よる灌漑水が著しく減少している。このため、野菜を除く作物生産量はこの 10 年間で 50％以上

も減少し、農家収入も大きく低減した。このような状況の中、多くの農民がポンプによる無秩序

な灌漑を志向し始め、地下水位の更なる低下を招く結果となっている。また、厳しい自然環境お

よび限られた水資源が制限因子となり、経済開発を行うポテンシャルも本調査対象地域では限ら

れている。このため、世界銀行による貧困調査の結果（1998 年）では本地域を含む Tafilalet 地域

がモロッコ国内で最も貧困層の割合が高い地域となっている。 

農業・農村開発省は 1999 年 12 月に「2020 年農村開発戦略（2020 Rural Development Strategy）」を

発表し、この中で 2020 年までに農村地域での貧困撲滅を目指すことを目標とした。本目標はハ

ッターラ改修・農村開発計画の上位目標として捉えることができる。 

上記のような調査対象地域での開発課題および上位計画を考慮し、ハッターラ改修・農村開発計

画の基本目標は「調査対象地域の農家所得の安定化と向上」とする。さらに、本基本目標を達成

するためには調査地域の農村開発はハッターラの水源確保と有効利用のような外部資源の活用

と、ORMVA/TF や住民組織のキャパシティ・ビルディングの強化のような内発的発展の双方の向

上が不可欠である。 

7.2 ハッターラ改修・農村開発の段階別開発の検討 

ハッターラは約 410 箇所あるが、このうち現時点で流量の確認されたハッターラは約 190 箇所で

全体の約 47%に過ぎず、その殆どは流量が 5 lit/sec 以下であり、必要水量を確保することができ

ていない。基本目標である「調査対象地域の農家所得の安定化と向上」を達成するには既存の外

部資源であるハッターラ水量の増加と有効利用が不可欠である。約 410 箇所のハッターラを短期

間で改修・改善することは予算措置の点からも困難であるので、各ハッターラの水量に応じ以下

に示した段階開発を行うことを提案する。なお、各開発期間は短期（5 年）、中期（6～10 年）お

よび長期（11～20 年）とする。 

短期シナリオ 

短期シナリオ（5 年）としてはハッターラ改修機会への公平性を考慮し、ハッターラおよび灌漑

水路の改修、農民組織育成、灌漑・営農改善を行うことにより、事業実施による効果の短期発現

を達成する。（流量が 2 lit/sec 未満のハッターラについてはハッターラの改修費用に対し、便益が

小さいため灌漑水路のみの改修を先行する）実施に際しては ORMVA/TF が中心となり実証調査

で構築されたハッターラ・データベースに基づきモニタリング、評価を行い、地域の実情に沿っ
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た改修計画の策定、実施への移行を促進する。また同時に地下水保全、開発を目的とした調査・

解析を行い、持続可能な地下水開発を計画する。同計画では洪水利用、地下水涵養施設また小規

模貯水施設の基本調査を行う。小規模貯水施設については、表面水、地下水涵養効果をモニタリ

ング・評価し、長期的なハッターラの涵養水源の 1 つとして検討する。一方、貯水施設による水

源開発に関しては、Tafilalet 地域の水資源開発に関わる調査・計画機関である DRH の 5 ヵ年計画

にある 3 ダムの実施動向を考慮する必要がある。灌漑・営農面では実証調査結果に基づき、ハッ

ターラ灌漑地区における節水灌漑の導入について、地域の経済性向上を検証した上で計画する。

さらに、組織面では、伝統的ハッターラ水利権者組織が自発的に外部支援へアクセスできる能力

の強化を図る。また、農村開発の一環として、収入向上活動の多様化、女性組合の育成を行う。 

中期シナリオ 

中期シナリオ（6～10 年）としては短期シナリオに継続し、ハッターラ改修による流量の増加を

達成すると同時に、涵養施設および小規模貯水施設の建設を開始する。ポンプによる地下水利用

は地下水涵養施設建設による地下水位の上昇が確認されたことを条件に地下水保全の目的から

共同ポンプとして導入を検討する。また、灌漑・営農面では上記水量の少ない地域における節水

灌漑の導入を行うとともに、短期目標の対象地区での拡充を目指す。農民組織面では、各アソシ

エーション間の協力体制を構築し、涵養施設および小規模貯水施設等にも対応可能な組織の構築

を目指す。さらに、調査対象地域の開発の均等化の視点から短期目標で確立した有望な収入向上

活動を調査対象地域の各村に広めていく。 

長期シナリオ 

長期シナリオ（11～20 年）は現在水量が極度に少ない、または涸渇しているハッターラについて

の改修を対象とする。ハッターラの改修は基本的に地下水涵養効果が認められたハッターラから

順次実施する。また、灌漑・営農面および組織面では中期目標で達成した節水灌漑および組織強

化に関して全地域での運用を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｽﾃｯﾌﾟ 2： ﾊｯﾀｰﾗ、灌漑水路改修、農民組織育成、灌漑・営農改善に関する事業を開始する。

 地下水保全に関わる調査、結果の分析を行い、調査地域の地下水涵養施設を中心と

した水資源・環境保全計画を策定する。

事業実施・ 
水資源開発構想

段階 
（5 年間） 

ｽﾃｯﾌﾟ 1： ﾊｯﾀｰﾗ改修、農民組織育成、灌漑・営農改善（主に節水灌漑）に関する計画を策定す

るとともに、実証調査行う。実証調査を通じモニタリング・評価を行い、その結果を

もとに計画の再構築を行う。また水資源開発、地下水保全、農地荒廃抑制（植林計画）

等、環境保全計画に関わる調査・基礎資料の収集を行う。 

計画・実証段階

ハッターラ改修・農村開発の段階別開発 
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7.3 各コンポーネント別の段階的開発 

ハッターラ水量からみたハッターラ数の分布は次表のとおりである。7.1 章に示したとおり、ハ

ッターラの改修は流量の多少で短期、中期、長期対象に分類する。 

ハッターラの流量分布と段階的開発 

 ハッターラの流量分布（箇所） 

 20≦Q 10≦Q<20 5≦Q<10 2≦Q<5 0<Q<2 Q=0 合 計 

ゾーン A  1  3  25  26  25  57  137 

ゾーン B  2  8  3  3  4  4  24 

ゾーン C  1  3  3  1  0  0  8 

ゾーン D  3  9  6  3  0  48  69 

ゾーン E  2  2  0  7  3  11  25 

ゾーン F  0  0  1  5  5  33  44 

ゾーン G  0  2  2  9  24  66  103 

合  計  9 
 (2.2 %) 

 27 
 (6.6 %) 

 40 
 (9.8 %) 

 54 
 (13.2 %)

 61 
 (14.9 %) 

 219 
 (53.4 %) 

 410 
 (100.0 %) 

開発段階 短期・中期対象 
（191 本） 

長期対象 
（219 本） 

  

注） 上記ハッターラ水量は 2005 年 2～7 月の実測値を示す。 

 

ハッターラの改修については、上記ハッターラの段階的開発に併せて改修を行う。ただし、ハッ

ターラの水を主な飲料水源としている、他の代替水源がない等の緊急性のあるハッターラについ

ては、短期期間中にハッターラ改修等のコンポーネントを実施することを考慮する。灌漑施設の

改修は水量増加等の改修効果が高く、費用対効果に優れることから短期 5 年間で実施する。農民

組織の強化、営農・水管理（節水灌漑の普及）の各コンポーネントについては ORMVA/TF の所

轄地区を中心に、農村組織の育成を行なう中で地域への普及を計画する。水源涵養施設は基本調

査として水理地質調査を行い、事業化の妥当性（涵養効果）の検証を行い、効果を確認後、施設

の建設に着手する計画とする。 

ｽﾃｯﾌﾟ 3： ﾊｯﾀｰﾗ、灌漑水路改修、農民組織育成、灌漑・営農改善に関する事業を継続実施する。

 水資源開発計画に基づき涵養施設の建設を開始する。地下水涵養、小規模貯水施設の

建設等、水資源の開発を実施する。地下水涵養効果が見られる地区に対し共同ポンプ

利用計画の実施に移行する。 

事業実施・ 
涵養施設建設

段階 
（5 年間） 

ｽﾃｯﾌﾟ 4： ﾊｯﾀｰﾗ改修、農民組織育成、灌漑・営農改善に関する事業を継続実施する。 
 水資源開発計画に基づき涵養施設、小規模貯水施設の建設を継続実施する。特に流量

が減少または涸渇しているハッターラに対する涵養施設の建設が中心となる。 

水資源開発・ 
総合農村開発

段階 
（10 年間） 
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ハッターラ改修に関係するコンポーネントの段階的開発 

年数 短期（5 年間） 中期（6～10 年） 長期計画（11～20 年） 

対象ハッターラ 130 本  (2 lit/sec ≦ Q) 219 本(Q=0 lit/sec) 

 （最大 600m の部分改修） （短期改修の未改修部の

改修） 
 

 緊急性のあるハッターラ 61 本(0 <Q<2 lit/sec)  

 
改修内容 

竪坑、横坑の改修 
小口径パイプの設置 

竪坑、横坑の改修 
小口径パイプの設置 

竪坑、横坑の改修 
共同ポンプ設置を行う。 

 
 
ハッター

ラ改修 
目標とする

改修率注 1） 
30% 30% － 

土水路区間のﾗｲﾆﾝｸﾞ化および分水口の改良 

目標：改修延長 L=116 km － － 

コンクリート水路区間の分水口の改良 

 
灌漑施設 

 
工事内容と

目標 

目標：改修延長 L=127 km － － 

普及方法 z 野菜や付加価値作物に対する試験研究 
z 上記改修地区に節水灌漑の展示圃場を設置 

z 既存の節水灌漑に対する補助金制度の継続 

灌漑・営

農 

 

 
普及目標 節水灌漑の普及率を 10%とする 

点滴灌漑：5%注 2）, 畝間灌漑：5% 

展示圃場の設置は年間 2 箇所/ Ksar 程度とする。 

10 年間の計画実施実績を踏

まえ普及上の課題を検討し

普及率を設定する。 

ハッターラ

改修 
z 伝統的水利権者組織に対する外部からの支援窓口（アソ

シエーション）の創設 
（各ハッターラ地区 (Ksar) に 1 つ） 

z アソシエーションに求められる組織運営技術の習得 

z 伝統的水利権者組織およびアソシエーションの共同に

よる事業実施能力の強化 

z ハッターラ改修機材協同

管理組合の立ち上げ 

（各 ORMVA/TF 支所管轄

地に最低 1 つ） 

z ハッターラの補助水源を

目的とした共同ポンプ組

合(Cooperative)の設立 

（設立目標数は上記共同

ポンプ利用計画に合わせ

て設定） 

 
 
農民組織

強化 

節水灌漑 z 点滴灌漑協同組合(Cooperative)の設立、普及 
（目標設立数は上記点滴灌漑普及率を考慮して設定） 

内容 設計と一部有望計画の実施 既存計画の実施および新

計画の策定 
新計画の設計・実施  

水源涵養

施設 実施目標 2～3 事業 6 事業程度 事業継続 

注 1)： 改修率については 7.5 ハッターラ改修参照 
注 2)： 点滴灌漑の普及率は最小目標を 5%とする。事業の進捗により 10%程度まで拡大が可能と考えられる。 

一方、1) 農村インフラ（上水道、電気、道路、教育・保健施設等）整備、2) 所得向上活動、3) 営

農（節水灌漑以外）、および 4) 農地荒廃の抑制対策（植林計画）については、ハッターラの段階

的開発とは関係なく、また、地域の均等な開発の視点から、別々に進行されていくことを提案す

る。ハッターラ改修に関連しない各コンポーネントの段階的開発は以下のとおりである。 
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ハッターラ改修に関連しないコンポーネントの段階的開発 

年数 短期（5 年間） 中期（6～10 年） 長期計画（11～20 年）

上 水 道

（ONEP） 
地方給水プログラムに従

って、2007 年までに対象

地域における給水率 97％
を達成。 

－ 

電気（ONE） 未 電 化 地 区

(Ksar/Douar)111 ヶ 所 を

2005 年までに電化。 

－ 

道路 
(県道路局) 

継続実施 

教育施設 
(県教育局) 

継続実施 

 
農村イン

フラ整備 

保 健 施 設

（ 県 保 健

局） 

2004 年までに更に 21 ヶ

所の村落保健施設の建

設・改修を開始。 

巡回医療サービスの拡充

－ 

対象 z 農業：野菜や付加価値作物の栽培、 
z 畜産：ヒツジ、ヤギおよび小動物家畜の飼育、 

z 小規模産業：機織もしくは農業産物加工 

 
所得向上

活動 

 
 

目標 z 寄与する対策の発掘。

z 女性の経済活動参加へ

の基礎となる識字教育

の拡充。 

z 所得向上事業の育成、組織化

による経済的便益の拡大。 

z マーケティング・ルートの確

立。 

z 女性が参加できる所得向上

事業に関する技術指導、資金

管理知識の普及。 

z 各 Ksar 毎に特産化（1
村 1 品運動の推進） 

 
実施内容 

z 環境 NGO への植林技術の普及 

z ハッターラ導水部および灌漑農地周辺への実証圃場の拡

充 

地下水涵養を目的とす

る、ハッターラ集水域へ

の植林地の拡大 

 
 
農地荒廃

抑制 

( 植 林 計

画) 

実施規模 150ha 程度（現時点において水量が確認されているハッター

ラ、および砂漠化の影響度の高い地域から植林を進める）。 
地下水涵養施設、共同ポ

ンプの設置により水量

が回復したハッターラ

も含めた全域を対象。 

農業技術 ORMVA/TF の試験場における基礎技術の開発 

ナツメヤシ z 展示圃場や加工機械を通じた技術普及 
z 組合を通じた生産物販売の強化 

生活改善 z ハッターラ農村における水質維持やゴミ処理に関する

啓蒙活動 
 

 
営農・普

及（節水

灌漑を除

く） 

市場・流通 簡易農産加工器具の普及 村落集荷施設の建設 

注）農村インフラに関しては ORMVA/TF 以外の組織が担当している。 

図 7.3.1、図 7.3.2 にマスター・プラン開発コンポーネントおよび段階別開発説明図を添付する。 
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7.4 ORMVA/TF および各ステークホルダー（NGO）の役割 

7.4.1 ハッターラ改修・農村開発事業実施時における役割 

(1) ORMVA/TF 

ハッターラ改修・農村開発計画において ORMVA/TF は事業実施主体となる。これに加えて、計

画全体の管理責任者として大きな役割を担うこととなる。ORMVA/TF の管理面での役割は、1) 計

画見直し、2) ハッターラ・データベース更新、3) 事業モニタリング・評価、4) 予算確保、5) 事

業ネットワークの強化、および、6) 知的財産の蓄積・拡充と多岐に亘る。各開発段階における

ORMVA/TF の役割は下記のとおりである。 

開発各段階における ORMVA/TF の役割 

年数 短期（5 年間） 中期（6～10 年） 長期計画（11～20 年） 

ﾏｽﾀｰ･ﾌﾟﾗﾝ

の見直し 
中期・長期計画の見直し 長期計画の見直し 必要に応じた見直し 

ﾊｯﾀｰﾗ等・ﾃﾞ

ｰﾀﾍﾞｰｽ更新

z ハッターラ・データベースの更新の継続 
z 上記データによる年次計画の見直し 

z 地下水位データ蓄積 

事業ﾓﾆﾀﾘﾝ

ｸﾞ・評価 
z 各事業のモニタリング・評価結果による年次計画へのフィードバック 
z 年次計画の見直し 

予算確保 z マスター・プランおよび年次計画に基づいた予算の確保 
z 必要に応じ、各計画のドナーや国際機関への売り込み 

ネットワー

クの強化 
z 事業を通じたアソシエーションの育成 
z 有望アソシエーションとの連携強化 

- 

 

ORMVA/TF
の役割 

知的財産の

蓄積・拡充

ハッターラ農業等に関す

る他国の経験の蓄積 
ハッターラ農業に関する情報の世界への発信 

 

(2) 農民組織 

伝統的水利権者組織に代表されるハッターラ地区の農民は、ハッターラ改修事業に対する外部組

織（ORMVA/TF、モロッコ／外国政府、国際援助機関、NGO 等）からの支援を得るため、アソシ

エーションの設立を通じて組織の政府登録を行うとともに、従来とおりハッターラの改修・維持

管理作業を主体的に実施していく。 

アソシエーションはハッターラ改修事業の実施にあたり、外部支援組織への支援要請、事業の実

施管理、ORMVA/TF との共同モニタリング活動を伝統的水利権者組織と協力しながら行っていく。

また、アソシエーションはハッターラ改修事業への支援に加えて、節水灌漑技術の導入、普及に

向けた支援も ORMVA/TF と協力のもと実施していく。 

開発段階に応じた各農民組織の役割は下記のとおりである。 
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開発段階に応じた各農民組織の役割 
 

 
* : 当初ハッターラの改修を主目的として設立されたハッターラ・アソシエーションも、その後活動範囲を拡大

し、農村開発アソシエーションに強化されていくことを想定。 

 

7.4.2 ハッターラおよび灌漑施設の維持管理計画 

(1) ハッターラの維持管理 

ハッターラおよび灌漑水路の維持管理は慣行水利権に沿い、利用者（伝統的水利権者組織または

ハッターラ・アソシエーション）の費用負担、または役務提供で実施されており、慣行的に実施

されている同システムについては特に問題は無く、今後とも継続される。一方で渇水の影響によ

り農家収入が減少し、維持管理費用の不足が更にハッターラの水量の低下につながっているハッ

ターラ農村も多く見られ、維持管理費の負担能力が各ハッターラ農村存続の 1 つの要因となって

いる。 

今後、ハッターラ改修が実施される中で、維持管理に関する問題点として以下が挙げられる。 

1) ハッターラ改修は財政上の制約もあり、短・中期の 10 年間の改修率は現在水量の見られ

るハッターラについて全路線の 40%に止まる。改修区間は土砂の堆積等が減少すること

から、殆ど維持管理が不要となる一方で、改修されない区間は依然として利用者による維

持管理が必要である。 

2) ORMVA/TF によるハッターラ改修は 5～10 年をかけて行なう計画であるが、早期に改修

が行なわれたハッターラと、そうでないハッターラでは改修によって得られる便益に大き

年数 短期（5 年間） 中期（6～10 年） 長期（11～20 年） 

ハッターラ改修

事業 
ハッターラ改修事業に対する労働提供、建設費用一部負担 

 

ハッターラ維持

管理 
伝統的水利慣行に基づく維持管理作業の継続 

 

ハッターラ

農民（伝統的

水利権者組

織） 

節水灌漑 z 節水灌漑技術の導入検討 
z 点滴灌漑協同組合(Cooperative)の設立 
z 点滴灌漑施設の共同建設・運営管理 

ハッターラ改修

事業 
z 外部組織に対する支援要請 
z 改修事業の実施管理 

 

モニタリング・

評価 
ORMVA/TFとの共同モニタリングの実施および

計画へのフィードバック支援 

他のアソシエーショ

ンとの連携・共同事業

の実施支援（ハッター

ラ改修用機材協同管

理組合、共同ポンプ組

合の設立支援 等） 

節水灌漑 z 節水灌漑技術の知識普及 
z 点滴灌漑協同組合（Cooperative）設立支援 

ハッターラ

／農村開発

アソシエー

ション* 

 

農村開発事業 z 農村生活改善事業、所得向上活動の実施支援 
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な差が生じ、特に流量の小さいハッターラでは時間の経過とともにハッターラの存続その

ものに影響が出ることも予想される。 

3) 水量が見られないハッターラは、涵養施設による効果の発現を待って改修を行う計画であ

り、改修が始まるまでの長期間に亘り、堆積土砂の除去等の維持管理を継続しなければ、

ハッターラそのものを放棄せざるを得ない結果となる。 

上記のうち特に問題となるのは流量が小さいハッターラにおいて改修が数年先になり、維持管理

不足のためハッターラの機能がますます低下し、住民が維持管理を放棄するケースである。これ

は Alnif 地区の十数箇所のハッターラで見られ、渇水の継続する中でわずかな洪水の流下により

横坑の崩落が起こり、これが数年経た現在においても修復されておらず、ハッターラ出口で流量

が確認できない状況となっている。この対策としてハッターラ全体の維持管理状況をあるレベル

に維持するため、改修が行なわれたハッターラに対し水利費の形で一定額を負担させ、これを困

窮するハッターラの維持管理費に使用する方策も考えられる。しかし Tafilalet 地域では慣習的に

水利費等の徴収は行っておらず、また同地域のハッターラ農村の水利慣行、更に農民の貧困度か

らも他のハッターラの改修を目的とした費用負担には全く応じていないことが調査結果から判

明している。 

このことから本ハッターラ改修事業では改修に伴う水利費等の負担は考慮せず、下表に示す現行

の維持管理体制を存続させることとする。 

ハッターラおよび灌漑施設の改修・維持管理 

維持管理内容 管理主体 

1) ハッターラ・灌漑水路の改修 ORMVA/TF および地方政府 
改修工事の実施 

（工事の負担または材料提供） 

2) ハッターラ・灌漑水路の維持管理 ハッターラ利用者および Association 

水利慣行に従った労働提供、金銭負担または貸し水利

権による工事費の捻出 

 

（参考） 

ORMVA/TF は設立当時から自国予算、また外国からの有償協力事業でハッターラの改修を行って

きたが、下表に示すとおり受益者（ハッターラ水利権者組織）の負担は、水利権者組織が改修費

または労務を負担する形式を除き、住民に対し全て無償で実施されている。これは乾燥砂漠地域

である Tafilalet 地域に農業雇用を創出し、都市への人口流出を抑制するための優遇策を採ってい

る結果である。 
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水利権者組織の労働力負担 (PDRT) 

財源 改修ハッターラ数 工事形式 工事費（’000DH） 工事比率 

IFAD 43 住民負担なし 10,610 66 % 

IFAD 11 材料無償提供 

人工（労務）を水利権

者組合が負担 

1,300 8% 

BID 8 住民負担なし 4,177 26% 

合計 62  16,087 100% 

FIDA（国際農業開発基金 IFAD：International Fund for Agricultural Development） 
BID（Islamic Development Bank） 

7.5 ハッターラ改修 

7.5.1 ハッターラ改修の目的 

ハッターラの改修は、1)流量の増加、2)維持管理労力の軽減、3)衛生面の改善を目的として行う。

改修方法を図 7.5.1 に示す。また前記改修の効果を最大限高めるため、以下の点に留意する。 

・ 流量観測に基づく改修工法、断面の検討 

・ 経済性を考慮した竪坑、横坑改修断面の標準化（コンクリート 2 次製品の使用） 

・ 砂漠化進行によるハッターラへの砂の流入抑制、坑壁崩壊の抑制 

・ 施工監理計画：品質管理、工程管理、安全管理等の施工監理の改善（坑内作業環境の改善） 

・ ORMVA/TF による改修材料供給改善 

・ 老朽施設の更新（耐用年数を考慮した施設更新計画） 

改修断面図（案）は図 7.5.2 に示すとおりである。 

(1) 流量の増加 

ハッターラの改修による流量損失の軽減効果について以下に示す。 

・ 流量観測結果から、流量によりハッターラ導水部の流量損失量が変化する。流量観測

結果をもとにハッターラ改修による流量損失の軽減効果を以下のとおりとする。流量

観測結果を図 7.5.3 に示す。7.5.3 ではハッターラの流量区分を 10 lit/sec 以上、5～10 

lit/sec 未満、5 lit/sec 未満に区分し、それぞれの流量区分により損失流量の平均値を計

算したものである。 
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ハッターラの改修延長 1km あたりの流量損失軽減量 

ﾊｯﾀｰﾗ現在流量 Q（lit/sec） 10≦Q 5≦Q<10 Q<5 

損失軽減量（lit/sec/km） 2.5 2.0 1.5 

 

(2) 維持管理労力の軽減 

ハッターラ改修の目的として維持管理労力の軽減が挙げられる。インベントリー調査結果から、

近年のハッターラ流量減少の原因として下表に示すとおり維持管理の不足が大きな要因となっ

ている。洪水被害は 10 年に 1 度程度の頻度ではあるが、洪水後にハッターラ竪坑および横坑の

損傷部の修復、堆積土砂の除去がなされておらず、洪水後数年に亘りハッターラの流量が減少ま

たは涸渇する結果となっている。この洪水被害による流量減少も維持管理の不足に起因するもの

であり、両者の合計は全体の 50%を占める結果となる。 

ハッターラ流量減少の原因 

 ﾊｯﾀｰﾗ 
箇所数 

渇水 ﾎﾟﾝﾌﾟによる 
過剰揚水 

洪水による 
被害 

維持管理費用

の不足 
砂漠化、漏水、

その他 

ゾーン A  137  91  13  13  26  3 

ゾーン B  24  20  0  1  5  4 

ゾーン C  8  8  0  8  0  0 

ゾーン D  69  68  14  34  32  6 

ゾーン E  25  9  1  3  5  5 

ゾーン F  44  35  9  10  39  7 

ゾーン G  103  86  6  14  10  13 

合  計  410 
 (100.0 %) 

 317 
 (77 %) 

 43 
 (10 %) 

 83 
 (20 %) 

 117 
 (29 %) 

 38 
 (9 %) 

出典：ﾊｯﾀｰﾗ･ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰ調査結果（JICA 調査団、2003） 

維持管理費用の不足は近年の渇水による農産物生産量の低下が原因であり、農民の所得減少が更

に維持管理の不足を招く悪循環となっている。ハッターラ改修による維持管理労力の軽減により

農民の経済的負担を低下させることが農民の所得安定、生活環境改善に重要となる。 

7.5.2 ハッターラ改修の範囲 

水量の確認されているハッターラ 191 箇所の総延長は 540.0 km に達する。一方 ORMVA/TF によ

り改修が実施された延長は約 10.2 %、55.1 km、またその他政府機関により改修された延長は 4.1 %、

22.3 km であり、未改修延長は 462.6 km となる。上記ハッターラ改修の目的を考慮した結果、ハ

ッターラ全線の改修の範囲は改修対象延長の 30%とすることが適切と判断される。下表に検討結

果を示すとともに、検討の詳細を後述する。 
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検討項目 ﾊｯﾀｰﾗ改修の範囲 

(1) 流量損失の軽減 流量損失の見られるﾊｯﾀｰﾗ区間（延長の 60%）を改修区間とする。 

(2) ﾊｯﾀｰﾗの縦断線形 将来に亘るﾊｯﾀｰﾗの底面掘削の必要性を考慮し、上流湧水区間から中流区間をコンク

リート等で改修する方法は避ける。 

(3) 改修費用の効率的投資 ORMVA/TF 全体の年間財政支出（工事費）とﾊｯﾀｰﾗ改修費とのバランスを考慮し、ﾊ

ｯﾀｰﾗについては事業効率の高い区間（ﾊｯﾀｰﾗ延長の 30%）の改修を計画する。 

(4) 改修機会の公平性 全てのハッターラについて原則同一の改修率（改修区間延長/ﾊｯﾀｰﾗ全長）とする。 

結 論 ORMVA/TF の財務状況およびハッターラ改修による事業効率の向上を考慮し、改修

率を 30%（既存改修率 10%程度と合わせて 40%の改修率）とする。 

 

尚、改修断面は維持管理労力の軽減を考慮し、カルバート構造とする。 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 流量損失の軽減 

図 7.5.4 に 2003 年 6 月、9 月および 2004 年 2 月に実施したハッターラ 30 箇所の区間流量の観測

結果を示す。また図 7.5.5、7.5.6 に 2003 年 9 月の測定結果について各ハッターラの延長と流量の

変化量を実測値表示、またパーセント表示した結果を示す。同図では地下水位により、カテゴリ

ー1：ハッターラ全線で流量が減少するもの、カテゴリー2：ハッターラの上流から中流で流量が

増加し、中流から下流で浸透損失が発生するもの、カテゴリー3：ハッターラの全線で流量が増

加するものに区分している。 

流量損失の軽減の点では以下の理由によりハッターラ改修延長（全体ハッターラの改修延長の平

均値）の上限を 60%程度とする。 

1) カテゴリー3 では地下水位がハッターラ全線でハッターラ水路底より高く、流量損

失は発生していないことから改修は必要としない。カテゴリー3 は観測ハッターラ

数 30 箇所のうち約 20%、5 箇所のハッターラで見られる。 

2) カテゴリー1 ではハッターラの全線を改修することにより流量損失軽減効果が最大

となる。カテゴリー1 は観測ハッターラ数 30 の約 10%、4 箇所のハッターラで見ら

れる。 

カルバート 
横坑壁面 

ｶﾙﾊﾞｰﾄ構造により横坑壁面の崩落土

砂は水路には堆積しないため維持管

理労力の削減につながる。 

横坑壁面 

矩形水路 

横坑壁面の崩落 

横坑壁面の崩落があり、維持管理労

力の削減にはつながらない。 
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3) カテゴリー2 ではハッターラ全線のうち下流 60%で流量損失があり、同区間を改修

することにより流量損失軽減効果が最大となる。カテゴリー2 は観測ハッターラ数

30 の約 70%、20 箇所のハッターラで見られる。 

4) 改修対象となるカテゴリー1、2 の箇所数を考慮すれば、ハッターラ改修延長（改修

ハッターラの平均値）の上限は既存改修区間約 10%を考慮し、50%程度となる。 

(2) ハッターラの縦断線形 

図 7.5.1 に示したとおり、ハッターラの水量増加に対しハッターラ底面を低下させ、地下水面以

下に設定する対策が有効である。このため特に上流湧水区間から中流区間の底版部、また側壁部

をコンクリートまたは石積で改修する方法は避けるべきである。 

 

 

 

 

 

(3) 改修費用の投資効率 

インベントリー調査結果ではハッターラ流量減少の原因として維持管理費用の不足を挙げてい

るが、特に地質条件、地形条件により流量損失、維持管理労力の削減効果の大きい区間を改修す

ることにより改修費用の投資効率の向上が可能となる。 

最近 5 年間の ORMVA/TF のハッターラの改修費用は自国予算と国際金融機関（FIDA、BID）か

らの借入れを合わせ年間 5 百万 DH、ORMVA/TF の全体工事予算の約 8%の投資が行われてきて

いる。ORMVA/TF はハッターラの改修のほか、洪水取水堰、圃場水路の建設、維持管理を継続実

施しているが、ORMVA/TF の財務支出を考慮した場合、ハッターラおよび灌漑水路の改修区間を

改修効果の高い区間に限定し事業効率を高めることが必要である。10 年間におけるハッターラの

改修率を 30%程度とした場合の年間支出額は約 DH30 百万（既存改修率 10%と合計した場合の改

修率は約 40%）となるが、この予算を超える財務計画は ORMVA/TF の他の事業に影響を与える

ためこれを上限とし、事業の進行に伴い再度本マスター・プランの見直しを行う計画とする。 

(4) 改修機会の公平性 

事業の効率性、経済性に大きく傾斜した計画を策定することは農村の離散、また農地の荒廃、砂

漠化の進行を助長する結果となる。本計画では農村社会を維持する上でハッターラの水が絶対必

要条件であることを認識し、可能な限り多くのハッターラ農村に対しハッターラ水量の増加、ま

た維持管理労力の削減を実現することを目的とする。このため短期・中期の 10 年間に改修を行

縦断勾配の変更により、ﾊｯﾀｰﾗ

底版部が地下水面以下となり

流量が増加する。 

地下水面 
地下水面
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うハッターラ 191 箇所について原則同一の改修率とする。 

7.6 水利用 

7.6.1 水利用の基本方針 

ハッターラの水利用計画の目標は、ハッターラ改修を通じて増加または安定化する水量を効率的

かつ有効に利用するための水利用体系の確立にあり、その達成のための基本方針は現行の水利慣

行の維持・継続を前提とし、用途（飲料・洗濯用水、家畜用水、灌漑用水）ごとに次のとおりと

する。 

1) 灌漑用水の慣行的配水管理を尊重し、節水対策の実施による水利用効率の向上を通じ、ハ

ッターラ水資源の有効利用を図る。 

2) 飲料に適する水が他水源（ONEP 等）により安定的に供給されていない地区において、ハ

ッターラ水が飲料に適する場合、その利用を維持する。 

3) 洗濯用水としての利用に関しては、灌漑用水への水質悪化を防止する洗濯場改善等の対策

を計画的に推進する。 

4) 家畜飼育のための水利用はこれを継続する。 

 

7.6.2 節水対策 

ハッターラの水利用における主用途は使用水量の圧倒的部分を占める灌漑用水であり、これをい

かに有効に利用するのかが水利用計画の柱となる。 

ハッターラ灌漑システムの水収支は下図のように表現され、有効利用に向けた節水対策は灌漑水

路レベルと圃場レベルに区分される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハッターラ灌漑システムの水収支概念図 

蒸発散

灌漑水路
灌漑

水路面蒸発 蒸散

降雨

深層浸透損失

管理損失
(無効放流)灌漑水路搬送損失

土壌面蒸発

有効土層

ハッターラ
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(1) 灌漑水路網の計画的整備（灌漑水路レベル） 

灌漑水路網における浸透ロス・管理ロスの低減は、水利用効率の向上、利用可能水量の増大に直

結する。幹線級かつ共用区間である 1 次水路を対象とした灌漑水路網の整備は、実証調査の結果、

10%の利用可能量の増加に繋がる確実で即効的な対策であることが分かった。 

したがって、191 箇所のハッターラの 1 次水路を対象に水路改修を事業化し、かつ効果の早期発

現をねらい、初期の 5 年に集中して実施する計画とする。工事内容は以下のとおりである。 

1) 浸透ロスの大きい土水路（L=116km）をライニングする。 

2) 漏水・管理ロスの低減のために、コンクリ－ト水路（L=127km）の分水口を改良する。 

(2) 節水灌漑の普及および圃場レベル水管理の改善（圃場レベル） 

実証調査により、点滴灌漑が圃場レベルにおける抜本的な節水対策の一つであること、そして畝

間灌漑に節水効果が認められることが確認された。同時に、圃場内貯水槽の設置が水管理の適正

化に有用であることも明らかとなった。 

圃場レベルにおける節水というアプローチは新たな視点であり、本実証圃場がハッターラ灌漑地

区で点滴灌漑や畝間灌漑といった節水灌漑を初めて導入したという事実が示すように、出発点に

立ったばかりである。 

したがって、マスター・プランにおいては短期、中期計画の 10 年間で、節水灌漑（点滴灌漑と

畝間灌漑）をハッターラ掛りの農地面積の 10%に普及する整備目標を掲げる。しかし、初期投資

コストの負担の面から、農民の財務的階層を考慮して、点滴灌漑、畝間灌漑それぞれの普及目標

値を以下のように具体化した。 

節水灌漑の普及目標値 

灌漑方法 区分 普及目標値 備考 

点滴灌漑 灌漑施設の共同利用による点滴灌漑の普及 *5%  

圃場内貯水槽との併用による畝間灌漑の普及 2.5%  
畝間灌漑 

畝間灌漑単独による普及 2.5%  

合計  10%  

*点滴灌漑の普及目標値は、Tafilalet 地域と同様に乾燥地域（年間平均降水量 240mm）であるハウズ

（Haouz）平原におけるORMVA/Haouzの点滴灌漑目標（点滴灌漑面積24,000ha/全灌漑面積473,000ha=5%）

を参考とした。短期の実績により中期を合わせた 10 年間に 10%程度まで普及率を高めることも可能と判

断する。 

7.6.3 灌漑用水計画 

(1) 必要水量 

必要水量は灌漑用水量、飲料用水量（生活用水）、家畜用水量の合計値である。 
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灌漑用水量は作物ごとの消費水量を基に作付体系を考慮に入れて算定した。消費水量の基礎デー

タとなる蒸発散量の算定には様々な方法が提案されているが、モロッコ国においては一般的に気

温から計算できるブラネイ・クリドル法(Blaney-Criddle method)が採用され、気温、風速、湿度、

日照時間の気象データが得られる場合はペンマン-モンテイース法(Penman-Monteith equation)が用

いられている。本事業計画においては、大きな値を示すブラネイ・クリドル法の値を採用した。

ブラネイ・クリドル法により計算した月別の蒸発散量を下表に示す。 

ﾌﾞﾗﾈｲ･ｸﾘﾄﾞﾙ法による基準蒸発散量(mm/日) 

月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 

基準蒸発散量(mm/日) 4.9 3.4 2.3 1.5 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.3 6.7 6.3 

Errachidia の気象データを用いて”Applications of Climatic Data for Effective Irrigation Planning”(FAO)に準拠して算定 

 

飲料水量（生活用水）は ONEP 調査による需要量実績値 10lit/人/日に利用人口を乗じて算出し、

家畜用水量は農家経済調査の結果より１戸当たりの標準的な家畜所有をウシ 3 頭、ヒツジ 8 頭、

ヤギ 10 頭と想定し、農家戸数に家畜の単位用水量（ウシ；50lit /頭/日、ヒツジ、ヤギ；10lit /頭/

日）を乗じて算定した。 

(2) 灌漑可能面積 

標準的な 7 ハッターラの作付体系に基づき、灌漑用水量を算定した結果は 1ha 当たりの灌漑水量

に換算した図 7.6.3 のように、各ハッターラのピークの平均値で 0.4 lit/sec/ha となる。 

一方、ハッターラの水量は下図が示すように半数以上の 56％のハッターラが灌漑必要水量の

0.4 lit/sec/ha を満たしておらず，全体の 34％のハッターラでは水量が 0.2 lit/sec/ha 以下となってい

る．つまり，2 本に 1 本のハッターラで必要とされる水量が供給されず、3 本に 1 本のハッター

ラでは必要水量の半分以下しか供給されていないことが分かる。 

 

0-0.1
25%

0.10-0.20
9%

0.20-0.30
10%0.30-0.40

12%
0.40-0.50

3%

0.50-0.60
14%

0.60-0.70
4%

0.70-0.80
3%

0.80-0.90
4%

0.90-
16%

 

単位面積当たりのハッターラ水量分布(lit/sec/ha) 

マスター・プランの事業計画では、0.4 lit/sec/ha を用いてハッターラの水量から各地区の灌漑可能
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面積を算出している。但し、ハッターラの水量の内、灌漑用水として利用可能な水量は飲料水量

（生活用水）と家畜用水量を差し引いた水量としている。 

本事業を実施しない場合は、ハッターラの水量は減少傾向を続け、10 年後には現況の 20%減とな

ると想定され、事業を実施した場合はハッターラと灌漑水路の改修により 10%以上の水量増が見

込まれる。これを基に、全体のハッタ－ラ水量および灌漑可能面積を計算したのが次表である。 

ハッターラごとの詳細は表 7.6.1 に示す。 

ハッターラ水量および灌漑可能面積の将来予測 

10 年後 区分 現在 

事業実施しない場合 事業実施をした場合 

ハッターラ水量(lit/sec) 1,277 951 －326 1,533 +256 

灌漑可能面積(ha) 3,012 2,378 －634 3,651 +639 

 

7.7 農業開発計画 

7.7.1 農業土地利用計画 

以下の想定に基づき現況、事業実施しない場合、および事業実施する場合の農業土地利用面積を

下記のように定めた。 

(1) 現在の農業土地利用面積は、ハッターラからの灌漑水量に規定されている。したがって、

ハッターラの灌漑水量、灌漑水利用効率および現況の作付体系に基づき各ハッターラ灌

漑地区に関して現況作付面積を推定した。 

(2) 事業を実施しない場合、ハッターラおよび水路の維持管理が十分に行われないため、農

地への灌漑水の供給量がさらに減少し、作付面積は 10 年後に 20％程度減少すると仮定

した。 

(3) インベントリー調査によれば、ハッターラの農地面積（未耕作地を含む）の合計は

6,600 ha であり、現況作付面積である 3,012 ha より大幅に多い。したがって、灌漑水の

有効利用により未耕作地を利用することが必要である。 

(4) 事業を実施した場合、ハッターラの改修、水路の改修および節水灌漑の一部導入により

農地への灌漑水の供給量が上昇する。灌漑水量の増加に基づき増加作付面積は算出した。 

上記の条件に基づく現況、「事業を実施しない場合」および「事業を実施した場合」の作付面積

は下記のとおりである。 
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作付面積の比較 

ゾーン ハッターラ灌漑 
による現況作付面積 

事業実施しない場合 
の作付面積 

事業実施した場合 
の作付面積 

ゾーン A  922     728     1,082    

ゾーン B  552     442     625    

ゾーン C  249     196     309    

ゾーン D  770     611     964    

ゾーン E  269     210     353    

ゾーン F  58     44     79    

ゾーン G  192     147     239    

合計 3,012 2,378 3,651 

 

7.7.2 作物の選定および計画作付け体系 

現在の作物体系を継続することを基本とし、「事業を実施した場合」の作付け体系について検討

した。ハッターラ灌漑地区の灌漑水は非常に貴重なものであり、計画作付け体系の設定において

は水経済の面からの効率性が重要である。各作物の単位用水量とヘクタール当の収益から作物別

の単位用水量当の収益性を下記のとおり算出した。 

各作物の単位用水量当の収益性 

  コムギ 野菜 マメ類 ｱﾙﾌｧﾙﾌｧ ナツメヤシ 

単位用水量 M3/ha 4,600 6,100 9,500 23,900 13,300 

ﾍｸﾀｰﾙ当の収益 DH/ha 4,140 35,100 7,200 6,590 53,300 

用水量当の収益性 DH/M3 0.9 5.75 0.76  0.28 4.01 

注： ヘクタール当の収益は「事業実施した場合」であり、7.7.4 章を参照。また、単位用水量については 7.6 章

参照。 

上記表に示すとおり、野菜は水経済の面からは最も経済的な作物といえる。したがって、水経済

の面から事業実施における作付け面積増加分の半分を野菜に充当することを推奨する。一方、残

りの半分については収益性が高く、農民の耕作意欲が大きいナツメヤシを推奨する。なお、ナツ

メヤシの収穫が始まるまでは 7 年を要する。したがって、上記野菜の一部をナツメヤシと混作し

たり、水経済的には非効率ではあるが、1) 農地の肥沃度の維持、2) 不足する家畜のエサヘの寄

与、を考慮し、アルファルファと混作する。上記変更による現況と「事業を実施した場合」の作

付け体系の変化は図 7.7.1 および図 7.7.2 に示す。要約すると以下のとおりである。 
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作付け体系の変化 

作物 現況の作付け率 「事業を実施した

場合」の作付け率

(６年以内) 

「事業を実施した

場合」の作付け率 
(7 年以降) 

コムギ等の穀類 62％ 51% 51% 

野菜(主に 8 月～12 月) 6％ 14% 14% 

野菜およびマメ類(主に 5 月～7 月) 3％ 7% 7% 

アルファルファ等の牧草 17% 23% 14% 

ナツメヤシ等の樹木作物 15% 12% 21% 

計 103％ 107％ 107％ 

 

7.7.3 計画営農技術 

計画された作物体系の中で、野菜に関しては節水灌漑を導入してより集約的な栽培を行い、収益

性のある生産とする。現在のハッターラによる不安定な水供給によるリスクは、ハッターラや灌

漑水路の改修、節水灌漑の導入、水管理技術の改善により軽減される。営農における主な技術的

な対応は、水管理、効率的な施肥、地力の維持、効果的な労働力の利用、収益性のある作物生産

運営等が挙げられる。事業の実施により、以下の栽培・営農技術の普及が考えられる。 

1) 作物栽培のために効果的な水管理がハッターラ水利権者組合の責任で継続・強化される。

なお、ポンプによる地下水を利用した灌漑は地下水資源を過剰に消費する可能性があるの

で行わない。 

2) 節水灌漑を利用した野菜栽培や付加価値の高い作物生産に移行する必要がある。このため

には意欲のある篤農家育成が必要である。したがって、篤農家の育成を図りつつ、この篤

農家の技術が近隣に広まるように農民管理による展示圃場を設置する。 

3) 麦藁、緑肥、厩肥等の地域で入手可能な肥料の利用をさらに促進する。合わせて、

ORMVA/TF が奨励する方法に基づいて化学肥料の利用を図る。 

4) 野菜栽培においてはマメ科作物、牧草、休耕を交えて作付けのローテーションを維持し、

地力の維持を図る。 

5) 水経済の面からの水の極限までの節水と収益性を考えた作物生産の意識の向上を図る。 

6) 技術、経営の支援は上記展示圃場等を利用して実技を通して指導する。 

7.7.4 作物収支 

現況の収量、農民への聞き取り調査結果、および、ORMVA/TF の作物収支計算データに基づいて、

現況および「事業実施した場合」の作付け作物収支を計算した。計算結果は表 7.7.1 および 7.7.2



- 113 - 

に示す。本結果の要約は下記のとおりである。 

現況の作物収支 

 コムギ 野菜 マメ類 アルファルファ ナツメヤシ 

粗収入（DH/ha） 7,680 33,200 11,340 6,900 28,980 

生産費（DH/ha） 4,888 10,000 7,700 2,300 1,650 

純収入（DH/ha） 2,792 23,200 3,640 4,600 27,330 

 

「事業実施した場合」の作物収支 

 コムギ 野菜 マメ類 アルファルファ ナツメヤシ 

粗収入（DH/ha） 12,000 56,800 16,200 14,740 57,600 

生産費（DH/ha） 7,860 21,700 9,000 8,150 4,300 

純収入（DH/ha） 4,140 35,100 7,200 6,590 53,300 

 

7.7.5 市場流通 

現在、ナツメヤシやオリーブの市場・流通に関しては協同組合による収穫後処理を行っている以

外は、ほとんどの作物が自家消費もしくは地元の市場で農家毎に売買されているにすぎない。し

たがって、ナツメヤシやオリーブを除く作物については、作物生産量を上げ、それ以降に市場流

通への強化を図るようにしなくてはならない。市場流通に対する改善計画は以下のとおりである。 

(1) ナツメヤシおよびオリーブ生産組合の強化 

ナツメヤシとオリーブに関しては共同の収穫後処理のため生産組合が設立されている。一方、収

穫後処理作業の後は農家個別に仲買業者等に販売している。このような流通機構を改め、組合を

通じた共同出荷を提案する。このような共同出荷は、農民、仲買業者双方に利点がある。つまり、

業者にとっては効率的な農産物の集荷および一括取り扱いによる経費の削減が可能となる一方、

農民は価格に対する交渉力が増し安定的な収入を確保することが可能となる。 

(2) 野菜生産者グループの組織化 

野菜生産の重要な点として、将来的には生産者と販売業者との密接な関係を構築する必要がある。

一方、販売業者側にとっての条件は、生産者からの安定した一定量の生産物の供給があることで

ある。しかし、実際は個々の農家の生産量は少なく、安定した生産の確保は困難である。そこで、

野菜生産者グループを結成する事が必要となる。つまり、各個人で生産した畑作物をグループで

販売し、業者への安定した供給を目指すことが必要である。本件は野菜の生産量が増加するのを

待つ必要があり、中・長期的に取り組む必要がある。 
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(3) 簡易集荷施設の設立 

ハッターラ灌漑地区の生産物の流通改善として、コミューン・ルーラル毎に、少なくとも一カ所

の簡易集荷施設を設置する事を提案する。簡易集荷施設を設置する事により、商人や業者を地域

に呼び寄せることができ、そして、生産物の販売活動が活発化する。さらに、販売可能な余剰生

産物もこの簡易集荷施設を通して販売することが可能となる。簡易集荷施設は農業共同組合等の

農民組織が運営することが望ましい。維持管理費を抑えるため、施設は場所の確保と土地の整地

のみとし、建屋等の施設は建設しない。本件も野菜の生産量が増加するのを待つ必要があり、中・

長期的に取り組む必要がある。 

7.7.6 農業普及強化 

ORMVA/TF の普及システムは比較的整備されたものであるが、今後のハッターラ灌漑地区での節

水灌漑を効率的に普及するために以下の点について改善の余地がある。 

(1) 試験研究－普及－農家の連携を強化 

現在の ORMVA/TF の試験場ではナツメヤシの試験研究に主眼が置かれている。今後は野菜や他

の付加価値作物の栽培試験や節水灌漑の導入試験を実施・拡大していくことを提言する。ここで

得られた知見は後述する展示圃場へフィードバックし、農民が展示圃場を中心に技術が普及する

ことも重要である。このような研究－普及－農家の連携を強化していくことも必要である。 

(2) 水管理に関する圃場プログラムの促進 

ORMVA/TF の中で不足している水管理に関する普及を農民が管理する圃場にて展示することを

提案する。水管理に関する圃場プログラムは、1) 各種節水灌漑方式の現地適応試験、2) 有望な

節水灌漑方式の小規模展示、3) 展示圃場での農民技術交流会の開催、4) 他地域での展示圃場の

拡大からなり、段階的に拡大していくことが理想である。これらの圃場の管理は農民に委託し、

ORMVA/TF は必要な機材の供与と技術指導を担当する。 

(3) 野菜などに対する市場・流通面での支援 

本支援活動を実施するにあたり、農民に対し、栽培・収穫技術、流通に関する各種の訓練が必要

である。主な訓練項目は、1) 品質を向上させる栽培技術、2) 価格変動についての理解、最高収

益を得るための品質と時期の関係、3) 輸送方法と品質低下を防ぐべく現地材料を利用した梱包・

包装技術の 3 点である。本件は野菜の生産量が増加するのを待つ必要があり、中・長期的に取り

組む必要がある。 

(4) 普及計画に対する農民参加の促進 

農民自身の普及活動での貢献と普及活動計画策定・モニタリングからの農民の参画を制度化する

必要がある。普及活動における貢献としては展示圃場の運営が上げられる。展示圃場の運営にお
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いては農民の希望を取り入れ、作付け作物、品種、耕手法に関して農民と ORMVA/TF 普及局と

の間で十分な議論がもたれる事が重要である。一方、各普及事業に参画した農民に対して導入技

術のモニタリング・評価を行ったり、これら結果を普及計画に反映させることが重要である。展

示圃場を中心とした ORMVA/TF 普及局と農民の連携に基づき、普及への農民ニーズを把握して

いくことも重要となる。 

7.8 農村開発計画 

7.8.1 農村インフラ整備計画 

上水道、電気、道路、教育・保健施設等の農村インフラ整備については、モロッコ政府内の各実

施機関がそれぞれの担当分野において開発計画を策定している。対象地域における各開発計画の

概要と実施機関を下表に示す。 

農村インフラ整備計画および実施機関 

分野 実施機関 計画概要 
上水道 ONEP  

(Office National de l’eau Potable) 
地方給水プログラム（PAGER）に従って、2007 年までに対象

地域における給水率 97％を達成する計画。 
電気 ONE  

(Office National de l’electricite) 
未電化地区(Ksar/Douar)111 ヶ所の電化（2005 年まで） 

道路 県設備局 
（Delegation de l’equipement） 

N/A、ただし、今後も整備を継続して実施する。 

教育施設 県教育局 
（Delegation de l’education） 

N/A、ただし、今後も整備を継続して実施する。 

保健施設 県保健局（Delegation de la sante） 保健省の定める施設整備基準のうち、保健施設 1 箇所あたり

の地域人口に関しては、同地域は既に基準を大きく上回って

いる。しかしながら、保健施設までの距離的不便性が以前存

在する現状を改善するために、2004 年までに更に 21 箇所の村

落保健施設の建設・改修を開始する。 
また、巡回医療サービスの拡充を図っていく計画である。 

 

ハッターラ改修・農村開発計画の中では本プロジェクトのカウンターパート機関である

ORMVA/TF が上記コンポーネントを担当していない。一方、モロッコ政府も貧困地域へのベーシ

ック・ヒューマン・ニーズの確保として重点的に取り組んでいる分野である。したがって、灌漑

施設の改善整備を除く農村インフラ整備については上記計画をハッターラ改修・農村開発計画の

中にそのまま取り込むこととする。 

7.8.2 所得向上支援計画の内容 

ORMVA/TF は、農村開発の中でも特に農業・灌漑開発と農業生産を通じた農民所得向上の支援を

担当する機関である。このような背景から本オアシス農村開発計画（マスター・プラン）の農村

開発コンポーネントにおいては、特に対象地域における農民の所得向上支援計画を策定する。 

前述 3.8.5 章のように、ハッターラ農村における農民一人あたりの年間平均所得は DH6,064 であ

り、世銀の設定するモロッコ国農村部の貧困ライン(DH3,037)を上回っているものの、農業関連収
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入はこのうちの 40％にあたる DH2,400/年に止まっている。同数値はハッターラ地区の農民が、農

業生産活動のみでは生計を維持していくことができず、農業関連以外の賃労働と出稼ぎ家族から

の仕送りによって生活を支えている実態を表している。 

本計画で提案する所得向上計画は、農民の意向、ハッターラ農村における限られた資源、

ORMVA/TF の行ってきた支援活動実績を考慮し、1) 農業：野菜や付加価値作物の栽培、2) 畜産：

ヒツジ、ヤギおよび小動物家畜の飼育、3) 小規模産業：機織もしくは農産物加工とする。 

また、これまでハッターラ農村において経済活動に参加していなかった女性の参加を促すために

現在行われている識字教育に加えて、資金管理知識の普及を所得向上支援計画に含める。 

所得向上支援計画の概要は下記のとおりである。 

所得向上支援計画 

 資源 備考 
農

業 
野菜栽培 
付加価値作物（ヘンナ、ク

ミン、薬用植物等） 

z 地域の特産物や市場へのアクセスを考慮して作物を選定し、段階的

に栽培面積を増やす。 

畜

産 
ヒツジ 
ヤギ（乳） 
小動物家畜 

z 識字教育と組合わせた女性組合による活動を中心にすえる。 
z ポテンシャルのある小動物家畜（ハト、ウサギ等）の開拓を行う。

z 既存の家畜生産活動（ヒツジやヤギ等）を拡充する。 

小

規

模

産

業 

織物 
農産物加工 

z 識字教育と組合わせた女性組合による活動を中心にすえる。 
z 織物についてはデザインや織物技術等の質の向上にも力点をおく。

z 農産物加工については上記農業生産物とのタイアップを図る。 

 

7.8.3 所得向上支援計画の実施 

本マスター・プランでは、農業関連収入の向上を図り、ハッターラ農村における農民の生活の安

定を目指す必要性がある。しかしながら、ハッターラ農村においては、限られた水資源を効率的

に利用して農業生産高を上げるといった方策以外に農業所得の向上を図る手段は極めて限られ

ている。このような現状においては、同地区内に存在する限られた資源のなかから、農民の所得

向上に結びつくネタを探し出し、簡便な技術と小規模な投資によって実現可能な事業を創出する

ことが肝要である。また、これまで家事・育児と男性が行う農業生産活動の補助に限られていた

女性の役割を所得向上活動へ拡大していく方策も検討する必要がある。このために、所得向上支

援計画は 3 段階に分けて実施する。 

第 1 段階（5 年間） 

z 農業、畜産、小規模産業の各分野において農民の所得向上に寄与する事業の発掘。 

z 女性の経済活動参加への基礎となる識字教育の拡充。 
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z 女性の労働負担軽減のための農村加工器具の導入。 

第 2 段階（5 年間） 

z 所得向上事業の育成、組織化による経済的便益の拡大。 

z マーケティング・ルートの確立。 

z 女性が参加できる所得向上事業に関する技術指導、資金管理知識の普及。 

第 3 段階（10 年間） 

z 各 Ksar 毎に特産化。（1 村 1 品運動の推進） 

所得向上活動を成功裏に実施するには農民の自立を促すことが必要である。しかしながらトップ

ダウン方式による活動支援は、かえって農民の自主性を損ねるとともに、事業の持続性に悪影響

を及ぼす可能性が高い。従って、本所得向上支援計画の実施にあたっては、農民の自主性と組織

化による実施能力の向上を考慮しながら進めていく必要がある。また、農民の自主性、女性の参

加促進を促すにあたっては、地域で活発に活動を行っているアソシエーションとの連携が効果的

であると考えられる。このためのアソシエーション能力強化を並行して進める必要がある（7.9

章参照）。 

7.9 農民組織強化計画 

7.9.1 基本方針 

本プロジェクトにおける農民組織強化計画の目標は、これまで農民の自発的開発行為によって建

設、維持管理されてきたハッターラが、伝統的な水利権者組織のみの力では継続して維持管理・

改修を行っていくことができない現況において、伝統的水利権者組織の強化ならびに外部組織

（政府、国際援助機関、NGO 等）との連携を通じて、より持続的にハッターラの維持管理･改修

活動を実施していくとともに、将来的には育成・強化された農民組織（アソシエーション）がそ

の活動範囲をハッターラの維持管理・改修活動からその他の農村開発事業へと拡大していくこと

のできる組織・制度環境を整えることである。 

本目標を達成していくためには、ハッターラの伝統的水利権者組織を制度面で強化し、外部組織

との連携を実現するとともに、これまで伝統的水利権者組織が蓄積してきた農村住民との信頼関

係、事業実施能力を基礎として、アソシエーションの活動範囲を拡大していくことが求められる。 

ハッターラ農村における各農民組織（伝統的水利権者組織、ハッターラ・アソシエーション、農

村開発アソシエーション）の現状能力については、4.3 開発ポテンシャル (5)農村社会／組織制度 

に前述したとおりであるが、本マスター・プラン対象地域におけるハッターラ農村においては、

これらの農民組織が一様に存在しているわけではなく、各農村の社会的背景、開発段階に応じて
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ハッターラ・アソシエーション
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統
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権
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組
織

農村開発

ｱｿｼｴｰｼｮﾝ

①伝統的水利権者組織のみ
が存在

②複数の伝統的水利権者組織の代表者から
構成されるハッターラ・アソシエーションが存在

③伝統的水利権者組織、ハッターラ・アソシ
エーションの他に農村開発アソシエーションが
存在

ハッターラ・
アソシエーション

伝
統
的
水
利
権
者
組
織

ハッターラ集落

凡例

異なった形態、能力をもって存在している。ハッターラ農村毎の農民組織の形成過程は千差万別

であるが、現存する農民組織の形態に着目すると以下の 3 つに大別することができる。 

① ハッターラの伝統的水利権者組織のみが存在する農村 

② 伝統的水利権者組織に加えて複数ハッターラの代表者から構成されるハッターラ・ア

ソシエーションが存在する農村 

③ 伝統的水利権者組織、ハッターラ・アソシエーションに加えて、その他の農村開発事

業を行う農村開発アソシエーションが存在する農村 

注：②において、ハッターラ・アソシエーションは存在する場合と存在しない場合とがある。 

ハッターラ農村における現在の農民組織形態 

本農民組織強化計画においては、このように農村毎に異なる農民組織形態を起点とすることから、

各農村における既存農民組織の形態および能力を確認したうえで、それぞれの不足点を補う形で

実施されていくこととなる。しかし、上述した農民組織強化計画の目標をより効率的に達成する

ため、以下にあげる 2 つの基本アプローチを採用する。 

1. 現在、ハッターラ農村において伝統的水利権者組織のみしか存在しない地区においては、

伝統的水利権者組織を制度面で強化し、アソシエーションとして登録するとともに、アソ

シエーション法に則った基本的な運営方法を習得した後、その活動範囲をハッターラの維

持管理・改修からその他の農村開発事業へと拡大していく。 

2. 既に伝統的水利権者組織の他にハッターラ・アソシエーションまたは農村開発アソシエー

ションが存在する地区においては、これらの組織間の連携を推進し、各組織の長所・短所

を相互補完することによって、ハッターラの維持管理・改修活動および農村開発事業の実

施能力強化を図る。 
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また、農村開発事業の実施にあたっては、各ハッターラ農村を利益共同体の基本単位と認識し、

将来的には各農村に 1 つの農村開発アソシエーションの形成を目指す。 

ハッターラ・アソシエーション

農村開発
ｱｿｼｴｰｼｮﾝ

伝
統
的
水
利
権
者
組
織

各集落に伝統的水利権者組織を基礎とした
農村開発アソシエーションを形成

（ハッターラ・アソシエーションは現在の代表者連絡機能を継続）

ハッターラ集落

凡例

 

強化後の農民組織形態 

7.9.2 農民組織強化計画の内容 

本農民組織強化計画における基本ステップは以下に示すとおりである。 

但し、実施にあたっては、各ハッターラ農村における既存農民組織の形態、実施能力を検証した

うえで、各農民組織に不足する能力を補う形で能力強化を図っていく。 

 

また、上述した各基本ステップにおける組織強化実施項目は以下とおりである。 

 
① 伝統的水利権者組織の制度面強化（アソシエーション登録） 

② アソシエーション運営技術の習得 

③ ハッターラ改修事業実施能力の強化 

（伝統的水利権者組織とアソシエーションの共同によるハッターラ改修 

事業の実施） 

④ アソシエーション活動範囲の拡大 
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農民組織強化実施項目 

組織強化ステップ 実施項目 対象組織 実施主体 

1. 伝統的水利権者組織の

制度面強化 

（アソシエーション登

録） 

1-1. アソシエーション設立促進セミ

ナーの開催および設立支援 

（アソシエーション設立の必要

性、設立・申請手続き等） 

伝統的水利権者組織 ORMVA/TF および

ODECO 

2. アソシエーション運営

技術の習得 
2-1. アソシエーション運営トレーニ

ングの実施 

 （年次／臨時総会の開催・運営、

役員選任、議事録作成、会計管理

等） 

ハッターラ／ 

農村開発アソシエー

ション 

ORMVA/TF および

ODECO 

3. ハッターラ改修事業実

施能力の強化 

（伝統的水利権者組合と

アソシエーションの共

同によるハッターラ改

修活動の拡大） 

 

3-1. 外部支援組織への支援要請 

3-2. 改修事業の実施管理、共同モニタ

リング 

3-3. ハッターラ自主改修活動の拡大 

 （ORMVA/TF による改修機材貸

出し制度の活用等） 

－ ハッターラ・アソシ

エーション 

 
（ORMVA/TF およ

び外部支援組織は

側面支援） 

4. アソシエーションの活

動範囲拡大 
4-1. 節水灌漑技術の知識普及 

4-2. 農民グループによる協同組合設

立支援 

 （点滴灌漑協同組合、ハッター

ラ改修機材共同管理組合 等）

4-3. 村落需要に応じた農村開発事業

の推進 

（農村インフラ（学校、保健所、

道路等）、成人識字教育、所得向

上活動支援 等） 

－ ハッターラ／農村

開発アソシエーシ

ョン 

 
（ORMVA/TF およ

び外部支援組織は

側面支援） 

注：ODECO：Office de Développement et Cooperation 
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7.10 涵養施設計画 

7.10.1 地下水涵養方法 

ハッターラへの地下水涵養はワジを流下する洪水を水源として以下の方法が挙げられる。 

(1) ワジに取水工を建設し i) 地形的窪地へ導水する。（地形的窪地・造成） 

  ii) 掘削（盛土）による涵養池へ導水する。（小規模涵養池） 

  iii) 盛土または重力式（コンクリートタイプ）による大規

模な涵養ダムへ導水する。（涵養ダム） 

  iv) 農地へ導水し、洪水灌漑の他、農地からの涵養を行う。

（洪水灌漑） 

(2) ワジに涵養ダム施設を建設する。（涵養ダム） 

(3) ワジに洪水分散堰を建設し、洪水を分散、地下水涵養面積の増大により涵養を促進す

る。（洪水分散堰） 

7.10.2 地下水涵養施設計画 

下表の涵養施設は、調査地域においてハッターラへの地下水供給を目的として地理的、水文・地

質的見地から選定した涵養施設である。涵養施設は効果の検証（涵養域および涵養量）が不可欠

なことから施設建設と同時に効果、また経済性の検証を行い、建設の有効性が確認できた場合に

は継続建設を行う。選定した涵養施設の概要および選定理由を示す。 

涵養施設の概要 

 涵養施設 建設場所 選定理由 

(1) 地形的窪地・造成 Gheris 川支線（Ferkla Soufla） ワジ下流の 10～15 箇所のハッターラに直接裨益する。

(2) 涵養池（小規模） Hannabou、Sifa、El Batha 地
区 

20～30 箇所のハッターラに直接裨益する。 

(3) 涵養池（大規模） Fezzou、Ahassia 地区（Alnif） 表面水灌漑および下流 15～20 箇所のハッターラに裨

益する。 

(4) 洪水灌漑 Boudenib 地区 洪水灌漑施設の建設の適地である。 

(5) 涵養ダム Tanguerfa 地区（Goulmima, 
Ferkla Soufla） 

表面水灌漑および下流 15～20 箇所のハッターラに裨

益する。 

(6) 洪水分散堰 Gheris 川支線（Ferkla Soufla） Gheris 川上流扇状地に建設することにより多数のハッ

ターラが裨益する。 
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7.10.3 施設計画 

(1) 地形的窪地・造成（Gheris 川支川） 

Tizougaghine および Tiguido（クサル）の上流域に Gheris 川からの洪水を導水する。延長は約 1km、

水路幅 20m、平均掘削深を 4m とする。（図 7.10.1 参照） 

(2) 小規模涵養池（Hannabou、Sifa 地区） 

(a) Hannabou 地区 

洪水取水河川は Hanich 川である。地下水涵養の受益地は Bouya、Krair、Hannabou 地区となる。

河川の設計洪水流量 50 m3/sec に対し涵養池へは 5 m3/sec の取水を計画する。（図 7.10.2 参照） 

Hannabou 地区涵養施設諸元 

 No. 1 No. 2 No. 3 

施設面積 10 ha 7 ha 7 ha 

貯水量 120,000 m3 （最大）、62,000 m3（平均） 

貯水深 0.50 m （最大）、0.25 m （平均） 

堰堤標高 El. 825 m El. 824 m El. 823 m 

出典：ETUDES DES EQUIPEMENTS HYDRO-AGRICOLES COMPLEMENTAIRES DU BASSIN VERSANT DE 
L’OUED GHERIS, PHASE III: EPANDAGE DES EAUX DES AFFLUENTS DE L’OUED GHERIS (1991 年 6 月) 

(b) Sifa 地区 

取水堰は Gounat 川に計画する。Sifa 地区における涵養利用可能量の合計は、年間約 100,000 m3

と見積もられる。 

堰、水路の諸元は以下のとおりである。（図 7.10.3 参照） 

Sifa 地区涵養施設諸元 

 取水堰 導水路 

堰長または延長 154 m 3,700 m 

構造 石積み（堰は洪水の浸食に対し 2.5m の

根入れを計画する） 
取水ゲート 2 門 

沈砂池（延長 10m） 

水路末端はハッターラ El Haj Allal 付近

となり、洪水流は周辺へ分散し地下浸透

を促す。 

出典：ETUDES DES EQUIPEMENTS HYDRO-AGRICOLES COMPLEMENTAIRES DU BASSIN VERSANT DE 
L’OUED GHERIS, PHASE III: EPANDAGE DES EAUX DES AFFLUENTS DE L’OUED GHERIS (1991 年 6 月) 

(c) El Batha 地区 

El Batha 川（ワジ）に涵養池を建設する。流域面積約 75 km2に対し、4～5 年に 1 度の割合で 200,000

～250,000 m3の流出量が見込まれる。涵養計画を策定する上で詳細な調査が必要である。（図 7.10.4

参照） 
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(3) 涵養ダム（Maider 流域（ゾーン G）） 

ゾーン G の位置する Maider 流域は以下に分類される。 

1) M'cissi 流域（A=525 km2） 

2) Fezzou 流域（1,962 km2） 

3) Ahassia 流域（1,395 km2） 

4) Taghbalt 流域（3,274 km2） 

ゾーン G のハッターラ分布を考慮し、上記 4 流域でハッターラへの涵養効果が高い流域は Fezzou

流域と Ahassia 流域である。涵養施設位置を図 7.10.5 に示す。また両施設の水文の観点からみた

諸元は下表のとおりである。 

ゾーン G 涵養施設の水文諸元 

流域 施設計画地点 年平均流出量 調節容量*1 利用可能量（Mm3/年） 

  （Mm3/年） （Mm3/年） 涵養量 表面水利用 合 計 

Fezzou  Imin Tourza 3.9 1.85 0.55 0.92 1.47 

Ahassia Tiamzit 10.0 5.42 1.63 2.71 4.34 

*1：貯水池を建設した場合の利用可能量 
出典：ETUDE DU PLAN DIRECTEUR DE L’AMENAGEMENT DES EAUX DES BASSINS DU GUIR, ZIZ, RHERIS 
ET DRAA (1994 年 9 月) 

 

(4) 洪水灌漑施設（Boudenib 地区） 

洪水灌漑施設による灌漑計画として El Ghaba 灌漑計画（図 7.10.6 参照）が挙げられる。年間 3 回

の洪水流出水を灌漑受益地へ導水し、洪水灌漑を行うことを計画する。取水量規模は灌漑受益地

の土壌特性により決定され、本地区では灌漑水量は 725 m3/ha（72.5mm、または流量 12 lit/sec/ha）

を導水する計画である。涵養効果は農地へ導水された洪水の一部が地下浸透することにより発現

する。 

El Ghaba 灌漑計画施設諸元表 

施  設 項  目 諸  元 備  考 

El Ghaba 取水堰 堰長 190 m（固定堰） Guir 川に設置、流域面積 2,900 km2 

 堰高 2.9 m  

 構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ  

 最大取水量 11.57 m3/sec（最大） 左岸取水量 2.4 m3/sec、右岸取水量 9.17 m3/sec

 受益面積 1,250 ha 左岸水路 1.82 km、右岸水路 17.25 km 

出典： ETUDE D’EXECUTION DU BARRAGE DE DERIVATION ET RESEAU D’IRRIGATION EL GHABA, 2002 
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(5) 涵養ダム（Tanguerfa 地区） 

ORMVA/TF が管轄する涵養ダムは Tanguerfa 川の支川、Tanguerfa 地区に建設される。調節容量は

1.62 Mm3を有するが、ダム下流への放流から副次的に涵養効果がでる。施設概要は下表のとおり

である。（図 7.10.7 参照） 

Gheris 川中流域灌漑計画 

施  設 項  目 諸  元 備  考 

Ifegh 取水堰 堰長 130 m Ifegh 川に設置、流域面積 700 km2 

 最大取水量 20 m3/sec Tanguerfa 貯水池へ導水 

Tanguerfa 貯水池 流域面積 25.5 km2  

 貯水容量 1.62 Mm3 自流域からの流入量 153,000 m3/年 

 堤頂長 350 m （地質縦断図から算出） 

 堤高 15 m （地質縦断図から算出） 

Tanguerfa 導水路 水路延長 12.6 km Tinejdad 地区へ導水 
受益面積 562 ha 

 最大流量 0.3 m3/sec 水路幅 1.0m、水路高 0.7m 

出典： PHASE II: AMENAGEMENTS COMPLEMENTAIRES DANS LE BASSIN VERSANT DU GHERIS MOYEN. 
ETUDES DES EQUIPEMENTS HYDRO-AGRICOLES COMPLEMENTAIRES DU BASSIN VERSANT DE 
L’OUED GHERIS 

 

(6) 洪水分散堰（Gheris 川中流地区） 

Gheris 川中流地区のハッターラは地理的に以下の 3 つの地区に分割される。 

・ Tinejdad 北部地区（Nord Tinejdad） 

・ Goulmima 南部地区（Sud Goulmima） 

・ Tilouine 地区（Tilouine） 

Gheris 川中流地区では、ハッターラの水源である地下水は扇状に分布する Gheris 川および周辺小

河川から地下に浸透している。当該地域での涵養計画は小河川に高さ 2～3m、長さ 15～20m の堰

堤を設置し、流下する洪水を一時貯留、地下浸透を促進するものである。堰堤を設置する位置は

洪水のハッターラへの影響を考慮し、100 m 程度上流に建設し、また複数建設することにより洪

水の貯留効果（浸透効果）の拡大を計画する。（図 7.10.8 参照）（出典：ETUDES DES EQUIPEMENTS 

HYDRO- AGRICOLES COMPLEMENTAIRES DU BASSIN VERSANT DE L’OUED GHERIS, PHASE 

III: EPANDAGE DES EAUX DES AFFLUENTS DE L’OUED GHERIS (1991 年 6 月)） 
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7.10.4 涵養効果の算定 

地下水涵養施設の効果は詳細な水理地質調査を行い決定する必要があるが、マスター・プランで

は以下の条件により涵養施設の効果を算定する。 

1) 地形的窪地 ： 貯留量の 50% 

2) 涵養池（小規模） ： 貯留量の 50% 

3) 涵養ダム（表面水灌漑を含む） ： 各施設の計画涵養量 

4) 洪水灌漑 ： 洪水灌漑受益面積×30 mm 

5) 涵養ダム ： ダムからの浸透損失として総貯水

量の 5%を見込む。 

6) 洪水分散堰 ： 流域流出量の 20% 

7) (1)、(2)、(4)の施設に関わる洪水の流出は年間 3 回とする。 

8) (6) 洪水分散堰の流域降雨を年間 100mm とする。 

表 7.10.1 に各施設の涵養効果の算定結果を示す。下表に示すとおり、小規模涵養池、洪水灌漑施

設、また涵養ダムは経済的な効果が高い。但し洪水灌漑施設、涵養ダムについては洪水灌漑使用

量と涵養量との関係からコスト・アロケーションを行った結果であり、涵養効果がダム本来の貯

水目的に対し副次的効果であることに留意し、経済性等を検証する必要がある。更に計算では地

下水涵養量が地域全体の地下水保全に貢献するとして涵養量を算定しており、ハッターラに供給

される涵養量については更に効果を減じる必要がある。 
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涵養施設効果 

 涵養施設 建設場所 水価

（DH/m3）

水価から見た評価 ﾊｯﾀｰﾗに対する効果  

(1) 地形的窪地 
(造成) 

Gheris 川支線 
（Ferkla Soufla） 

30 地形（河床と地形的窪地

の標高関係）の制約を受

け易い。 

帯水層の透水性が高い場

合、母井戸近傍の地下水上

昇に多いに寄与する。 

○ 

(2) 涵養池 
（小規模） 

Hannabou 地区 7 涵養池の立地条件から事

業効率は高い。 
母井戸近傍の地下水上昇

に大いに寄与する。 
△ 

  Sifa 地区 31 導水路の延長が長いため

建設費が高く水価に影響

している。 

母井戸近傍の地下水上昇

に大いに寄与する。 ○ 

(3) 涵養池 
（大規模） 

Fezzou 地区 
（Alnif） 

22 ○ 

  Ahassia 地区 
（Alnif） 

27 

表面水灌漑と涵養との水

量の区分により水価が影

響を大きく受ける。 

ﾊｯﾀｰﾗに対する涵養効果に

ついて精査が必要である。

 

(4) 洪水灌漑 Boudenib 地区 7 洪水灌漑施設に涵養効果

を付加しており、事業効

率は高い。 

ﾊｯﾀｰﾗ、農地内でのﾎﾟﾝﾌﾟ灌

漑に寄与する。 
△ 

(5) 涵養ダム Tanguerfa 地区

（Goulmima, 
Ferkla Soufla） 

4 同上 灌漑ダムの付帯効果であ

る。 ○ 

(6) 洪水分散堰 Gheris 川支線 
（Ferkla Soufla） 

50 表層の透水性に影響を受

け水価は高い。 
地形、地質条件に影響を受

け易い。 
△ 

注：洪水分散堰の水価は分散堰 100 箇所当たりを示す。 

 

7.11 共同ポンプ利用 

7.11.1 共同ポンプ利用計画の概要 

本マスター・プランではハッターラの利用地区においてはポンプによる地下水利用を行わないこ

とを基本とし、共同ポンプの利用は、原則として現在ハッターラが涸渇しており、地下水涵養施

設の建設により地下水賦存量が増加した地区で行うこととしている。一方でハッターラの水量が

極端に減少し、また涸渇した農村では農村自体の維持が困難になってきており、ポンプによる地

下水利用を採用せざるを得ない状況にあることも事実である。可能な範囲で共同ポンプ利用を実

現するための施策を以下に提案する。 

なお、本マスター・プランでは共同ポンプ設置に関わる計画は、1) 共同ポンプの設置はその位置

によってはハッターラの水量に影響を与える可能性があること、2) 個人ポンプが既に使用されて

おり、共同ポンプへの移行については住民間の協議が必要なこと、3) 既存の共同ポンプの適切な

運用のために、維持管理費の徴収が課題となっているケースが見られること等から、これらの問

題への解決方向を探求する必要がある。したがって、現時点においては具体的な事業計画を策定

することは行なわず、今後 ORMVA/TF が共同ポンプ計画を進めるにあたり必要となる情報を提

示する。 
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7.11.2 ポンプの設置方針 

(1) ハッターラの状況 

ハッターラ水量が小さくまたは涸渇している状況は以下のとおり分類できる。 

1) ハッターラ水量： 年間を通じほぼ一定の流量がある。 

  冬期（10 月～3 月）に流量があるが、夏期（4 月～9 月）に減少する。 

  冬期（10 月～3 月）にのみ流量がある。 

  洪水時に流量がある。 

  年間を通じ流量がない。 

2) ハッターラ位置： 多くのハッターラと隣接する。 

  単独で存在する。 

3) 水理地質： 河床堆積物層（砂礫が主体） 

  河床堆積物層（シルト質砂層が主体） 

  岩盤層（裂罅水が多く存在する） 

4) 水質（塩分）： 灌漑利用に問題ない/ある。（図 7.11.1 参照） 

5) 涵養効果： 涵養施設の設置による水量増加が見込める地区にある/ない。 

 

上記のとおり水量変動、帯水層の地質状況、地下水の塩分濃度、また涵養効果等、個々のハッタ

ーラにより様々な状況にある。このことから共同井戸の設置については以下の方針に基づき計画

を策定することを提案する。 

(2) ポンプの設置方針 

図 7.11.2 に上記条件を考慮し、共同ポンプの設置方針を示す。同図はハッターラ流量が 5.0 lit/sec

以下のハッターラ約 330 箇所を図示したものである。ゾーン別に大きく以下の設置方針が提案さ

れる。 
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共同ポンプの設置方針 

ゾーン ポンプの設置方針 

ゾーン A Tinejdad 地区 

Timkit ダムまたは Tanguerfa ダムからの涵養が期待できる。 

 Mallaab 北部地区（Gheris 川） 

河床堆積物の砂礫層から揚水可能である。 

 Mallaab 南部地区（Todrla 川右岸） 

基盤（安山岩）の裂罅水から揚水するが、揚水量は全体に小さい。 

ゾーン B Guir 川支流域に位置し、水源量は豊富である。河床からのポンプ揚水が有効である。 

ゾーン C Guir 川流域に位置し、水源量は豊富である。河川氾濫域からのポンプ揚水が有効である。 

ゾーン D、E 個人所有ポンプが普及している。水源として Gheris 川の河床砂礫層が有望であるが、用水量には

地域差がある。 

ゾーン F Rissani 地区、Taouz 地区ともに塩分濃度が高く、灌漑には注意を要する。 

ゾーン G Fezzou、Ahassia ダム下流河川沿いでは涵養が期待できる。 

 Alnif、M’cissi 地区ではハッターラは点在する。基盤は浅く、裂罅水から揚水量は全体に小さい。

 

井戸は浅層井戸 30～50m 深さ（Puits）、深層井戸 50～150m 深さ（Forage）に大別される。近傍の

上水井戸（ONEP、DRH により建設）の削井記録から取水を行う地質を明確にし、井戸深度を決

定する。 

7.12 環境保全 

7.12.1 初期環境影響評価(IEE) 

「農業開発調査に係る環境配慮ガイドライン（2002 年 3 月,JICA）」を参考に初期環境影響評価を

行った。環境影響評価の結果（チェックリスト）を、表 7.12.1 に示す。本プロジェクトは、「JICA

環境社会配慮ガイドライン(2004 年 4 月)」（以下「新ガイドライン」という）が適用されないが、

新ガイドラインにおいて環境社会配慮の項目に新たに追加された項目についても検討を行った。 

本プロジェクトによって、重大なインパクト、あるいは多少のインパクトが見込まれる項目はな

い。なお、今後注意深くモニタリングしていくことが必要な項目には、次の２点があげられる。 

- 有害生物の侵入・繁殖：本プロジェクトによってナツメヤシの栽培面積が増加するが、土

壌中の細菌による Bayoud 病が広がらないよう、注意が求められる。 
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- 土壌塩類化：本プロジェクトでは、節水灌漑を導入するなど、塩類化の影響が少ない灌漑

方法を導入するが、Jorf 地区から Taouz 地区（Merzouga 地区）にかけた地域のハッターラ

の水は電気伝導度が高いため、注意深くモニタリングしていく必要がある。 

なお、地下水涵養施設計画については、現時点では情報不足のため、環境への影響評価は行って

いない。具体的な計画が立案された時点で環境影響評価を実施する必要がある。 

7.12.2 農地の荒廃抑制（植林計画） 

(1) 植林計画の概要 

インベントリー調査をまとめた結果、ハッターラ導水部・暗渠部で 24%、灌漑水路網で 18%のハ

ッターラが砂漠化の著しい影響を受けていることが判明した。砂漠化の著しい地域では、植林お

よび防砂柵の設置等の砂漠化対策を進め、ハッターラおよび農地の保全を図る必要がある。現在

ORMVA/TF は、500ha を目標として防砂柵の建設を進めている。防砂柵によって一時的に流砂を

固定し、さらに防砂柵の周囲に植林をすることにより、流砂を確実に固定する必要がある。現在

複数の環境 NGO が砂漠化抑制のために調査対象地域で活動中であり、これらの環境 NGO と連携

を取りつつ段階的に進めていく必要がある。 

(2) 植林計画 

風砂による農地荒廃被害を受けている地域は、Tinejdad 周辺、Mellaab 周辺、Fezna・Jorf・Sifa 周

辺、Merzouga 周辺に集中している。（インベントリー調査および調査団による現地踏査の結果に

よる。図 7.12.1 参照） 

農地荒廃の抑制のための植林が必要とされる地域を図 7.12.2、図 7.12.3 に示す。これらの地域か

ら植林による防砂の効果の高い場所を選び植林を行うこととし、被害の大きい農地の風上側に

30m の幅の防砂林を造成する。 

衛星写真と現地踏査から植林が特に必要と考えられる地域の面積は以下のとおりである。 

各地域の植林面積 
地域名 面積（ha） 

Tinejdad 40 

Mellabou 10 

Fezna・Jorf から Sifa にかけて 70 

Merzouga 30 

合計 150 

 

マスター・プランでは、年間 15ha を植林し、上記の必要面積 150ha を 10 年間で植林する計画とす

る。 
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7.12.3 生活環境改善 

インベントリー調査の結果から、飲料水・家畜用・洗濯用・灌漑用のほぼ全ての目的にハッター

ラの水は利用されていることがわかる。現況の水利用の状況から以下の点について改善する必要

がある。 

1) ONEP の事業により水道が確保された地域では啓蒙活動を実施し、徐々にハッターラの水

を飲料水として飲むことをやめるよう誘導することが重要である。 

2) 洗濯場をハッターラ水路とは分離すると共に、洗濯で使用した水を灌漑水路に直接戻さな

いような啓蒙活動が必要である。実証調査の結果が示すとおり、啓蒙活動を洗濯場の改修

と組み合わせると普及効果が高い。 

3) 家畜の糞および生ごみは堆肥化し、農地に還元するような普及活動を実施する。実証調査

の結果が示すとおり、集団で運営する堆肥場よりも個別管理の堆肥場の方が高い普及効果

を期待できる。 

7.13 プロジェクト・マネジメント 

ハッターラ改修・農村開発計画において ORMVA/TF は事業実施主体となる。これに加えて、計

画全体のプロジェクト・マネージメントの責任者として大きな役割を担うこととなる。

ORMVA/TF の管理面での役割は、1) 計画見直し、2) ハッターラ・データーベース更新、3) 事業

モニタリング・評価、4) 予算確保、5) 事業ネットワークの強化、および、6) 知的財産の蓄積・

拡充と多岐に亘る。各項目の内容は下記のとおりである。 

(1) ハッターラ改修、灌漑水路建設および涵養施設の計画、設計および工事の結果、年間予算

と実績、降雨量や地下水位の回復等により、ハッターラ改修・農村開発計画を適宜見直し

ていくことが重要である。特に、中期および長期計画に入る 1 年前には、それまでの計画

の実施状況を踏まえ、ハッターラ改修・農村開発計画を全面的に見直していく必要がある。 

(2) 計画策定において重要なことは正確な情報である。本開発調査で構築されたハッターラ・

データーベース（GIS 情報を含む）を確実に更新し、年次計画の策定に反映していく必要

がある。特に大切なのはハッターラの水量データである。このために、ORMVA/TF は各

支局および CMV、また、水利権者組合と協力し、正確なデータを蓄積すると共にデータ

ーベースを更新していく。また、計画、設計および工事で得られた新データーも入力して

いくことが大切である。 

(3) 事業モニタリング・評価は PCM 手法を使用して行っていくことを提案する。実施に当た

っては以下の PCM 手法による評価では、つぎの 5 項目を総合し評価するが、それらは、

1) 効率性、2) 目標達成度、3) インパクト、4) 妥当性、5) 自立発展性である。これら評
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価 5 項目は、PDM のプロジェクトの要約項目と一つ一つが下図に示したとおり対応して

いる。 

評価 5 項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、先述した 5 項目評価の調査と評価結果の因果関係を明確にするために、プロジェク

トに関係する以下の項目、技術、環境、社会・文化、組織制度・運営管理、経済・財政等

について横断的な視点を参考に様々な角度から評価を実施する。事業実施における評価の

手順概要は下表のとおりである。 

事業実施における評価の手順 

手順 作業内容 

1. 評価サマリーの作成 1.1 PDMEを作成する 
1.2 評価サマリーを作成する 

2. 評価デザインの決定 2.1 調査項目案を設定する 
2.2 情報の収集方法を検討する 
2.3 評価デザインを決める 

3. 情報収集の実施と収集結果の整理 3.1 情報を収集する 
3.2 情報を分析し、結果を整理する 
3.3 5 項目の結論 

4. 評価のまとめ 4.1 結論 
4.2 提言・教訓を引き出す 
4.3 評価結果の提示 

PDME: Project Design Matrix for evaluation  

 

援助終了後、被援

助国の機関・組織

がどれだけプロジ

ェクトの正の効果

を維持することが

できるか 

「成果」、「プロジ

ェクト目標」、｢上

位目標｣は評価時

においても目標

として意味があ

るか 

プロジェクトを実

施した結果、どの

ような正・負の変

化が直接・間接に

あらわれたか 「プロジェクト目

標」が達成された

か、｢成果｣がその

達成にどれだけ貢

献したか 「投入」がどれだ

け効率的に「成

果」に転換された

か 

プロジェクト

目標 

投 入

成 果

上位目標

効率性 有効性 インパクト 妥当性 自立発展性
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(4) 本計画に対する予算の確保は ORMVA/TF の最も重要な役割である。モロッコ国の自国予

算で手当てすることを基本とする。不足する部分については、国際機関および有力ドナー

とコンタクトをとり、本計画実施および達成の重要性を説明して支援を引き出すことも必

要である。 

(5) 本計画には、ORMVA/TF とハッターラ水利権者組合に加えて、組合以外の農民やローカ

ル NGO としてのアソシエーション等が関係することが想定される。今後の地域開発を考

えるとアソシエーションの育成が必要であり、ORMVA/TF はこれらアソシエーションを

技術的および可能であるならば財政的に支援していくことが重要である。一方、アソシエ

ーション間の連携を深めると共に、国際 NGO への連携も開始し、事業ネットワークを強

化していくことが重要である。 

(6) JICA 調査団はオマーン国へのハッターラ農業に関する現地視察から他国の経験を蓄積し、

生かすことの重要性を再確認した。したがって、ハッターラ改修・農村開発計画の実施に

よって蓄えられた知見に加え、これら第三国のハッターラ農業に関する情報を収集し

ORMVA/TF の知的財産の拡充を図る必要がある。さらに、長期的にはこれら知的財産を

積極的に他地域および他国に発信し、世界の財産として有効に使っていく必要もある。 
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第 8 章 事業実施計画および事業費積算 

8.1 ハッターラ改修・農村開発の実施事業の選定 

7.1 で示した段階開発に基づき、ハッターラ、灌漑施設改修、営農技術指導および農民組織育成・

強化に関わる事業を実施する。 

事業化を行う地区は経済性、緊急性を考慮するとともに、以下の条件を考慮し決定する。 

1) ハッターラ改修工程はハッターラの流量により、短期（5 年）、中期（6～10 年）、

長期（11～20 年）に分類する。短期、中期では現在水量のあるハッターラおよび

灌漑施設（191 箇所）の改修を行う。水量のないハッターラ 219 箇所については

涵養施設等の建設により水量が確認された後、改修を行う。（本マスタープランで

は事業化の検討を行わない。） 

2) 改修延長については 7.5.2 に示す検討結果から、ハッターラ延長の 30%を改修延長

とする。 

また上記 1)に関連し、短期計画、中期計画でのハッターラ改修の順位付けは以下

のとおりとする。流量が 2lit/sec 未満のハッターラは改修費用に対する経済効率が

低いため、中期計画において改修を行う。 

ハッターラ流量 短期計画 中期計画 

流量が 2lit/sec 以上 191 箇所のﾊｯﾀｰﾗの改修を行う。（但し、改

修延長が 600m を超えるﾊｯﾀｰﾗは改修延長

を 600m とし、未改修区間は中期で行う。）

短期計画で未改修区間を

改修する。 

流量が 2lit/sec 未満 改修を行わない。 全対象区間を改修する。

 

 表 8.1.1 に 191 箇所のハッターラおよび灌漑水路の改修工事量を示す。表中の太字

のハッターラは「ハッターラ改修工事計画（第 10 章参照）」で選定した 7 箇所の

ハッターラ、および1992年以降にORMVA/TFにより開始された改修工事の実績、

現在のハッターラ流量、また改修機会への公平なアクセス等を総合的に検討し、

早期に改修を行なう上で有効性、妥当性の高いハッターラ 30 箇所を示したもので

ある。（Data Book 参照） 

3) 灌漑施設（1 次水路のライニングおよび分水口の改修）は改修費用に対する経済

効率がハッターラに比較し高いため、短期計画（5 年）において全線改修を行う。 

4) 涵養施設は地下水調査等の解析を通じ施工を開始する。調査期間は涵養施設の規

模により異なるが概ね 5 年間とする。但し涵養効果の検証を目的として 2～3 地区

（小規模涵養池、洪水潅漑および洪水分散堰）の建設工事を短期計画に含める。 
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5) 節水灌漑の整備については、農民の自助努力（自己資金及び政府補助金の活用）

によるものとし、ハッターラ掛かりの農地面積の約 10%（点滴灌漑 5%、畝間灌

漑 5%）を普及目標とする。（第 9 章 事業評価参照）整備は短期（5 年）、中期計

画（6～10 年）を通じ均等に実施する。なお、点滴灌漑の整備には一定の初期投

資が必要であるため、それに見合う所得を有する農家が対象とならざるを得ない

が、畝間灌漑の整備は軽微な初期投資で済み、対象農家は限定されず、広範囲に

わたる。 

8.2 事業実施計画 

8.2.1 事業量 

本事業による事業量を下表に示す。 

ハッターラおよび灌漑水路の改修事業量 

 ハッターラ改修延長（m） ｺﾝｸﾘｰﾄ水路（m） 
（分水口改良を含む） 

 短期計画 中期計画 合  計 短期計画 

ゾーン A 18,457 16,687 35,144 55,412 

ゾーン B 4,685 2,924 7,609 10,153 

ゾーン C 4,245 5,835 10,080 6,740 

ゾーン D 12,150 19,396 31,546 19,706 

ゾーン E 6,600 18,945 25,545 4,760 

ゾーン F 3,410 6,704 10,114 3,580 

ゾーン G 7,548 11,184 18,732 15,822 

合  計 57,095 81,675 138,770 
（30%） 

116,172 
 

 ハッターラ総延長 462,567 
（100%） 

灌漑水路総延長 242,868 
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涵養施設事業量 

短期計画 中期計画 

1) 小規模涵養池（Hannabou 地区） 1) 地形的窪地造成：Gheris 川支線（Ferkla Soufla） 

2) 洪水灌漑（Boudenib 地区） 2) 洪水導水路（Sifa 地区） 

6) 洪水分散堰 Gheris 川支線（Ferkla Soufla） 3) 大規模涵養池（Fezzou 地区（Alnif）） 

 4) 大規模涵養池（Ahassia 地区（Alnif）） 

 5) 涵養ダム Tanguerfa 地区（Goulmima, Ferkla Soufla）

 6) 洪水分散堰 Gheris 川支線（Ferkla Soufla） 

 

営農・水管理、農民組織強化 

 短期計画 中期計画 

営農・水管理 1) 節水灌漑 10%（点滴灌漑 5%：150ha、畝間灌漑 5%：150ha） 

 2)トレーニング・普及： 水管理 
 デモンストレーション・ファーム 
 収入向上活動 

農民組織強化 3) セミナー、トレーニング 

 

植林計画 

 短期計画 中期計画 

植林 1) ﾊｯﾀｰﾗ掛りの農地の防砂林 
（植林面積 150ha） 

 

8.2.2 工事計画 

ハッターラおよび灌漑水路は地域に分散しており、工事工程に制限を与える要素はない。ハッタ

ーラの改修延長は最大 3 km 程度であるが、工事区間を分割することにより工程監理を行うこと

が可能である。（表 8.1.1 参照） 
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ハッターラ改修延長分布
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涵養施設は殆どが機械施工となる。8.2.1 に示した涵養施設のうち短期計画に示した小規模涵養池、

洪水灌漑の工事期間は短期 5 年とし、洪水分散堰は短期・中期に継続して実施することとする。

中期計画の施設の施工期間は涵養ダムについて 3 年、他の施設について 2 年とし、5 年間の施工

期間を見込む。 

農地の荒廃抑制対策としての植林は 1ha 当たり 750 本（3～4m 間隔）とする。工程は全体植林面

積 150ha（112,500 本）に対し、日当たり 100 本程度の移植を行うことにより 10 年間で行うこと

が可能である。事業実施スケジュールを図 8.2.1 に示す。 

 

8.3 事業費の算定 

8.3.1 事業費算定条件 

1) 工事単価は 2003 年 10 月の価格を基に算定する。 

2) 通貨の交換レートは以下の値を用いる。 

  US$1.00=DH8.70=¥110（DH1.00=¥12.64） 

3) 工事価格は建設業者との工事契約ベースで算定する。 

4) 予備費として建設費、政府事業監理費、調査設計・施工監理費の 10%を計上す

る。 

5) 物価上昇率は年率 1.3%とする。 

 

短期 5 年間においては最大 600m 区間について改修を行う。



- 137 - 

8.3.2 事業費積算 

事業費は以下の項目から構成される。 

1) 建設費 

建設費は直接工事費、仮設費、建設業者費用からなる。 

2) 政府事業監理費 

 ORMVA/TF および関係政府機関の職員に対する事業管理費を計上する。マスタープラ

ンでは施設の改修・建設、および営農、水管理、農民組織強化について建設費の 3%

を計上する。 

3) 調査設計・施工監理費 

詳細設計、工事施工監理費を計上する。コンサルタントは政府職員に対し詳細設計お

よび工事施工監理期間中に援助および助言を行う。マスタープランではハッターラ、

灌漑施設改修、節水灌漑施設について建設費の 5%、地下水涵養施設建設について建

設費の 10%とする。 

4) 数量予備費 

 数量予備費として上記 1)～3)の合計金額の 10%を計上する。 

5) 物価上昇率 

 物価上昇率として年率 1.3%を計上する。 

事業費は短期、中期計画（10 年）の合計で DH568 百万と見積もられる。事業費の詳細は下表の

とおりである。（表 8.3.1 参照） 
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事業費総括表 

 （単位 DH’000） 

 短期計画 中期計画 合  計 

I. 建設費    

ハッターラ改修費 77,850 112,250 190,100 

灌漑水路改修費 39,150 - 39,150 

涵養施設費 33,600 165,840 199,440 

植林 850 850 1,700 

建設費合計 151,450 278,940 430,390 

II. 政府事業監理費 4,560 8,370 12,930 

III. 調査設計・施工監理費 9,210 22,190 31,400 

IV. 予備費(Physical) 16,530 30,960 47,490 

V. 予備費(Price) 7,660 38,350 46,010 

合  計 189,410 378,810 568,200 

灌漑水路改修費 
（補助金） 

30,000 30,000 60,000 

注：涵養施設の建設費は施設全体の工事費からなり、表面水灌漑施設に供する建設費を含む。 
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第 9 章 事業評価 

9.1 事業評価概要 

本章はマスタープランを経済面および財務面から分析した。提案された実施計画では最初 10 年

間で現在流量が確認されている 191 箇所のハッターラ地区で改修を行う。一方、流量がない残り

の 219 地区に関しては、今後 10 年間で流量が回復した場合に、10 年後以降に改修を行うことを

提案している。これら 219 地区に関しては現段階で事業費と便益を算出することが困難なため事

業評価では考慮していない。また、涵養ダムに関しても地下水への効果を適切に算出するには今

後 5 年間でさらなる調査が必要であり、事業評価では考慮していない。 

結果として、マスタープランで事業評価を行ったのは、①10 年間での 191 箇所のハッターラの改

修（各ハッターラとも 30%の改修率）と②5 年間での灌漑 1 次水路の改修（土水路および石積水

路のコンクリートへの改修と分水工の設置）である。 

9.2  経済評価 

(1) 基本前提条件 

純便益（NPV）と経済内部収益率（EIRR）を計算するために費用・便益分析を実施した。はじめ

に、「事業を実施した」場合と「事業を実施しなかった」場合のシナリオに基づいて財務フロー

を算出した。その後、変換係数1を算出し、上記財務フローを経済費用に換算した。この結果を用

いて純収益と経済内部収益率を計算した。 

(i) 事業実施期間： 10 年間 

(ii) 事業有効期間： 30 年間 

(iii) 割引率2：  10% 

(iv) 費用と便益は 2003 年 9 月のモロッコ価格（DH）で算出した。 

(v) 交換レートは US$ 1.00 = DH 8.70 および US$ 1.00 = ¥110 を使用した。 

(vi) 財務価格を経済価格への標準変換係数（SCF）は 0.87 を用いた。 

(vii) 税金3のような移転項目は経済費用から差し引くものとした。また、労賃に関しては機会

費用を考慮した。 

(viii) 改修事業後の施設の存続期間は 30 年間とした。したがって、施設の交換費用は考慮し

ていない。 

 
                                                   
1 国内市場価格（間接税を除いたもの）を経済価格に変換する係数。計算方法は表 9.2.1 に示す。 
2 割引率は純便益（NPV）と便益・費用比率（B/C）を計算するために用い、資本の機会費用となる。モロッコ国

では通常は 8～10%を用いる。  
3 労賃に係る付加価値税は 14％、建設資材にかかる付加価値税は 20％である。 
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(2) 経済便益 

本分析では農業生産物の増産を便益として算定した。すなわち、①作付面積の増加と②収量の増

加、であり下記のような仮定に基づいて行った。 

便益算出に用いた仮定 

 便益 仮定 

作付け面積の増加 作付面積の増加分（639ha）はﾍｸﾀｰﾙ当り DH12,560 (1-6 年) および 
DH14,980 (7-30 年)（経済便益）の収益を得る。 

作付け体系は(i) 野菜：50% および (ii) ｱﾙﾌｧｱﾙﾌｧ(1-6 年)とナツメヤ

シ (7-30 年)：50%. 

 ハッターラの改修から ハッターラの改修 1 km につき、①水量 2.5l/s の増加（現況水量>=10 
lit/sec の場合）, ②水量 2.0 lit/sec の増加 (現況水量>=5 lit/sec の場合), 
③水量 1.5 lit/sec の増加(現況水量<5 lit/sec の場合)  

 水路の改修から 水路改修の後 10％の水量増加；灌漑水量 0.4 l/s で 1 ha が灌漑可能。

(i) 

 改修を実施しない場合 事業実施されなかった場合、水量は 20％程度 10 年間で減少すると仮

定。 

(ii) 収量の増加  水量の安定と耕種法の改善から収量が増加すると仮定し、ﾍｸﾀｰﾙ当り

DH 8,820（経済便益）の収益を得る。 

 

(3) 経済費用 

分析に使用した費用は、①ハッターラおよび水路の改修と分水工設置による流量損失の軽減に関

る費用、②ハッターラおよび水路の維持管理に係る経年費用、③エンジニアリング費用、④事業

管理費用、および⑤予備費である。これらの費用の算出根拠は下記の通りである。 

費用算出に用いた仮定 
 費用 仮定 

投資費用:  

 ハッターラ改修費用 ハッターラ改修費用（財務価格）: DH 1,200/m 

(i) 

 灌漑水路改修費用 土水路および石積水路をコンクリート水路に改修（財務価格）： DH 
290/m; コンクリート水路の近代化: DH 5/m 

経年費用:  

 ハッターラの維持管理 改修前のハッターラの維持管理費用:DH 17,000/km/year;  
改修後のハッターラの維持管理費用:DH 1,000/km/year  

(ii) 

 灌漑水路の維持管理 土水路の維持管理費用: DH 1,250/km/year、石積水路の改修費用: DH 
500/km/year、コンクリート水路の改修費用 : DH 250/km/year  

(iii) エンジニアリング費用 (i) 投資費用の 5 ％ 

(iv) 事業管理費用 (i) 投資費用の 3 ％ 

(v) 予備費 (i)+(iii)+(iv) 費用の 10％ 

                                                   
4 作物の生産費は最新の価格と標準的なインプットの投入を想定し算出している。この結果を輸出入産品に関し

ては変換率を用いて経済価格に変換している。しかしながら、農業生産物の大部分（ナツメヤシとオリーブを除

く）は自家消費のためにあり、財務価格を経済価格として用いている。 
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点滴灌漑に関する費用および農業生産にかかる費用は作物生産費の中で水利費および経費とし

て勘案し、農業便益を調整している。事業の経済費用の総額は 208 百万 DH であり、詳細は下記

のとおりである。 

事業の経済費用 

('000 DH)
経済費用 財務費用

I.
1. ハッターラ改修 144,900 166,500
2. 灌漑水路改修 298,900 34,300

小計 (I) 174,800 200,800
II. 8,700 10,000
III. 5,200 6,000

小計 (I+II+III) 188,700 216,800
IV. 18,870 21,680
V. 0 16,050

事業費総額 (I+II+III+IV) 207,570 254,530

予備費 (10%)
物価上昇分予備費 (1,3%)

改修工事費用

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ (5%)
事業管理費用 (3%)

コンポーネント

 
 

(4) 結果 

算出した経済便益と経済費用を基に割引率 10％を用いて計算した純便益と便益・費用比率(B/C)

および経済内部収益率 (EIRR) は下記の通りである。 

 経済評価結果 (割引率 10％) （’000DH） 

経済便益 NPV 経済費用 NPV 

農業生産量の増加: 投資費用 

ハッターラの改修から. 39,100 ハッターラの改修 101,300

水路の改修から  32,000 灌漑水路の改修 26,900

事業実施しない場合の減少分 37,600 経年費用の減少: 

収量の増加 (既存地区) 30,000 ハッターラの O&M - 10,300

 灌漑水路の O&M - 800

経済便益の合計 139,700 経済費用の合計 117,100

純便益: 22 ,600 

B/C 1.2 

EIRR: 12.2 % 

 

上記表に示すとおり、マスタープランの経済内部収益率（EIRR）は約 12.2％である。マスタープ

ランのキャシュフローを表 9.2.2 に示す。また、経済内部収益率（EIRR）によるハッターラの順
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位を表 9.2.3 に示す。調査対象地区の貧困状況を勘案すると、経済評価の結果は農村開発プログ

ラムとしての投資のために妥当であると判断する。 

 

主要な項目の変化に伴う純便益と経済内部収益率（EIRR）の変化を見るために感度分析を行った。

結果は下記の通りであるが、事業費の上昇や便益の減少に対して比較的感度が小さいことがわか

る。 

感度分析の結果 

 EIRR 

基本ケース 12.2% 

- 農業生産の 10%減少 10.9% 

- 投資費用の 10％上昇 11.0% 

- 農業生産の 10%減少と投資費用の 10％上昇 9.7% 

 

 

9.3  財務分析 

(1) 農家経済分析 

調査団が実施した社会経済調査（2003 年 6 月）の結果によれば、調査対象地域の農家は平均で

0.80 ha の灌漑農地を所有していることがわかっている。事業実施後には灌漑農地は 0.16 ha 増加

し、0.96 ha となる。この条件を典型的な農家とし、現況と「事業を実施した」場合の農家経済を

比較した。 

コムギ 野菜 マメ ｱﾙﾌｧﾙﾌｧ
ナツメヤシ
/オリーブ

合計

現況

灌漑面積 [ha] 0.50 0.05 0.02 0.14 0.12
純収入 [DH] 1,380 1,110 90 630 2,160 5,400
事業実施

灌漑面積 [ha] 0.49 0.13 0.07 0.13 0.20
純収入 [DH] 2,030 4,730 480 890 7,280 15,400
差

純収入 [DH] 650 3,620 390 260 5,120 10,000

農家経済分析の結果

（財務価格）

 

上表に示されたとおり「事業を実施した」場合はハッターラの灌漑での農家の収入は平均で DH 

15,400 となり、現在より DH 10,000 上昇する（表 9.3.1）。  

農民の視点から見た便益はハッターラの灌漑システムに対する維持管理に対する負担が減少す
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ることであり、現状では大きな負担となっている。この負担減は他の活動に従事することが可能

となり、結果として収入の向上の可能性を増やすであろう。 

 

(2) 財政上のインパクト 

マスタープランは 10 年間で 191 箇所のハッターラについて DH292 百万の投資額を必要とし、前

半 5 年間では毎年 DH28.9 百万が、後半 5 年間では毎年 DH29.6 百万が必要となる。（表 8.3.2 参照）

なお、維持管理に必要な費用は受益者負担とする。下記の表に示すとおり、ORMVA/TF でハッタ

ーラ開発にかけている費用は毎年 DH5 百万程度であり、同程度の額が 2004 年以降も継続可能で

ある。この条件からは全事業費 20％程度が自己資金で調達可能であり、残り 80％に関しては他

のドナーや国際機関からのローンを借入れる必要がある。 

 

ORMVA/TF の灌漑開発に係る予算（1999/2000 – 2003/2004） 

年次予算（1,000 DH） コンポーネント 

99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 TOTAL 

調査 950 950 950 950 950 4750

新規開発 26 000 47 500 56 000 50 900 35 700 216 100

大規模改修  37 978 13 357 1 127 0 0 52 462

    Program PAGI II 5 240 0 0 0 0 5 240

    Program PDRT 32 738 13 357 1 127 0 0 47 222

中小規模灌漑 13 770 10 000 10 000 10 000 10 000 53 770

    １次灌漑水路 4 770 3 000 3 000 3 000 3 000 16 770

    末端水路 4 000 2 000 2 000 2 000 2 000 12 000

    ハッターラ  5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 25 000

合計 78 698 71 807 68 077 61 850 46 650 327 082

出典： ORMVA/TF, 2003 年 10 月 

 

維持管理 4については受益者の参加で行われ、労働力と材料の負担によってなされるものである。

ORMVA/TF の政策ではハッターラや１次水路の大規模改修を除き、農民の自己負担で行うことを

原則としている（末端水路については 100% の受益者負担、ハッターラと１次水路については 80%

の受益者負担）。したがって、政府の財政上の負担は小さい。また、改修後は受益者に対する維

持管理の負担も著しく減少する。 

                                                   
4資本費用に関する受益者の 5%程度の負担は可能と判断する。負担はハッターラ 1地区当り 100人日程度である。

(50 D/人/日 x 100 人日 = DH 5,000). しかしながら、受益者負担は人々の要請によって異なる形態となっているの

で、ここでは言及しない。 
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政府への収入面への税収の増加分は小さいものと考える。なぜならば、農業収入については免税

となっているからである5。ただし、長期的に見れば、農村の人々の就労改善と地域経済の活性化

は国家収入を増やす。 

9.4 裨益人口 

ハッターラ農村の人口は人口統計資料（統計局）に基づき算出した。人口統計は 10 年に一度調

査が行われ、近年では 1994 年および 2004 年に実施されている。2004 年における人口は現時点で

はルーラル・コミューンレベルにおいて情報収集が可能である。一方、ハッターラ農村の人口は

クサル単位による集計が必要であり、2004 年の人口資料ではクサル単位による集計が不可能なた

め、正確な人口の把握が困難である。このため、以下の条件からハッターラ改修による直接の裨

益人口は 1994 年の統計資料に基づき算出した。 

- 1994 年と 2004 年の農村部の人口は各 262,797 人、260,739 人であり殆ど変化していない。

（表 9.4.1 参照） 

- 1994 年の人口資料は最小単位がクサルであるため、ハッターラの直接裨益人口の算出が

可能である。 

対象クサルはハッターラ・インベントリー調査結果から 241 クサルであり、裨益人口は 129,500

人と算出される。表 9.4.2 に詳細を示す。1 ハッターラ当たりの平均裨益人口は約 320人となるが、

最大では 1,200 人が利用するハッターラも存在する。また灌漑技術向上、営農・普及、農民組織

育成・強化に関わる裨益地区は調査対象地域の農村部が対象となり、裨益人口は約 260,000 人で

ある。 

9.5 事業評価のまとめ 

マスタープランは経済的な側面および財務的な側面から評価された。評価結果のまとめは以下の

通りである。 

(1) 経済評価から判断してマスタープランは経済的に妥当であると判断する。モロッコ国の貧

困削減のための農村開発においては経済内部収益率は 12.2％でも妥当であると判断した。 

(2) 事業の実施は Tafilalet 地域における重要な社会問題を解決することに寄与する。これらの

寄与は数量的には表現できないものを含む。例えば、①地域の経済活動の活性化、②農村

の人々の就労率の改善、③ソーシャル・キャピタルの構築（結果として人々の定住促進、

貧困削減、女性の地位向上につながる）、④砂漠化の抑制（植林計画）、等である。これら

の効果は上位計画である「農村開発戦略 2020」の実現に結びつくであろう。 
                                                   
5 農業収入に関しては DH 18,000 までは免税である（2003 年時点）。これは調査対象地域の平均収入を越えている。

また、この措置は 2010 年まで、おそらくは 2020 年まで継続される予定である。  
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以下に本事業を DAC の評価 5 項目に沿って取りまとめた総括表を示す。 

 

マスター・プラン評価 

評価項目 内     容 

効率性 

z 経済評価の結果､支出(経済費用)がDH117百万に対し､便益(経済便益)がDH140百万で､B/Cは 1.2､経済内

部収益率は 12.2%と算定されており､投入に対する十分な経済的便益が期待できる｡ 

 

 

 

 

 

z 事業の進行に合わせ適宜モニタリング・評価を行うと同時に、技術的不明点について実証調査を行い、

適宜計画へのフィードバックを行う計画である。ORMVA/TF の予算配分にも配慮しており、予想された

成果の発現に対し高い効率性を持つ｡ 

 

有効性 

 

 

 

 

 

z ハッターラ改修・農村開発の目標は「農家所得の安定化と向上」である｡ハッターラの水量増加、水利用

効率、営農技術の改善により、農家所得は確実に向上且つ安定化し、農村地域における貧困撲滅に大き

く寄与する。 

z 農家経済分析の結果から平均的な農家の農業生産による年間純収入は､5,400DH から 15,400 DH へと

10,000DH の増加が見込まれる(下図参照､但し%は各収入項目の粗収入を示す)｡ 

 

 

 

項目 現況 事業実施後 現況 事業実施後
農業収入 12,250 25,400 29% 46%
家畜 4,600 4,600 11% 8%
農外収入 19,200 19,200 45% 35%
仕送り等 6,400 6,400 15% 12%

42,450 55,600 1.00 1.00
1.310

11%45%

15%
17%

8%

35%

12%

46%

 

 

 

 

 

 

現在 事業実施後 

農業収入 

家畜 農外収入 

仕送り等 

農業生産による農業収入は 1
農家当たり DH10,000（純益

増）増加する。 

B/C=1.2 

EIRR (経済内部収益率)=12.2% 
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評価項目 内     容 

インパクト 

z 本マスタープランの実施は、上位計画にあたる｢開発 5 ヶ年計画｣、「2020 年農村開発戦略」中の貧困軽

減､農村生活の質の向上などへの貢献が期待される。 

z 長期的には､地域経済活動の活性化､就学率の向上､住民の定住促進､環境保全などの社会面でのインパク

トも期待できる｡ 

z またハッターラ利用地域､アトラス以南､諸外国の乾燥地への波及効果も期待できる｡ 

z 本マスタープランの実施によって引き起こされる間接的なインパクトとしては、以下の事項が考えられ

る。 

 

9 対象地域における経済活動の活性化と経済活動人口の増大 

9 貧困削減と生活環境改善による農村人口流出の抑制 

9 地域コミュニティのエンパワメントとソーシャル・キャピタルの形成 

9 女性の経済的・社会的地位の向上 

9 砂漠化進展の抑制（植林計画） 

9 ORMVA/TF の事業実施能力の向上 
 

妥当性 

z ｢開発 5 ヶ年計画｣、「2020 年農村開発戦略」は農村部の貧困撲滅を目標とし、農業生産性の強化、農業

関連の雇用と収入の増加、農業副収入および農業外収入のための雇用多様化の創出、開発機会やインフ

ラ整備の地域間および地域内の不均衡の是正を戦略的な目標としている。 

 Tafilalet 地域は最も貧困層の割合が高い地域であり､本マスタープランの目標は､上記国家目標の方向性

に合致している｡ 

z 本計画の対象である地域農家は､ハッターラの水供給量の減少により､農産物収入は年々減少し出稼ぎ者

からの仕送りに頼り､ポンプ揚水への依存度を高めざるを得ない状況にある｡そのような状況下で､ハッ

ターラ供給水量の改善や所得向上のための支援への､農家の期待は大きい｡ 

自立発展性 

z 事業主体である ORMVA/TF はマスタープランで提案された事業を遂行する能力を十分有する。また

ORMVA/TF は 5 つの支局と 22 の CMV、CE を設置しており、常時農民に対する営農指導、組織育成が

可能である。 

z ハッターラは住民によって自発的に建設、維持管理されてきた伝統的灌漑施設であり、その利用形態お

よび維持管理活動は、当該地域に根付いた慣習法によって規定・管理されてきた。本マスタープランで

は、このような地域の習慣、慣習法に沿った事業内容を提案していることから、事業の持続性について

は高いと考えられる。 

z 現地の状況､関係者の能力を考慮し、段階的に開発目標を定めている。これは計画の長期的な安定性の確

保に寄与する｡ 

z 地域農民の目に見える形での所得向上活動が含まれており､農民のインセンティブを持続できるもので

ある｡ 

z 経済内部収益率は 12.2%と算定されており､持続性が確保できるだけの経済的便益が発現する｡ 
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第 10 章 ハッターラ改修工事計画 

10.1 ハッターラ改修工事計画策定の目的 

ハッターラ改修工事計画は改修のモデルとして妥当な地区を選定し、マスター・プランで計画し

たハッターラ農村全体に対する改修の規模、事業実施コンポーネントの有効性、妥当性について

詳細に検討することを目的とする。具体的な検討項目としては、1) ハッターラ改修による水量増

加、維持管理労力の削減、2) 灌漑水路改修による水利用効率の向上、3) 水利用および営農・普

及の改善による農業収益の増加、4) 維持管理および農民組織の強化、および 5) 事業評価が挙げ

られる。生活改善、所得向上活動は段階開発を行うハッターラ改修計画とは直接関連がなく、地

域の均等な開発に区分されることから、ハッターラ改修に伴う直接便益としては取り扱わず、従

って調査の対象とはしない。 

上記項目に関する実施目的は以下のとおりである。 

(1) ハッターラ改修 

マスター・プランではハッターラ改修による流量増加、維持管理の労力節減効果、改修費用の財

務分析結果から、ハッターラの改修率を、既存改修区間 10%を含め、40%としている。本調査で

は、選定地区のハッターラの流況ならびに維持管理費用を精査し、最適な改修計画を立案する。

また改修方法、区間については工事の施工性、経済性を考慮し、決定する。 

(2) 灌漑水路改修 

灌漑効率（搬送効率）の向上を目的として、灌漑水路の改修、分水口の改良を計画している。選

定地区について計画の精査を行い、改修内容の有効性、妥当性を検証する。 

(3) 水利用および営農・普及 

水利用については、灌漑効率の向上を目的として、上記(2)に示す灌漑水路の改修、分水口の改良

に加え、節水灌漑（点滴灌漑、畝間灌漑）の導入を計画している。また営農・普及については、

安定した灌漑用水量の供給による穀物等の農作物生産量の増加を達成し、安定した農業収入を確

保することに主眼をおき、営農技術改善を考慮するとともに、ナツメヤシ、野菜などの高付加価

値作物の導入等を視野に入れるものである。選定地区について現況作付計画、土地利用調査を行

い、実施コンポーネントの有効性、妥当性を検証する。 

(4) 維持管理および農民組織 

「モ」国においては政府が整備した農業用水施設の管理は ORMVA/TF が地域全体の管理を担当

しているが、中小規模の施設については各受益地において農業用水利用者協会(AEUA)を設立し、

同協会が施設の維持管理を行っていくことが義務付けられている。一方、ハッターラは住民の自
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発的な開発行為によって建設され、これまで伝統的な水利権者組織によって維持管理・改修活動

が行われてきたため、上述したような法制度に則った協会の設立は行われてこなかった。しかし

｢モ｣国政府は、ハッターラの改修事業を政府支援を通じて拡充していくことを目的として、伝統

的な水利権者組織に対して法的基盤（法律第 2/84 号に準じる）を与え、農業用水利用者組合へ転

換していくことを検討している。 

本ハッターラ改修工事計画の策定にあたっては、このような背景を考慮するとともに、現在のハ

ッターラ農村におけるハッターラの維持管理・改修活動の実態を十分に検証したうえで、将来の

適切な維持管理体制を検討する。 

10.2 調査地区選定 

ハッターラ改修工事計画の策定対象地区を下表に示す。選定に当たっては、マスター・プランに

示す実施コンポーネントの有効性、妥当性を検証するため、191 箇所のハッターラから、ハッタ

ーラの位置（ゾーン区分）、ハッターラ流量の多少、灌漑水路整備率の程度、営農形態の多様性、

農民組織の設立と活動の実態等について、モデル性を有するハッターラおよび農村を選定した。

選定地区の位置を図 10.2.1 に示す。 

選定ハッターラ 

 地域（ゾーン） クサル名称 ハッターラ名称 ID No. 

1) A Ait Ben Omar Ait Ben Omar A-59 

2) A Ksiba Diba A-58 

3) D Monkara Lambarkia D-42 

4) D Hannabou Ouastania D-61 

5) D Hannabou Lagrinia D-64 

6) G TimzarzitAlnif Timarzit G-64 

7) G TaoumartAlnif Jdida Taoumart G-60 

 

10.3 調査内容 

(1) ハッターラ改修 

本調査において以下の項目を調査、検討することにより、改修計画の策定、工事費の算出を行う。 

1) 流量観測の観測地点数を増加し、ハッターラの地下水の湧出区間、漏水区間の延長、湧水、

漏水量を精査する。これにより、水量増加目標に対し最適となる改修区間を確認する。 

2) ハッターラの母井戸付近および上流の涵養域の地質条件、ハッターラの横坑の湧水範囲を

調査し、ハッターラの母井戸延長による湧出量増加を検討する。 
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3) ハッターラ工事は、オープン掘削とトンネル内工事に区分される。工事の施工性、経済性

について検討し、最適な施工計画を立案する。 

4) 改修工事による効果として、漏水量の軽減による流量の増加、維持管理費用の軽減、が挙

げられる。上記 3)に関連し、工事費と流量増加、維持管理費の低減効果による事業便益

を精査し、最適な改修計画を策定する。 

(2) 灌漑水路改修 

灌漑水路改修について以下の項目を調査、検討し、適切な灌漑水路の改修計画、工事費の算出を

行う。 

1) マスター・プランに示すとおり、灌漑水路の改修区間は 1 次水路を対象とし、土水路

のライニングを行うことにより搬送効率の向上を図る計画である。現地調査により改

修区間と構造を決定し、工事費の算出を行う。また 1 次水路の既存コンクリート水路

における分水口の改良を行うことにより、分水管理ロスおよび分水口の浸透損失の抑

制を図る計画である。現地調査により改良分水口箇所数を精査し、工事費の算出を行

う。 

2) 一次水路改修による灌漑効率の向上の程度を基礎資料として適正な用水量を提案す

る。マスター・プランでは 10%の灌漑効率の向上を計画しているため、各ハッターラ

において再度精査する。 

(3) 水利用および営農・普及 

1) 節水灌漑（点滴灌漑、畝間灌漑）については水利権、ハッターラの流量を考慮に入れ

た灌漑施設計画を策定し、現地への適応性、工事費を算出する。節水灌漑の実施面積

は、各ハッターラ掛かりの農地の 10%（点滴灌漑 5%、畝間灌漑 5%）とする。 

2) 現況作付計画、土地利用調査を行い、野菜や付加価値作物の栽培の有効性、妥当性を

検証する。 

(4) 維持管理および農民組織 

本調査において以下の項目を調査、検討し、適切な維持管理計画を策定する。 

1) 選定された地区における農民組織およびハッターラ、灌漑水路の維持管理の実態を把

握する。 

2) ハッターラ維持管理組織（伝統的水利権者組織およびアソシエーション）の現況につ

いて現地調査を実施し、「農民組織強化計画」の策定、評価の基礎資料とする。 

3) ハッターラ、灌漑水路の維持管理計画にあたり、ハッターラに関連する各農民組織（伝
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統的水利権者組織およびアソシエーション）の役割分担を明確にする。 

(5) 環境影響評価 

1) 第 2 次現地調査で実施した初期環境調査（IEE）結果を参考に、選定地区における環

境影響評価（EIA）を実施する。評価項目は IEE において実施したスクリーニング、

スコーピング項目を基本とする。 

2) IEE では環境への影響の有無が不明な項目があるため、これらについて選定地区にお

いて可能な範囲で評価を行い、マスター・プランの見直しに有効に活用する他、実証

調査を通じ追加調査の必要性の有無について記述を行う。 

(6) 事業評価 

1) 選定地区の事業評価は、モデルとして選択した地区における事業評価を、マスター・

プランに示した地域全体ハッターラ地区の事業評価（コスト・便益に用いた条件を含

む）に有効に反映させることを目的とし、マスター・プランにおける事業評価項目に

準拠し行う。 

2) 受益農家の財務分析では、第 2 次現地調査において実施した｢農村社会経済調査｣を基

に農家経済収支を分析する。 

調査結果の詳細は Annex J に示すとおりである。 

10.4 調査結果 

10.4.1 ハッターラ改修 

マスター・プランに示すハッターラの改修範囲（改修区間、断面計画）について、選定地区の調

査結果を取りまとめ、マスター・プランの妥当性を検証する。以下にマスター・プラン策定にお

ける条件と、本調査における調査結果を次表に取りまとめている。 

 



 

改修範囲（改修区間、断面計画）の比較表 
マスター・プラン マスター・プランにおける検討内容  本調査結果 

改修区間 

改修率を 30%（既存

改修率 10%と合わせ

て 40%の改修率）と

する。 

(1) 流量損失の見られるハッターラ区間（延長の 60%）を改修区間とする。 

 
(2) 改修機会の公平性から、全てのハッターラについて原則同一の改修率

（改修区間延長ハッターラ全長）とする。 

(3) ORMVA/TF 全体の年間財政支出（工事費）とﾊｯﾀｰﾗ改修費とのバラン

スを考慮し、事業効率の高い区間（ハッターラ延長の 30%）の改修を

計画する。 

 (1) 流量損失を下表に示す。調査から漏水が卓越する区間が存在し、そ

の区間延長は全体延長の平均 30%（10%～50%）である。 

(2) 改修機会の公平性から、全てのハッターラについて原則同一の改修

率とする。 

(3) 事業効率の高い区間として、オープン掘削可能な区間のカルバート

設置、湧水の卓越した箇所のコンクリート水路、または PVC ﾊﾟｲﾌﾟ

による改修が選定される。 

改修断面 

原則カルバート形式

とする。 

(1) 改修断面は維持管理を考慮し、カルバート形式とする。 

(2) ハッターラの縦断線形に関し、将来に亘るハッターラの底面掘削の必

要性を考慮し、上流湧水区間から中流区間をコンクリート等で改修す

る方法は原則避ける。 

 (1) 下流のオープン掘削による工事区間ではカルバート形式とする。ト

ンネル工事区間では経済性からカルバートまたは水路の設置が適

切である。 

(2) 将来ハッターラの基礎の掘削を行わない箇所については、コンクリ

ート水路布設が適切である。 

流量損失軽減量 ハッターラの改修延長 1km あたりの流量損失軽減量 

ﾊｯﾀｰﾗ現在流量 Q（lit/sec） 10≦Q 5≦Q<10 Q<5 

損失軽減量（lit/sec/km） 2.5 2.0 1.5 

  

 調査対象 7 ハッターラでは左欄の流量損失の軽減量は妥当と判断され

る。 

 

調査対象 7 箇所のハッターラ漏水状況の調査結果 
 ハッターラ名 全延長 

（m） 
湧水区間 
（m） 

漏水区間 
（m） 

漏水区間÷全延長

（%） 
損失流量 
（lit/sec） 

備  考 

1 Ait Ben Omar 1,050 300 300 30 % 1～2  
2 Diba 1,700 600 500 30 % 1  
3 Lambarkia 6,200 600 1,000 15 % 4～5  
4 Oustania 7,700 300 500 10 % 3～４ 冬期の水量の多い時期に漏水が見られる。 

5 Lagrinia 6,500 200 2,000 30 % 2～3  
6 Timarzite 2,100 50 400 20 % 1 損失は全路線で均等に見られる。 

7 Taomart 600 300 300 50 % 1  
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調査結果から、以下の事項が指摘される。 

(1) 改修による流量損失の軽減効果は、下記に示すとおりのマスター・プランにおける評価基

準が妥当と判断される。 

ハッターラの改修延長 1km あたりの流量損失軽減量 

ﾊｯﾀｰﾗの現在流量 Q（lit/sec） 10≦Q 5≦Q<10 Q<5 

損失軽減量（lit/sec/km） 2.5 2.0 1.5 

 

(2) ハッターラの改修工事費を、マスター・プランで示した全体ハッターラ延長の 30%の工

事費相当としている。これは財政面から上限を設定した理由の他、より効率的に改修の効

果をあげるため、改修範囲を漏水区間を中心に設定した結果による。漏水区間はハッター

ラの下流部が顕著であり、また将来的に流量の増大を目的として中・上流部の横坑底部の

盤下げを実施することが予想されるため、改修工事は下流から実施することが適切である

と確認された。 

 また本調査によりハッターラの中・上流部においても漏水の卓越する区間の存在が確認さ

れており、今後とも現地での聞取り調査の他、ハッターラの詳細な流量観測を行い、各ハ

ッターラで最適な改修区間の設定を行っていく必要があることが確認された。 

(3) 維持管理費は、各ハッターラで年間 3～4 回実施している。1km あたりの改修費用は次式

から約 DH17,000 と算定され、この費用はマスター・プランで維持管理労力の軽減による

便益計算に用いた値が適切であることを示す。 

 （6 人日/回・100m）×1,000m×3～4 回×DH80/人日=DH17,000 

維持管理費調査結果 

 Omar Diba Lambarkia Oustania Lagrinia Timarzite Taoumart 平均 

維持管理費 
（DH/km） 

15,680 11,530 23,610 12,970 11,820 23,040 21,600 17,180 

出典：農村社会調査（JICA） 

 

10.4.2 灌漑水路改修 

選定地区における灌漑水路状況および配水管理実態を調査・分析した結果、マスター・プランに

おけるコンポーネントおよび仮定条件について次のような結論が得られ、その妥当性を確認した。 

¾ 幹線級水路である一次水路は灌漑用水が高い頻度で流れる区間であり、受益地全体の水利用

効率に影響を及ぼしている。現地調査の結果、7 地区全体で見ると、一次水路の概ね半分が

土水路のままであることが分かった。この部分のコンクリートライニングによる浸透ロスの
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抜本的抑制は、受益地全体の水利用効率の向上に寄与することが確認された。 

¾ 分水口は全地区ともに土砂の積み上げによる分水操作が行われ、分水口からの浸透ロスや操

作管理ロスが認められる。既存コンクリート区間および土水路区間のコンクリートライニン

グ化の効果を相乗的に高めるためにも、分水口構造の改良によるロス抑制の必要性が確認さ

れた。 

¾ M/P における下記の仮定条件の適合性が確認された。 

(1) 灌漑水路断面は M/P において(幅)0.50～0.40m×(高)0.50～0.40m と想定しており、今回の

7 地区においても同様な(幅)0.60～0.35m×(高)0.50～0.20m であった。 

(2) 今回の調査において一次水路の特定と構造区分の確認を行った結果、コンクリートライニ

ング化の対象となる土水路区間の延長は 7 地区合計で 3.05km であり、インベントリー調

査結果の 3.38km とも、マスター・プラン全地区平均値から算定した 2.76km とも概ね合致

している。 

(3) 分水口の間隔は灌漑水路ごとに異なる。今回、幾つかの一次水路を抽出して現地調査した

結果、分水工の設置間隔は 15m～53m に一ヶ所の割合であった。マスター・プランで仮定

している 30m に一ヶ所はこの範囲に入っている。 

(4) 7 地区のハッターラ水利権者組織からの聞き取り調査によれば、灌漑水路の維持管理とし

て年間 2～6 回、一回当たり 6～32 人によって土砂さらいの作業を実施している。7 地区

の平均を算定すると 24 人/年/km となり、マスター・プランで想定した 25 人/年/km（土水

路）に近い値となった。 
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灌漑一次水路調査結果 

調査結果(一次水路） 

水路延長(km) 

 
ハッターラ名 

水路断面(m) 
(幅×高) 

ｺﾝｸﾘｰﾄ水路 土水路 計 

 
備考 

Ait Ben Omar 0.40×0.40 0.68 0.83 1.51  

Diba 0.40×0.40 0.04 0.71 0.75  

Lambarkia 0.50×0.50 - 1.04 1.04  

Oustania 0.60×0.40 1.44 - 1.44  

Lagrinia 0.50×0.40 0.86 0.47 1.33  

Timarzite 0.40×0.20  -   

Jdid Taoumart 0.35×0.20  -   

計   3.05   

ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘ-調査  3.56 3.28 6.84  

マスター・プラン

平均値 
 3.11 

(53%) 
2.76 

(47%) 
5.88 灌漑面積 A=117.70ha 

一次水路延長@50m/ha

 

10.4.3 節水灌漑 

ハッターラの水量が減少傾向にあることを背景に農民の節水に対する関心は高い。 

ハッターラの水量が少ない地区（Diba、Timarzite、Jdida Taoumart）では送水ロスを抑制し、灌漑

農地に少しでも多くの水が届くように調整池を設置し、水利権時間の一部を貯水し、残りの時間

で送水するといった節水の工夫がなされている。 

圃場レベルの節水対策としてハッターラ Lambarkia 地区において、一次水路から圃場まで塩ビ管

φ100mm、2 本を並列埋設し、サイホンにて導水している例が見られた。圃場までの搬送ロスを

なくすための節水対策といえる。 

ハッターラ地区内では灌漑方法はすべて水盤灌漑であり、節水灌漑としての畝間灌漑や点滴灌漑

の導入は現時点では開始されていない。 

畝間灌漑に関しては、モロッコ国において導入事例はあるものの、本調査地域における導入事例

はない。しかし、収量増加および品質向上にむけた栽培技術改善にも繋がる畝間灌漑への関心は

高く、実証圃場での検証が期待されている。 

節水効果の高い点滴灌漑は灌漑時期や灌漑水量の調整も可能であるとともに、設備費の 40%に政

府の補助金が支給される制度もある。こうした制度を利用して本地域においても、井戸ポンプを

利用した点滴灌漑の普及が始まっている。 

ハッターラを利用した点滴灌漑の導入は井戸を掘削する必要がなく、水源確保や経済性の面で有
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利であるが、水利時間によるローテーション灌漑を前提とするため、灌漑時間の調整のための貯

水槽の設置が不可欠である。点滴灌漑の導入の可能性を検証するためには今後とも実証圃場での

継続的な検証が求められる。 

10.4.4 営農 

選定 7 地区の現況土地利用の調査結果から、7 地区の作付計画を詳細に策定した。マスター・プ

ランからの変更点は、付加価値作物である野菜、家畜用の飼料作物であるアルファルファ、また

Alnif 地区でのヘンナ、クミンの作付面積の増加が挙げられる。作付時期についてはマスター・プ

ランに示した作付計画から殆ど変更はない。 

灌漑水量は 7 地区の平均から 0.4 lit/sec と試算され、結果、作付面積は現況に対し 7 地区の平均で

36%の増加となった。 

10.4.5 維持管理組織 

選定地区におけるハッターラの維持管理に関連する農民組織（伝統的水利権者組織およびアソシ

エーション）調査の結果、以下の現状が確認された。 

● 伝統的水利権者組織は政府に対する法的な地位（登録）は有していないものの、ハッター

ラの維持管理活動の中心となる水路の浚渫および簡単な修復作業を継続的に実施してき

ている。 

● 伝統的水利権者組織はこれらの維持管理活動の継続のため、伝統的な水利権（時間）に応

じた労働提供に加えて、必要に応じた維持管理費用の徴収を行い、資機材の調達および不

足労働力を補うための日雇い労働者への賃金支払いに当てている。 

● 伝統的水利権者組織はこのような維持管理活動を今後とも主体的に継続していくことが

できる。 

● 伝統的水利権者組織は近年のハッターラ流量の減少に対処し、必要灌漑水量を確保するた

めには、上記にあげたようなハッターラの維持管理活動の継続だけでは不十分であり、ハ

ッターラ導水部の漏水を防ぐための水路の改修や集水能力の向上を目的とした母井戸の

延長、水路の掘り下げ等が不可欠であると考えている。しかし、これらの改修、延長事業

を実施するためには多くの資金と労働力が必要となることから、伝統的水利権者組織のみ

の力では実施が困難である。 

● このような状況のもと、今後もハッターラの流量およびハッターラ農村における農業生産

の確保を図っていくためには、ハッターラ改修事業に対する外部組織からの支援が不可欠

となる。 
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● ハッターラ改修事業に対する外部組織からの支援受理を主目的として設立されたアソシ

エーションの多くは 2000 年以降に設立されたものであり、組織運営の基盤となる総会の

開催、役員の選出、定款の改定、活動計画の策定、議事録の作成、会計・財務管理等にか

かる知識とスキルの蓄積がされていない。 

● 伝統的水利権者組織はアソシエーションに対して、ハッターラ改修事業への支援を外部組

織に要請するための窓口的役割のみを期待しており、維持管理作業および改修事業を共同

で行うパートナーであるといった認識をもっていない。 

● また、現状におけるアソシエーションの活動内容・実績から判断して、アソシエーション

が伝統的水利権者組織の行う維持管理作業、改修事業を直接的に支援することや、他ハッ

ターラとの連携、協調、調整を図るための能力は持ち合わせていないと考えている。 

このような各農民組織の活動実態から、マスター・プランで提案している以下の各農民組織

の目的、役割は妥当なものであると確認された。 

ハッターラ維持管理・改修事業における農民組織の目的・役割 

組織 目的 役割 

伝統的水利権者組織 ハッターラの維持管理、改修 - ハッターラの維持管理、改修事業の継続

実施 

ハッターラ Association  
および農村開発 Association 

ハッターラ改修事業の拡充 - 外部組織(政府、支援組織)に対する窓口 
- ハッターラ維持管理、改修事業の支援 
- 他ハッターラとの連携、協調、調整 

 

10.4.6 事業評価 

経済評価（EIRR 値）は、1)ハッターラの流量、2)用水量（作付計画）、3)市場価格に起因する。

ハッターラの流量は受益面積を決定する唯一の要因であり、EIRR 値に大きく影響を与えること

から、マスター・プランの経済評価については再度流量の観測精度を上げ、検討を行うことが必

要である。 
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調査対象 7 地区の経済評価結果 

 本調査 

 EIRR 
(%) 

Discharge 
(lit/sec) 

1. Ait Ben Omar 18.9 9.4 
2. Diba 6.8 3.6 
3. Lambarkia 16.0 20.6 
4 Oustania 7.7 6.0 
5. Lagrinia 6.5 4.9 
6. Timarzite 5.1 2.3 
7. Jdida Taoumart 18.0 3.1 
   

 

10.4.7 環境影響評価 

選定地区の環境影響評価（EIA）は、計画内容がモロッコ国の環境影響評価法（2003 年 5 月制定）

の適用を受ける事業に該当しないこと、また今のところモロッコ国の環境影響評価法に基づく詳

細な評価基準が示されていないことから、従来とおり「農業開発調査に係る環境配慮ガイドライ

ン（1992 年 3 月,JICA）」を参考に環境影響評価を行った。評価結果の概要は、次のとおりである。 

・住民間の軋轢の発生 

M/P ではハッターラ改修工事の事業計画を策定する際に、公平性、平等性を重視し、改修延長、

改修断面についてほぼ同条件で行うことを基本条件の 1 つとしている。一方で改修工事は 10

年を要し、改修時期に差がでることが十分考えられ、周辺地区の住民から工事順位に対する不

満が発生する可能性がある。このため、工事を実施する場合には、改修対象施設の選択基準や

改修順位の決定根拠について、住民への十分な説明が必要である。 

・水利権への影響 

本プロジェクトは伝統的な水利権を踏襲して実施するが、節水灌漑の導入の際には配水管理の

変更が必要となる。ハッターラの水利権に十分考慮した水管理計画を策定することが重要であ

る。 

・農薬使用量増加による水質汚濁、土壌汚染等 

現在の農薬使用状況は、計画地の一部で害虫発生時に少量使用しているのみである。事業の実

施によって農業が発展すると、農薬使用量がある程度増加する可能性がある。このため、今後

とも注意深くモニタリングするとともに、ORMVA/TF による農薬使用に対する適切な指導が望

まれる。 
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・塩分を含む灌漑用水の使用による土壌塩類化の進行（Lambarkia, Oustania, Lagrinia） 

本事業では、節水灌漑を導入するなど、塩類化の影響を与えにくい灌漑方法を導入するが、

Lambarkia, Oustania, Lagriniaでは灌漑に用いるハッターラの水に2000µs/m 程度の塩分が含まれ

ているため、注意深くモニタリングしていく必要がある。 

 

10.5 事業実施コンポーネントの有効性、妥当性 

(1) ハッターラおよび灌漑水路改修 

 プロジェクト目標である「農家収入の安定化と向上」を図る上でハッターラの水を効率的

に農産物生産に利用する必要があり、ハッターラおよび灌漑水路の改修はその基本コンポ

ーネントとなる。ハッターラの改修便益は水量増加と維持管理労力の削減からなるが、地

下構造物のため改修費用が大きく、改修費用が便益を上回るケースも検証されている。こ

の点から特に漏水抑制を効率的に達成できる区間の改修を行なうことが要求される。大部

分のハッターラで下流部ほど漏水量も多く、また横坑断面も小さいことから維持管理作業

に支障をきたしており、同区間の改修を行なうことが有効となる。 

 灌漑水路の改修は改修費用が安価であり、且つ漏水抑制効果が確実に発現することからハ

ッターラの改修に比べ費用対効果に優れる。このためマスター･プランで計画していると

おり灌漑水路（1 次水路）の改修を短期 5 年間に完了する計画は妥当性が非常に高いと判

断される。2 次水路以降は水路規模も小さく、末端圃場施設のレベルにあるため改修計画

からは除外できる。 

(2) 営農・節水灌漑 

 節水灌漑（点滴灌漑）については、単位面積当たりの施設費を軽減するため、3～4 ヘク

タールの農地を集約的に使用することが必要と考えるが、現況農地は細分化が進んでいる

ため、点滴灌漑協同組合(Cooperative)の設立による農地および水利権の統合が必要である。

また農民組織強化についての調査結果では、ハッターラ、灌漑水路の水量増加に関する資

金力、労働力の確保が緊急の課題であることから、ハッターラ・アソシエーションの設立・

運営・強化を目的とした支援の必要性が確認されている。 

 付加価値作物である野菜については灌漑の間断日数の短縮化が収量の増加、品質向上に不

可欠であり、ORMVA/TF による営農技術の普及が強く望まれる。家畜用の飼料作物であ

るアルファルファ、また Alnif 地区でのヘンナ、クミンの作付面積の増加等、現地農民の

経験・知識に基づく作付計画の維持も持続可能な農業を行なうために必要な要因である。 
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(3) 維持管理組織 

ハッターラの改修事業に関連する各農民組織が将来期待される役割を果たしていくため

には、マスタープランで提案している以下の組織強化項目を段階的に実施していくことが

必要であると確認された。 

① 伝統的水利権者組織の制度面強化（アソシエーション登録） 

② アソシエーション運営技術の習得 

③ 伝統的水利権者組織とアソシエーションの共同によるハッターラ改修事業の実施を

通じた実施能力の向上 
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第 11 章 結論および勧告 

11.1 結  論 

ハッターラ改修・農村開発計画において ORMVA/TF が事業実施主体となる。ORMVA/TF は、事

業のモニタリング・評価に基づく各段階での計画の見直し、予算の確保、また水管理、農民組織

育成に関する事業ネットワークの強化を実施する。 

ハッターラ改修、農村開発計画に関わる事業実施内容は次のとおりである。 

本調査地区の 410 箇所のハッターラの改修については、その流量に応じそれぞれ事業の実施時期

を設定する。大きな区分として、調査時期（2003 年～2005 年）に水量が確認されたハッターラ

約 190箇所と、渇水の影響によって水量が確認されないハッターラ約 220箇所の 2つに類別する。

マスター・プランでは改修計画を短期（5 年）、中期（6～10 年）、長期計画（11～20 年）に区分

しており、水量が確認されない約 220 箇所のハッターラについてはそれぞれの期間において調

査・建設される涵養施設の効果の発現をもって事業実施計画の策定を行う。水量が確認された 191

箇所のハッターラについては短期、中期の 10 年間に改修を実施する計画とする。改修の規模は

漏水区間延長、事業全体での収益性、また事業費を考慮し、未改修のハッターラ延長の 30%を改

修の対象とする。この中で流量が特に小さい（2 lit/sec 未満）ハッターラ 61 箇所については改修

費と事業便益の算定結果から経済性に劣り、中期に改修を行うこととする。一方、流量が 2 lit/sec

以上のハッターラは 130 箇所あるが、その改修の順位は改修機会の公平性を考慮し、対象ハッタ

ーラの各々について最大 600m 区間を短期 5 年間に先行して実施することとし、この短期改修の

対象とならない区間については中期（6～10 年）に順次改修を行う計画とする。これにより既に

改修が実施されている区間約 10 %を含め、短・中期の 10 年間における改修率はハッターラ全体

延長の約 40%に達する。 

灌漑施設改修は、水路のライニングおよび分水工の改修による水利用効率の改善を目標として実

施するが、ハッターラ改修に比べ経済性（費用対効果）に優れる。よってハッターラ改修に並行

して、短期 5 年間において 1 次水路全路線の改修を実施する。 

涵養施設については事業の費用対効果等、事業実施の妥当性の検証に調査が必要であり、マスタ

ー・プランにおいては短期にこの調査、設計を行い、中長期にわたり順次建設工事を開始する計

画とする。 

営農・水管理計画では野菜・付加価値作物の栽培試験および節水灌漑についての試験研究・普及、

農民管理圃場での水管理に関するプログラムの促進、品質向上を目途とする栽培技術導入、市

場・流通面での支援を行う。また所得向上対策として、農業、畜産、小規模産業分野の育成を行

う。 
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農民組織育成・強化ではハッターラの維持管理、改修農村生活環境の改善を目的とした支援を行

う。 

総事業費は短・中期（1～10 年：191 ハッターラ）で DH568 百万を必要とする。（191 ハッターラ

および灌漑施設改修費は DH292 百万）。全体 410 箇所のハッターラに共通した水量の増加を期す

るには涵養施設の建設が有効であるが、一方で地形・気象条件から、多くのハッターラに地下水

を供給できる涵養施設に適した建設地は限られることから、裨益するハッターラとの位置関係、

また水理地質条件から費用対効果を検証した上で建設を実施する。 

11.2 勧  告 

調査地域における農村開発計画を樹立する上でハッターラ、灌漑施設の改修による水量の増加、

および水利用効率の改善が不可欠である。事業実施地域は各々気象、水文条件、地理条件等によ

り水資源量が異なるほか、ポンプによる過剰揚水により地下水保全が困難な地域が多く存在する。

これら自然条件、人的条件の特異性を考慮し、最適な事業を実施するために以下を勧告する。 

1) 事業の進行に合わせ、適宜モニタリング・評価を行い、計画へのフィードバックを行う。

これを基に 3 年に 1 度程度マスター・プランの見直しを行う。特にハッターラについては

個々に地質状態、流量変動、また洪水被害の有無等、水利用および維持管理の形態が異な

ることから、ハッターラの環境の変化を常時モニタリングできる行政上のシステムを構築

することが提案される。（付属のハッターラ改修・維持管理マニュアル参照） 

 本調査において技術的に不確定な点がある場合は実証調査により検証を行い、適宜マスタ

ー・プランを更新する。 

2) 地下水保全を目的として、過剰揚水の規制、共同ポンプ井戸への移行、また補助金政策の

強化を含め節水灌漑の導入を促進する。共同ポンプはハッターラに依存しない地域におい

て設置が促進されてきたが、ハッターラの水量が涸渇している農村が増加している。これ

らの農村に対し既存ポンプの運営・維持管理を規範として共同ポンプの導入を検討する。 

3) 節水灌漑（点滴灌漑）の導入は農民による初期投資が必要であり、補助金制度の活用が普

及に大きく関わるものである。補助金の給付には土地登記等の条件が設けられていること

から、他の政府機関と協力し補助金制度の活用を促進する支援を積極的に行なう。 

4) 水資源の利用率向上を目的とし、DRH との協力関係を維持しつつ、十分な調査を行うこと

を基本として、地表水（洪水）の利用促進や地下水涵養施設の建設を実施する。地下水の

流動は水理地質構造に左右され、詳細な調査を行なった場合においても地下水の利用効果

の判定は困難である。このため施設計画は表面水（貯留水または洪水）利用を前提に計画

し、2 次的効果として涵養効果を見込むことを計画上の基本とすることを提案する。 
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5) ハッターラ・インベントリーはハッターラ改修計画を策定する上で基礎となる情報である

ことから、定期的にデータの更新を行なう。また同インベントリーのデータ・ベースは GIS

（Geographical Information System：地理情報システム）とリンクしており、同システムの

更新を同時に行う。本調査において 30 箇所のハッターラにおいて流量観測を継続してい

る。調査終了後についても継続して流量観測を行い、長期的なハッターラ水量の変動予測

等の基礎データの収集に努めることとする。 

6) 調査では各種マニュアル（ハッターラ改修、水利用、営農・普及、組織育成・強化）を策

定している。これらマニュアルの公開、加筆、更新を随時行なうと同時に、住民への配布

を行い知識の共有化を促進する。 

7) ハッターラ農村地域では、限られた水資源を効率的に利用して農業生産高を上げるといっ

た方策以外に農業所得の向上を図る手段は極めて限られている。事業計画では農家所得の

向上活動として小動物家畜の飼育、農産物加工、また野菜や付加価値作物の栽培を提案し

ているが、これら簡便な技術と小規模な投資によって実現可能な事業を創出、支援するこ

とが必要である。 

8) 伝統的水利権者組織、アソシエーションは、ハッターラ改修事業の実施にあたり、外部支

援組織への支援要請、事業の実施管理、ORMVA/TF との共同モニタリング活動を行うと

同時に、またハッターラ地区の農民に対し、節水灌漑技術の導入、普及に向けた支援を積

極的に行う必要がある。ORMVA/TF はこれら伝統的水利権者組織、アソシエーションに

対し、技術的、また経済的支援を実施することが継続的な事業の実施に不可欠である。 

9) ハッターラは農民が長年維持してきた施設であることから、改修は農民、また伝統的水利

権者組織の意向に沿った形で実施することが必要である。このためには改修の計画段階か

ら農民が参加し、随時事業に関わる必要がある。ORMVA/TF はこの点に常に留意し、農民

との対話を通じ、最適な改修事業を実施する。また農民は節水灌漑の導入を強く希望して

いる。各ハッターラの特徴を考慮し、各農村に合った施設を提案していくことが必要であ

る。事業費については自国予算で全て賄うことは困難であり、積極的に外国機関に資金協

力を要請する。 

10) 本事業は参加型アプローチの枠組みにおいて実施される。また同事業は Tafilalet 地域のコ

ミュニティの生活条件の向上および改善のため、人間開発国家イニシアティブ（INDH：

2005 年に国王モハメッド 6 世により公表された国家的なイニシアティブ。都市と地方の

格差是正を目指し、人間開発、貧困削減に重点を置きつつ、各種の政策表明を行っている。）

とも一体化したものとする。 
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